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序章  本研究の目的と方法  

 

本研究は、法人化前後に行われた政策が大学の研究機能にいかなる影響をも

たらしたかを実証的に明らかにすることを目的とする。法人化を通し、「大学が

自主性・自律性のもと自らの判断と責任で多様で特色ある教育研究を展開」（ １ ）

することが目指された。その中で「大学の教育研究組織については、各大学の

自主的な判断で柔軟かつ機動的に編制することにより、学術研究の動向や社会

の要請等に適切に対応し、大学の個性化を図る」（ ２ ）ことが基本方針となり、

国立大学法人の制度が構築され運用されてきた。  

法人化後 10 年以上が経過し、法人化後の政策が定着したところであるが、国

立大学の執行部や教育研究組織は当初期待されたような自主性・自律性を付与

されたであろうか。これに関連して、特に激しく変化する領域として制度設計

された附置研究所・研究施設の周囲にいかなる環境が生起しているかを検証す

ることでその問いに答えることとしたい。  

以降では、研究の背景となるいくつかの事象や対象について整理したのち、

各節で先行研究を整理する。各節では、研究活動、研究組織、実務等の観点か

ら先行研究などを整理する。そのうえで、大学の研究機能については体系的な

研究が少なく、法人化後の政策展開やその動態を実証的に明らかにした研究は

これまでに存在せず、その考察枠組みも未開発のままであることを明らかにす

る。そのうえで、考察枠組みとして Clark（ 1986）の高等教育システム論の枠

組み及びこれに依拠しながら法人化後の組織変容を考察した村澤（ 2009）の論

考を参照しつつ、大学の研究機能を主な対象に制度変容とそのインパクトを考

察するため、 Clark の枠組みの概略を述べる。  
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第１節  本研究の目的  

第１項  研究の目的と背景  

本研究は、法人化前後に行われた政策が大学の研究機能にいかなる影響をも

たらしたかを実証的に明らかにすること

を目的とする。近年法人化に関して様々

な検証が行われるようになったが、次節

以降に述べるように研究面にもたらした

インパクトの考察は多くない。  

このような中で、附置研究所・研究施

設は根拠となる制度が大幅に変更される

とともに、大学の研究費獲得や研究活動

の向上に大きな存在感を持つ組織となっ

ている。村上・阪・伊神（ 2015）によれ

ば、Top1％論文に研究所の成果が含まれ

る割合が高く、附置研究所・研究施設で

質の高い研究が生み出されていることが

傍証されている。  

これら組織は改組が比較的容易である

ことから、組織の変化のスピードが速く、

法人化前後の学術政策、高等教育政策を敏感に反映する存在である。しかしな

がら、学部組織や大学教員を研究対象の中心に置いてきた高等教育論、政策レ

ビューが多く行われてきた科学技術論では、大学附置研究所・研究施設は分析

の中心に置かれることはなく、法人化後の研究は手つかずの状態である。  

このため、本論文では大学の研究機能のインパクトを分析する対象として、

主に国立大学附置研究所・研究施設に焦点を当てることとしたい。  

以後の章で詳述するように、どの組織を附置研究所・研究施設とするか、そ

れぞれの組織をどう分類するかは、特に法人化に伴って国立学校設置法が廃止

されて以降、明確な定義はない。旧国立学校設置法施行令に書き込まれていた

研究所、同法施行規則に基づいて設置されていた研究施設を基準として、  

・学部学生の入学定員を持たない  

図１  全論文に占める附置研究所・

研究施設の論文割合（大学別）  
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・全学的位置づけ、（または、一部の研究施設の場合）学部に附属する形で設

置され、その運営や資源配分については、学内外の他組織から独立した形

で行われる。  

・学術研究の動向や経済社会の変化に対応しながら、共同利用の設備・資料や

高い研究水準を維持する

といった点で定義づけられると考える。表１で示すように、上記の要素を満

たすような組織が法人化以後に各法人で作られ、その数は変化している。また、

１章にて後述するように、これまでにも附置研究所・研究施設に関する政策に

は幾度かの転換点があり、その度に設置数や組織構成の傾向は変わってきた
（ ３ ）。

表１  大学類型別研究施設類型の法人化前後比較

法人化後の新たな制度下では、旧附置

研究所の大部分が共同利用・共同研究拠

点の指定を受けているが、研究施設と同

格の組織となったり、新規で設置された

りした例もある。

本論文では、大学法人化前後からの変化を考察することから、法人化以前よ

り設置されている附置研究所・研究施設、あるいは法人化以後にそれらと同格

として位置づけられた組織、共同利用・共同研究拠点を考察の主な対象に据え

2003 年 2011 年 2015 年 

附置研究所 
研究施設 

附置研究所 
研究施設 

附置研究所 
研究施設 

学部等附属 

教育研究施設 

学内共同教育

研究施設 

全国共同利用

施設 

学部等附属 

教育研究施設 

学内共同教育

研究施設 

共同利用・ 

共同研究拠点 

学部等附属 

教育研究施設 

学内共同教育

研究施設 

共同利用・ 

共同研究拠点 

総合・旧帝大 41 90 106 17 42 256 167 19 46 160 52 21 
総合・旧官大

（文・理） 
2 15 47 2 2 29 59 2 3 32 22 4 

総合・旧官大

（医あり） 
4 23 54 4 5 48 98 3 7 50 22 3 

総合・新制大

（医あり） 
2 32 89 2 2 49 163 3 2 55 40 3 

複合・新制大

（医あり） 
0 31 57 8 0 58 79 2 0 72 19 3 

複合・新制大

（医なし） 
1 23 59 1 1 25 126 0 2 24 43 0 

医科系・単科

大学 
2 6 11 1 2 0 33 1 2 0 9 0 

理工系・単科

大学 
4 10 79 1 4 17 176 1 4 10 67 2 

文科系・単科

大学 
2 4 19 0 2 8 25 0 2 4 11 0 

教育系・単科

大学 
0 21 25 3 0 9 76 0 0 5 16 0 

合計 58 255 546 39 60 499 1002 31 68 412 301 36 

図２  附置研究所・研究施設の設置数

共同利用・
共同研究拠点

附置研究所
（旧政令施設）

研究施設
（旧省令施設）

51

9

37

325

1

3



 

 

ることが適切と考える（ ４ ）。  

 

第２項  法人化の検証の中での研究機能の分析  

2004 年に行われた大学法人化は、国立大学に様々な変化を迫るものとなった。

法人化により旧来の各種規制が取り払われたことを活用して、各大学の経営体

化と特色の強化が目指された。特にガバナンスの面では、執行部の強いリーダ

ーシップが期待され、学内の部局と執行部の関係にも変化が見られた。また、

学外のステークホルダーの経営参画を通して、社会的レリバンスの向上や教育

研究パフォーマンスの最大化、経済成長への貢献といった目的がより強く語ら

れるようになった。  

このガバナンス改革に関連して山下（ 2017）は、イノベーション創出などの

経済政策に従属した理由付けのもと、大学の機能別分化、縮小資源の傾斜配分、

教育と研究の分離、リーダーシップ強化などからなる枠組みの定式化が急進

的・強権的に与えられつつあると指摘する。この大学政策の貫徹力・急進性に

拍車をかけるのが、資源の乏しさに加え、「政策作用が何ら緩衝材なく大学に直

接届いてしまう構造」（ p.8）である。大学間競争の中で、大学間の総合調整の

手立てが失われ、個別大学が直接にしのぎを削りあう構造があるとされる。文

部科学省の調整機能についても、組織の長が内閣に属する以上、前述の貫徹力

に加担せざるを得ない立場に追いやられることがしばしばであるとされる。  

このような法人化後の大学の変化について、高等教育研究では様々な観点か

ら研究が蓄積されてきた。もっとも蓄積の多い分野は教育である。中央教育審

議会では、大学教育の質的転換、大学ガバナンス、高大接続、大学院の改革に

関わる答申、高等教育予算の充実・確保へ向けた提言などが取りまとめられ、

改革が進められてきた。この急ピッチな教育改革に対応して、学生支援及び教

育改革に関する政策研究（山崎 2012）、学生調査（山田 2013）や、IR（相原 2011）

による教育効果の把握などが進められてきた。  

次いで管理運営の面では、学長選考（前田 2016、梁鎬錫 2016）などを題材に、

学長や教授会の権限が研究されている（金子元久 2017）。また、実態把握の観

点からは大学教授職研究（有本 2008）や組織変容（村澤 2009）などの中で主に

学部・大学院担当教員の変化が明らかにされてきた。また、社会貢献について
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は、産学連携政策（原山 2006）についての研究が存在する。国立大学財務・経

営センターによる調査では、①管理運営、②財務、③人材、④施設の側面から

学長及び担当理事へのアンケートが行われている（ ５ ）。これによれば学長が効

果を実感している領域として教育活動及び社会貢献活動が挙げられているが、

研究活動は「大いに進んだ」と回答した学長の割合が大きく減少しており、特

定の大学のみが自信を深めるという格差の拡大を示しているとされる。  

 

図３  法人化のプラス効果及び改革の進展  

 

出典：水田（ 2015）による  

そのうえで水田は「法人制度の導入にともなう裁量や自由度の拡大はその恩

恵が一巡し、その先の進展は機関レベルの個別努力に存する段階に進んでいる」

（水田 2015 :63）と総括している。  

大学の研究活動についての研究は近年まで多くなかった。前述の産学連携や

管理運営改革の研究と接点を持ちながら、大学の特色の可視化、論文数の増減、

教員の研究時間の変化などが分析されている。しかし研究組織については後述

する定義のあいまいさやデータの入手困難性などもあいまって、十分に検討さ
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れていないのが実情である。たとえば前述の村澤（ 2009）をはじめとして多く

の研究は学部や大学院を主たる分析対象としている。研究パフォーマンスにつ

いては、論文生産数や予算減少の文脈で分析されるが、論文データ分析主体の

ものが多く（例えば科学技術政策研究所による『科学研究のベンチマーキング』

各年度版）、研究生産の増減のメカニズムに迫る研究は少ない。  

このような組織の状況は学部等と比べてどうであるのか、学校基本調査の結

果から分析する。まず、人員数については図４のようになった。  

 

図４  人員数の推移  

 

期間中、一貫して学部の人員が減少し、その多くが大学院に振り替えられて

いるという傾向を読み取ることができる。「附置研究所」や「その他」にカウン

トされる人員は法人化直後を除けば一貫して増加している。  

基準日やデータの入手元が異なるため単純比較はできないが、次章以降に示

すように、図４の「附置研究所」「その他」に対応する共同利用・共同研究拠点

及び旧政令施設を合計した 2016 年度の実員は 5246 人であった。「その他」の増

分の一定数については研究施設の設置によるものと考えられる。  

続いて予算についてである。学校経費調査より、消費的支出・資本的支出・
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積立金への支出の合計額のうち、学部の総計と「本部・図書館  その他」の項目

を経年で抽出した結果が図５である。この統計では研究施設の支出はその他扱

いとして合算されており、研究施設のみを取り出すことはできない点に留意が

必要である。年度により多少の変動があるものの、「その他」支出は増加傾向に

あり、学部関係の予算は減少傾向にある。  

人員、予算ともに大規模大学の傾向が全体動向の数値に反映されていると考

えられるが、全体動向のみではどのような機関がいかなる意思決定を行ってい

るか分析することはできない。このため、次章以降では各種データやアンケー

トをもとに分析を進めることとしたい。  

 

図５  学部・その他予算経年比較（単位：千円）  

 

このように、附置研究所や研究施設は法人化により増加した部門であり、管

理運営や社会貢献の実務を担うことも多い。また、組織の資金やミッションに

合わせた活動を展開するということは、これら組織が大学改革の最前線を敏感

に反映することにつながる。このためこのような組織を分析することは法人化

の検証にもつながるということができるだろう。本研究は研究組織の変容を分

析することで、直接的には法人化後の大学の研究活動や管理運営研究にこれま

476439462520235297558931074
444761805

677727853

480092297548034960584634850
716152832

625884958646734563665227722
763389047782906445

708406817

89841084
102786263

103201476

104235501

111065306

113623705
119267367117684899

139215763

126102193129128060157295775
143206689141444768

135968465

987203866
1035153352979120458

883201949

1028093347

959801454
997874443

1008133091

1061853595

888042147905843973
905269713

947692164949231980

898104385

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

本部・図書館 その他 附置研究所 学部

[千 円 ]  

7



 

 

で存在しなかった検証を行う。これは新たな角度から法人化そのものを再検証

することにもつながる。  

しかし、組織変容について学部以外の組織に焦点を当てた研究は、国公私に

わたって大学教育改善のためのセンターの設置時期や機能を分析した川島編

（ 2006）、田中（ 2009）、財務分析の中で附置研究所を扱った阿曽沼（ 2003）な

ど数少ない。このような研究に取り組む上で課題とされてきたことは以下の３

点に集約されるだろう。  

１点目に、分析の枠組みが十分になかった点である。山崎（ 1985）、天野（ 1986）

により後述する Becher&Kogan のモデル、及びそれを発展させた Clark のモデ

ルが見出され、単直線的歴史発展論である Trow モデルを補うものとして注目

されたが（たとえば山崎（ 1995）など）、必ずしも十分な発展を見なかったとさ

れる（羽田 2007）。同じく羽田によれば、「大学内部の組織構造把握の枠組みの

必要性は、わが国では必ずしも意識されてこなかった」とされ、天野（ 1998）

の研究を引き、どのような要因がどのような変容をもたらすかは説明されてい

ないと述べている。その背景として、「高等教育研究が原因―結果の因果関係を

明らかにする説明的研究（中略）と、実践的課題解決の処方箋（中略）との二

重の性格を持ち、後者の役割に重点があったため」とした。また、これまでの

改革は旧来の組織に手を付けずに新たなものを付け加える、いわば「 add-on 型」

（潮木 2002）であり、スクラップアンドビルドの現状に対応する研究は多くな

かった。  

２点目に分析対象組織が偏在している点である。スクラップアンドビルドに

は抵抗を伴うため、一度に大量の資源を確保することは困難である。他方、従

来型の組織に手を付けずに新たな組織を設置する余力のある大学は、比較的大

規模な大学に限られる。また、研究面の改革は、学生支援や教育手法の改革な

どと異なって、研究に関する競争的資金の獲得状況に差があるなど、そもそも

参入できる大学とそうでない大学が存在している。  

３点目に統一的なデータを把握しづらくなった点がある。組織構造や予算の

配賦が大学ごとに多様化し、大学間で組織を比べることが難しくなっている。

財務諸表では法人ごとの詳細なデータが入手されるようになったが、後の章に

述べるように研究所やセンターのセグメント情報を公開している大学は一部で
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ある。  

 

第３項  本研究の方法  

Becher&Kogan（ 1992）は、様式（mode）と組織的階層（ l eve l）の観点から、

高等教育の構造を検討する枠組みを示している。様式は、構成員の価値規範と

して機能する規範様式と、具体的に遂行する運営様式に区分される。様式は、

組織的階層により多様であり、表２に示す通り組織の重層性のもとで、異なっ

た影響をうけることが想定される。たとえば、研究者個人の学会活動や教育活

動は、その研究者が所属する基本単位の活動内容とは異なっているかもしれな  

 

表２  組織変容と要素の関係  
 個人  基本単位  機関  中央権力  

要素  ・教育・研究ス

タッフ  

・行政管理者  

・補助労働者  

・学生  

・デパートメント 

・スクール  

・学士課程カリ

キュラムの内

容を提供する

教師集団  

・法律で規定さ

れた個別機関  

・全体計画  

・資源配分  

・モニタリング  

運 営 様

式・内部  

教育，研究，サ

ービスの業績  

学 務 （ student 

provision），カ

リキュラム，研

究  

機関の維持，将

来計画，方針の

実施  

資源利用の最大

化，発展の支援  

運 営 様

式・外部  

社会／経済／文

化的要求への対

応  

社会／経済／文

化的要求への対

応  

社会／経済／文

化的要求への対

応  

社会的，経済的

需要への適合  

規 範 様

式・外部  

専門職規範，社

会／経済／文化

的価値の反映  

専門職規範，社

会／経済／文化

的価値の反映  

社会／経済／文

化的要求への対

応  

経済的，政治的

社会的期待への

適合  

規 範 様

式・内部  

役割実現と個人

的目標の達成  

同僚集団の規範

と価値の維持  

学術的規制の維

持  

 

質，妥当性，有

効性の基準の維

持と監視  

出典： Becher&Kogan（ 1992），羽田（ 2007）  

い。また、基本単位の直面する課題は機関レベルの将来計画と完全に一致する

わけではない。組織の重層性を考慮することで、改革のインパクトがもたらす

影響をきめ細かく分析することができる。  

Clark（ 1986=1992）は Becher&Kogan（ 1992）のもとになった考え方を引き

ながら、高等教育システムがどのように組織され、統治されているかを明らか
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にしようとした。そのアプローチは、活動（Work）、信念（ Bel ie f）、権威（Author i ty）

という３つの構成要素を提示し、それらの統合（ Integrat ion）と変動（ Change）

が国ごとにどのように異なるかを明らかにしようとするものである。そして、

まず高等教育システムの内部構造を研究対象として考察したうえで、外部環境

に対する組織的反応を考察した（インターナルアプローチ）。機関内の水平的分

化をセクション、垂直的分化をティア、機関間の水平的分化をセクター、垂直

的分化をハイラーキーとして整理している。  

村澤は、「日本の高等教育の組織研究は、実証分析自体が皆無に等しい以前に、

依拠する準拠枠も断片的」（村澤 2009 :9）と指摘したうえで、この枠組みを踏ま

えながら法人化以後の学部組織の変容について分析した。その中では、「仕事」

の場であるセクションに関する考察として、学校基本調査及び『全国大学一覧』

のデータに基づいて学部数の変遷、学部の存続期間を分析している。また、広

島大学の行った学長・部局長・学科長アンケートで得られた権限に関する自己

認識の結果などをもとに、「権威」の分析が行われている。さらに、同じアンケ

ートでの大学の機能分化の方向性に関しての回答結果に設置形態や COE の採

択状況などを組み合わせて「信念」が分析された。  

Clark の枠組みの中では、「変動」は高等教育システムの変動への適応能力と、

変化の中で生じる秩序と無秩序に焦点が当てられている。まずセクション・テ

ィア・セクター・ハイラーキーが持つ性格によって、変化への適応は異なって

くる。山崎（ 1985）のレビューによれば、セクションでは一人の長が権力を掌

握する講座組織よりも、多方面に変化できる可能性のある学科組織のほうが適

応力に優れているとされており、ティアについては多層構造の優位性が、セク

ターについても多様に分化しているシステムの優位性が示されている。また、

ハイラーキーについてはこのような評価が難しいとして判断が留保されている。 

 

表３  変化の構成要素  

 下部構造  上部構造  

変化の方向  
専門分化による断片化と  

ルースな結合  

明確な管理の一貫性・  

統一性  
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変化の源泉  
各学問領域の知的関心・  

思想・組織  

秩序を課すこと  

変化の媒介物  学問  政治的・官僚制的調整  

出典：山崎（ 1985）より一部改変  

 

変化の中で生じる秩序と無秩序は、システムを構成する諸部分の変化の方向、

源泉、媒介物（ vehicle）の違いに由来する。上部構造（国 ,機関）は一元的管理

を志向しつつも、官庁の縦割り行政のように文化と競争の対立論理によって乱

される。下部構造（活動単位 ,個人）は、研究の専門分化の傾向と、教育の統合

的、秩序形成的な性格の緊張関係にさらされている。システムに対する無秩序

なアプローチが秩序をもたらし、秩序あるシステムが無秩序を生み出すことが

ありうる（山崎 1985 :125）。どの変容も「仕事」や「信念」、「権威」の内容や変

化がかかわっている。本研究では、以降の章に述べる設置数、予算、論文生産

数といった「仕事」の変容を明らかにするとともに、学長アンケートや共同利

用・共同研究拠点及び研究施設の再編から「権威」を分析し、それらを支える

「信念」の抽出を試みる。  

 

第２節  研究活動に関する先行研究  

研究活動について取り上げられた研究は、新堀（ 1965）の学閥研究に始まる。

出身大学等の属性に加え、学界への参加状況、執筆した学術論文数等を量的に

把握し、多くの教員の生産性が不十分であることや、期待を下回る業績の教員

が数多いことを明らかとした。しかし、この時期の研究では、組織構造や研究

費等の環境との関係は必ずしも明確でない。その後の新堀（ 1973）の研究では、

科学の生産性（アカデミック・プロダクティビティ）の分析対象を人文学にも

拡張し、「一方では哲学的な人文科学に属すると共に、他方では実証的な社会科

学にも属する下位領域をもつ」教育学を「広範な学問を代表しうる」として分

析を加えた。学問生産の質の判定を行う中で、教育社会学の引用分析では、多

く引用される研究者がごく一部にとどまること、被引用者の多くは数回の引用

にとどまることなどが明らかになった。  

さらに、新堀・加野（ 1980）や片岡・山崎（ 1980）では、大学教員の生産性
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の規定条件について理論的・実証的に検討を行っている。また、山崎（ 1982）

では科学の生産性の偏りと引用における「マタイ効果」についての理論的検討

が行われ、山崎（ 1983）では、化学分野を事例として検証が行われた。  

1977 年から 1981 年にかけて発表された新富の一連の研究では、マートン、

クーンの諸理論の検討が行われている。1990 年には有本もこれに拠った研究を

発表している。  

アカデミック・プロダクティビティの研究は、教育学と社会学を専門とする

大学教員の生産性の研究（新堀 1981）、威信の高い大学における「マタイ効果」

の指摘（新堀 1981）、引用分析の発展としてのエポニミーによる分析（新堀 1984）

などの発展がみられた。  

その後、1990 年代の大学教授職に関する「カーネギー調査」の中で諸外国と

の比較が行われ、研究の生産性や国際化の程度（大膳 1996、2008）について考

察されている。  

この調査結果や独自の指標を活用しながら、学会の機能や大学の学問生産に

ついて考察した山崎（ 1994）の研究が行われ、さらに教育学の内部構造につい

て独自のデータにより分析した相原（ 1995）の研究がある。  

有本（ 1994）の「学問中心地の研究」では、エポニミー、大学教員の意識調

査、ノーベル賞等の報償の状況から、学問の中心地の国際移動を実証的に明ら

かにした。その中で、研究の生産性に関する日本の位置付けの検討も行われて

いる。  

論文生産性の研究は、データベース整備と相まって独自に発展した。近年で

は、制度化が進んだ大学評価と結びつけた研究（慶伊・本多 2000、根岸・山崎

2002）が行われ、カーネギー調査を用いたアカデミック・プロダクティビティ

と評価の関連性の考察（村澤 2008、2014）も行われている。また、1960 年代以

降整備されてきた SCI（ Science -Ci tat ion- Index）による引用分析の実施可能性

の拡大（藤垣 2006）の結果、ビブリオメトリクスなど分野横断的な業績情報の

可視化手法が登場し（林 2010）、分野の重点投資など、大学の意思決定に利用

されるようになってきている。しかし、データベースから得られる情報と実態、

あるいは意思決定に必要な情報の間には依然として隔たりがある。とりわけ、

分野間比較については、論文掲載から引用までのスピード、学術誌数、年間論
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文掲載数や採択率等の条件が異なっていることから有効な手法がない。  

特に改組が著しい研究所やタスクフォース型のセンター等の組織ではこのよ

うなベンチマーキングが必要であるにもかかわらず、経済学分野の研究所と大

学院の業績を比較した二神ら（ 2015）の研究、自然科学分野の論文データベー

スを分析した村上ら（ 2017）の研究があるのみで緒についたばかりである。共

同利用・共同研究拠点は分野を超えて評価が行われている点で、研究よりも政

策動向が先行している状況であり、投入資源を考慮に入れた分析など、さまざ

まな角度からの検証が待たれる。  

 

第３節  研究組織に関する先行研究  

小林（ 1999）は、表４のような研究組織の類型を示し、組織構造をスペクト

ラムに整理した。常設かつ縦割り的な組織として、当初より附置研究所・研究

施設が設けられたが、時代の要請によりその性質は大きく変化した。近年は、

客員研究部門の新増設や任期制の採用、時限の付与などが相次いで行われてお

り、２・３番目の類型が分化・成立し、組織の主流となりつつある。  

法人化研究の中では、研究組織について学長の意識（本間 2009、広島大学高

等教育研究センター 2007）、予算（島  2012）、組織構成（村澤 2010）などの文

脈から研究が進められてきたが、法的基盤が崩れ組織の多様化が進んだことも

あり、学部や研究科以外の組織について総括した研究は少ない。大学法人化で

は「経営体」への転換が標榜されているものの、大学としての一体感の醸成は

課題であり（天野 2008）、「経営体としての大学法人論」は十分に構築されてい

るとは言えない。このため、現実に分野間の不均衡や大学間の格差、学内ガバ

ナンス上の不備などが生じている。このような組織が従来の常設研究組織とど

のように異なる課題を持つか総括することは、大学法人の経営に対して有効な

知見となると考えられる。  

また、そもそも附置研究所・研究施設を分析対象とした研究は多くない。そ

もそも大学での研究活動を分析する研究が未開拓であるうえ（塚原 2007 :156）、

法人化により附置研究所・研究施設の「標準型」（小林  2005:33）がなくなり、

多様な実態があることが挙げられる。また、附置研究所・研究施設は学部や研

究科という「ハードコア」に資源を提供する外郭部という認識があり（阿曽沼
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1995）、次節の２項に述べるようにもっぱら大学の活性化・個性化のツールとし

て捉えられるにとどまっていた点もその要因であろう。  

 

表４  研究の組織化の様式（小林 1999 より一部改変して作成）  
様式  永続性 資金源  研究の場  主たる研究者  例  

常 設 研 究  
組 織  

永続的 研究組織

自体  
研究組織内  固有の研究者（常勤） 研究所、学部  

客 員 研 究  
組 織  

永続的 研究組織

自体  
研究組織内  所属機関を有する  

研究者（出向）  
客員研究部門、

VBL 
時 限 付  
研 究 組 織  

一時的 研究組織

自体  
研究組織内  固有の研究者（任期

付雇用）  
時限付き研究  
センター  

運 営 委 託

研 究 組 織  
一時的 組織の  

設置者  
研究組織内  助成機関や運営機関

の研究者（常勤）、固

有の研究者（任期付

雇用）  

米国 FFRDC 
北大創成研究  
機構  

流 動 的  
研 究 組 織  

一時的 助成機関  研究機関内  固有の研究者（任期

付雇用）、所属機関を

有する研究者（出向） 

ERATO 

複合的プロ

ジ ェ ク ト 
一時的 助成機関  研究者ネッ

トワーク  
所属機関を有する  
研究者（出向）  

科研費・重点  
領域研究  

個別的プロ

ジ ェ ク ト 
一時的 助成機関  研究者の所

属機関・研

究者ネット

ワーク  

所属機関を有する  
研究者（出向）  

科研費・基盤研

究、契約研究  

 

学術研究体制から、大学の研究活動ないし研究組織について考察した研究は、

研究費補助（阿曽沼 1995 ,  2003）や科学史の観点からの研究（高橋 2003）、政

策担当者の回想記（岡野  1966、飯田  2002）などが存在し、これらの研究を通

して 1990 年代後半までの附置研究所・研究施設に関する制度の変遷、設置数や

予算総額の推移等が明らかにされてきた。法人化以後の状況については、德永

（ 2012）が大学共同利用機関との関係から附置研究所について論じているが、

これまでの制度変容を踏まえた実証分析は行われていない。また、学問分野の

形成と発展（林・山田 1975 ,  山田・塚原 1986 ,  山崎 1995）の観点からは、大別

して①画期的な研究成果が発端となって急速に立ち上がるもの、②既存の学問

の派生として新たな分野が成立するもの、③政策的な投資が先行して分野の形

成がすすめられるものの３つの類型が提示された。個別の研究所の沿革史や関

係者の回想を超えて、附置研究所・研究施設の全体の位置づけや、各組織のミ
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クロな決定とその帰結の関係は明らかでない。  

大学法人化は、制度上の国の関与の後退とともに学内外での競争環境の形成

を促した。独自の学生定員を持たず、法令上の根拠がない研究所や研究施設は

制度変更の結果が大きく出やすい組織であり、法人化時の議論においても存立

基盤の脆弱化への危惧が関係者の間で共有されていたとされる（梶井 2003）。

附置研究所・研究施設は法人化による研究機能への影響が色濃く出ていると考

えられる。  

 

第４節  研究所・センターの運営に関する先行研究  

第１項  米国での研究所・センターの運営  

政策決定上参照されることの多い米国の研究センター（ Organized Research 

Unit ,  ORU）には、専任の教員によって構成される恒常的な組織と、部局の教

員が所属するプロジェクト型の組織が存在し、後者が多いとされている（ ６ ）。  

この背景には、1950 年代以降の科学技術重視政策を契機として、連邦政府か

らの研究費が増加したことがある。伝統的なセンターは、天文台、博物館、農

場など特定の施設に関連する少人数の構成員による組織が主体だったが（ ７ ）、

研究資金の流入はこれらとは異なるセンターを生み出すこととなった。センタ

ーは資金供給源のニーズに対応できる、フレキシブルな研究組織とみなされ急

速に数を増加させた。センターの増加と対応して、問題解決志向の領域や研究

課題が大きく伸びることとなった（ ８ ）。  

現在は、センターの特徴や大学内部での位置づけ、規模、活動内容といった

様々な側面が多様なものとなっている。同一学科内で作られたセンターもあれ

ば、特定の部局とのつながりのないセンターも存在する。また、大学の基金か

ら設立の初期投資が行われているセンターもあれば、呼称のみの実体のないセ

ンターも存在する。また、単純な比較はできないが、林の調査した大学では、

一つの研究大学に 60 から 100 を超す研究センターが存在した。このためセンタ

ー数は日本より多いといえる（ ９ ）。なお、米国のセンターの特徴抽出について

は、先行研究のレビューにより Boardman が行っており、学部組織との比較で

以下のような表が導かれている。  

 

15



 

 

 

表５  部局とセンターの特徴  

 研究センター  部局  

実践上の

優先順位  

学際的研究  

研究広報  

外部利害関係者との折衝  

研究資金の調達  

センターの管理運営  

サービス提供  

学生の教育  

学習・生活指導  

成績評価  

学問に基づいた研究  

研究広報  

研究資金調達  

部局の管理運営  

全学委員会の活動  

ミッション 

研究  

問題解決  

技術移転  

教育  

研究  

サービス提供  

FD 活動  

教員間の

関係  

ヒエラルキーに基づいた構造  

集権化された意思決定  

公式的なルールと手続き  

フラットな構造  

集権化されていない意思決定  

イ ン フ ォ ーマ ル な ルー ル や 手 続

きも存在  

Boardman（ 2006） p.73-74 より抜粋  

 

Boardman によれば、研究センターは、研究を第一優先とし、外部資金で雇

用された教育の義務を負わない研究教員たちが中核を占める。多くの研究教員

は任期付きの雇用であり、無期限更新の契約やテニュアをもつ組織幹部との間

に上下関係が生じやすい。そのため、研究センターの構造はヒエラルキー的と

なりやすいと論じ、官僚モデル的な運営となることが多いとしている（ １ ０ ）。

しかしながらこれは理念型であり、センターの活動の幅と同じく、実態も多様

である。とりわけ学際的プログラムの場合は、同僚的運営が必要となる（ １ １ ）。  

 

第２項  センター設置の意義および位置づけ  

センター設置の根拠は、研究活動の進展や社会環境の変化によるニーズとい

ったものに求められることが多い。『学制百年史』においては、センター設置を

研究振興策の一つに位置づけ、近代的な研究設備を学内で共有する必要性から、

多くの研究施設が生まれたとしており、研究活動の動因を挙げている。その後、

「新しい型の施設が発足」（ １ ２ ）することとなるが、その背景には本章や次章
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に述べる大学を取り巻く環境変化がかかわっている。  

生駒は、伝統的でアカデミックな

部局と、新たに生じたニーズに対応

するセンター等の組織をゴルフボー

ルのツーピース構造になぞらえ、前

者をコア、後者をシェルと名付けた。

シェルには産学連携、知的財産、学

生の就職支援、研究成果の普及・啓

蒙といった機能が与えられており、

コアの部分を取り囲む部局横断的な

組織が想定されている（ １ ３ ）。  

そして、ゴルフボールを支える台

座の部分を「鼎」とし、事務組織を

配置した。シェルに相当する部分は

近年新たに生じたニーズであり、ま

たセンターが担う機能である。  

大場と小貫は、部局横断型組織の

発達について、米国研究大学におけ

る中核部と周辺部の位置づけから  

「大学の教育研究の中核となる学部等の学内基礎組織の改革には手を付けず、

いわば周辺的な組織を発達させることによって、学内外からの様々な要請に柔

軟に対応している」（ １ ４ ） と分析し

ている。  

附置研究所・研究施設をはじめと

する研究組織を大学内に作ることの

効果は、以下の二つの側面から明ら

かにされている。一つ目に、多様な

専門分野の研究者が共同で活動する

ことで、学科の枠を超えた学際的研

究を実施することが可能となる点で

図４  ゴルフボールモデル  

 

  

生駒（2005）および広島大学（2007）より 

図５  米国研究大学のコアとシェル  

 

大場・小貫（ 2007）より  
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ある。附置研究所・研究施設は、学内外の様々なニーズにより拡大してきたが、

その動因となった外部資金の研究課題が複雑化・多様化したことにより、既存

の学科の枠組みでは対応できない場合が多い。研究課題が研究組織を作り、研

究組織の活動を通して新たな研究課題が生まれるという循環構造が存在する。

そして、教員個人の自助努力による場合と比べて、附置研究所・研究施設の設

置に伴う作業としてビジョンや目的の共有、資金獲得などが行われるため、研

究が進みやすくなる可能性が開かれる。さらに、資金によって新たなポストが

生まれ、ポスドクの雇用や新たな教育機会が生まれることもある（ １ ５ ）。  

さらに二点目の効果として、大学の研究活動が外部に向けて可視化されるこ

とが挙げられる。各教員が個別に行っている研究よりも、「リサーチセンター」

という組織が存在するほうが、大学の内外に対して研究活動を明確に示すこと

ができる。また、大学内部の理解があれば、大学内で優先的に資金配分や人事

を行うべき研究活動を明確化することが可能となる。また、研究活動が強みと

なれば、その分野を資金供給源に対して印象付けることで、さらなる研究資金

の獲得につながる。このことから、附置研究所・研究施設は、大学の研究と、

資金供給源のニーズを結びつける機能をもつ（ １ ６ ）。  

このことから、センターは大学の研究活動の活性化や大学の研究戦略の実現

のために重要な存在となる。 Stahler と Tash の調査においては、外部資金の獲

得が著しい研究大学のほぼすべて（ 82 パーセント）が研究センターの重要性を

強調していた。（ １ ７ ）  

同様に、広島大学の調査においても、日本の国立大学の学長の約９割が「学

際的研究を進めるセンター等」を「社会の需要に対応するため、積極的に活用

すべきである」としている。（ １ ８ ）  

 

第３項  運営上の困難  

しかしながら、附置研究所・研究施設等の運営は容易なものではない。広島

大学の調査においても、部局長や学科長のレベルでは肯定の割合が６割前後に

低下するなど、センターに対する態度に温度差が存在する（ １ ９ ）。学内におけ

る位置づけは、大きな問題である。  

Stahler と Tash は学科に所属しながらセンターに参加している教員は、昇進
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やテニュア獲得の基準が学科内にあり、センターの研究が評価されない場合が

あるため、センターと各学科の間に適切な関係を構築することが必要であると

している（ ２ ０ ）（ ２ １ ）。  

また、研究のための空間や資金を配分するためには、センターが大学内のど

こに対して業務報告を行うか、センター長にどの程度の権限を与えるかといっ

た組織の設計を考慮する必要がある。また、それを担保する事務体制について

も新たに措置しなければならない（ ２ ２ ）。  

さらに、センターが一つの組織として機能するためには、その理念や目標が

明確に設定されている必要がある。また、多くのセンターは、大学から配分さ

れる予算では維持費さえ足りない状況であり、外部資金に頼る必要がある。教

員や研究員の給与を外部資金に頼ることも稀ではなく、その存続のためには政

府や産業界といった資金源との関係をいかに構築するかが重要となる（ ２ ３ ）。  

 Mal lon は、米国の文脈で、

大学に寄せられる期待がスプ

ロール現象のように広がって

いること、そしてそれにより

組織内の緊張関係が高まって

いることを明らかにしている。
（ ２ ４ ）米国においても、近年、

（インテンシブな）研究セン

ター、技術移転、特許ライセ

ンシング、営利スピンオフ支

援（大学発ベンチャー）、部局

横断型教育・研究といったものが求められるようになり、これに対応した組織

の設置が相次いでいる。これらのセンターは既存の部局とは異なった論理によ

り動こうとするため、大学のマネジメントの一体性が損なわれつつあるとして

いる。  

さらに、 Boardman はセンター組織に属することで、複担教員がもとの所属

部局で禁止されている行為や利益背反の関係にある業務に当たらなければなら

なくなることもあるとし、センター組織とのかかわりを通して、大学と社会の

図６  大学の周辺的機能の拡大  

 

Mal lon (2004 )より  
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摩擦関係が部局間および教員個人のレベルに持ち込まれることを指摘している。
（ ２ ５ ）  

このように、センター等の運営および活動を現実課題としてどのように構成

するのかという点は、唯一の解があるものではない。さらに、大学組織研究と

の接点が乏しいことで、外部環境との相互作用や学内ガバナンスについての考

察が受動的、事後的なものになりがちである。  

 

第５節  本研究の構成  

先行研究から導き出される課題は以下の通りである。一点目に、大学組織に

関する実証的な考察が数少ない中、法人化を総括する研究及び学部・大学院以

外の組織に焦点を当てた研究がないことである。そのため、まず関係する制度、

組織を抽出するとともに、それらの全体的な動向について整理する必要がある。 

二点目に、考察の枠組みが未整備であることである。そのような中、現実に

はニーズに応じて様々な政策が先行して行われていることが、状況を複雑にし

ている。法人化以後の制度に対応して、附置研究所・研究施設の運用からシス

テム上の位置づけまでを統合的に考察できる枠組みが存在しない。法人化の不

連続な変化の中では、外部環境が一定であるという仮定は成り立ちえず、その

分析は動態的に行う必要があると考える。本研究では、 Clark のモデルを参照

しつつ、政策等の外部環境の変容を想定しながら、新たに出現した附置研究所・

研究施設を包括する研究組織について時系列を追って動態的な実証分析を行う

ことで、法人化前後の政策が大学の研究機能にもたらしたインパクトについて

明らかにすることとしたい。  

第１章では各種政策資料や先行研究を用いながら、これまでの制度の変遷、

関連するセクターの動向などを跡付ける。この中で、附置研究所・研究施設に

関して現行制度が選び取られた過程とその影響について政策及び制度の観点か

ら明らかにする。附置研究所・研究施設の「仕事」の素描を通し、それを支え

る制度の編成原理（「信念」・「権威」）についても示唆を得る。  

第２章では、第 1 章の政策動向を各種調査結果の再分析等を用いて検証する

とともに、新たに組織編制の権限を付与された法人及び大学執行部がどのよう

な運用を志向しているかを考察する。言い換えれば、新たな制度のもとで「権
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威」を持つ主体は何であるのかを分析するものとなる。  

第３章では比較的大規模な研究組織である附置研究所や共同利用・共同研究

拠点のパフォーマンスに焦点を当て、法人化後の変容を分析する。法人化によ

る制度変更のインパクトについて、筆者の調査や文部科学省より提供を受けた

データなどをもとに考察する。これらの分析は附置研究所・研究施設をめぐる

「信念」や「権威」の分析に相当する。  

第４章では、法人化後に可能性が広がった学内措置によるセンターの設置改

廃に焦点を当て、学内での政治的過程や投資の帰結をもとに制度の再検証を試

みる。言い換えれば組織改編の実態から見える「権威」や「信念」を明らかに

することとなる。  

これらの章で明らかとなったことを踏まえ、終章では、法人化前後の政策が

いかに国立大学の研究機能に影響を与えたかを総括する。  

 

表６  研究の構成  

 主な内容と問い  研究の方法  

序

章  

法人化前後の政策の原理は何か  

国立大学の研究組織・機能はいか

なる観点からとらえられてきたか  

先行研究レビューによる枠組みの

構築  

学部組織との比較  

１

章  

なぜ現行制度が選ばれ、どのよう

に運用されているか  

・「仕事」の分析  

各種政策文書の分析、設置改廃資

料の分析  

２

章  

新たな制度のもとで影響力を持つ

主体は何か  

・「信念」及び「権威」の分析  

設置改廃事例の分析  

学長アンケート結果の分析  

３

章  

新たな制度のもとで生み出される

成果は何に影響されているか  

・「信念」及び「権威」の分析  

附置研究所及び共同利用・共同研

究拠点の論文生産数及び評価結果

の分析  

４

章  

新たな制度は法人による組織の設

置改廃や大学経営にいかなる影響

を及ぼしているか  

・「信念」及び「権威」の分析  

学内措置による研究組織の設置改

廃事例の分析  
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注  

 
（１ ）  国立大学法人評価委員会「国立大学の法人化」国立大学法人評価委員会総会(第

1 回)資料，http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/__icsF

iles/afieldfile/2017/02/22/1382536_003.pdf（最終アクセス日：2017 年 6 月

6 日）  

（２ ） 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議（2002）「新しい「国立大学

法人」像について」p.17、 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chu

kyo4/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/09/24/1266090_003.pdf（最終ア

クセス日：2017 年 6 月 6 日） 

（３ ） 大学類型については、島（島一則「法人化後の国立大学財政・財務の変動とそ
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第１章  大学の研究機能・組織を巡る政策枠組みとその展開  

 

本研究の目的は、大学附置研究所・研究施設の変遷を跡付けることにある。  

附置研究所は、「独立した組織や大規模な設備を必要とする研究・種々の専門

分野を総合して行う必要のある研究・特に諸科学の限界領域に属する研究等で、

学部においては円滑に行い得ない場合に設けられ」（ １ ）る、学部や研究科と並

ぶ大学の基本組織である。その活動は「特定の専門分野の研究に専念し継続性

をもって長期的に研究を進める」（ ２ ）ものとされるが、研究の発展や政策の変

化を反映して、これまで様々な変容を経験してきた。その中で、附置研究所か

ら派生した新たな組織形態が生まれる一方、別の制度から発展して附置研究所

と実質的に同一の機能をもつ組織も出現し、複雑で重層的な構造が生み出され

てきた。法人化を経て、共同利用・共同研究拠点制度の導入や複数大学での共

同研究所の設置構想（ ３ ）など、この構造はさらに複雑さを増そうとしている。 

しかしながら、附置研究所に関する政策の変遷およびその経緯は、その関心

が関係者の範囲にとどまり、各研究所の刊行物や関係者の回想記に断片的に記

録されるにすぎなかった。  

前章に見たように、高橋・井原（ 2004）は戦中の東北帝国大学で行われた附

置研究所の増設を研究する中で、戦後の附置研究所の制度を取り扱っているが、

研究の主たる関心ではないため、取り扱う範囲が一部にとどまるうえ、法人化

後の動向を反映していない。また、阿曽沼（ 1999）は、大学に対するファンデ

ィングの変容を分析する中で研究所経費について取り扱っているが、科研費や

基盤校費との関係のもとでの研究費の性格の変化について明らかにする目的で

法人化以前を分析対象としており、法人化期の政策は言及されていない。そこ

で本章では、附置研究所・研究施設に関する政策及び制度の展開を明らかにす

る。あわせて、科学技術や競争的資金に関する政策についても参照し、附置研

究所・研究施設がどのような形で法人化を迎えたか整理し、これらをとりまく

システムの要素を明らかにするとともに、附置研究所・研究施設に影響を与え

る存在を明確にすることとしたい。  
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第１節  附置研究所・研究施設の位置づけ  

第１項  附置研究所の成立と拡大（ 1949 -1968）  

戦前の国立研究所は、研究所ごとに個別に官制（勅令）が制定され、設置さ

れた。この中で大学に附置されたものは 48 存在した（ ４ ）。戦後、文部省は戦時

研究に関連した目的を有する研究所を廃止し、産業経済と国民生活の向上のた

めに必要とされる研究所などを新設することを基本方針として研究機関を再編

した（ ５ ）。 GHQ による占領下、 1952 年までに 4 つの附置研究所が廃止され、

14 の附置研究所が新設された。新たに設置された研究所の中には、東京大学新

聞研究所など戦前の研究所に少なかった人文・社会科学に関するものが含まれ、

戦後の附置研究所を特徴づけている。  

法制上の位置づけは、勅令から法律へと変化した。1949 年 5 月に制定された

国立学校設置法では、「国立大学に研究所を附置する」と規定され、国立大学の

組織の中に位置付けられた。  

このころの大学関係経費は、慢性的に不足していた。戦後のインフレにより、

科学研究費総額は、戦前の約半分、学生一人当たりの物件費は 10 分の 1 の水準

にまで落ち込んでいた（ ６ ）。附置研究所においては、研究補助者・技術職員の

不足が深刻で、研究遂行の支障となっていた（ ７ ）。このため、新たな研究機材

の導入にあたっては、予算上の問題、人員上の問題が立ちはだかり、高度化し

た最先端の機材を一つの大学が単独で導入、維持することは困難であった。こ

のような状況を反映して、日本学術会議は施設の共同利用などを柱とする新た

な運営形態を要望し（ ８ ）、1953 年に大学附置の共同利用研究所という形態が新

設された。これは、附置研究所の特殊施設を、その設置目的と同一の目的を持

つ研究者に開放し、この施設の有効活用と共同利用による成果の向上を狙った

ものである。東京大学宇宙線観測所、京都大学基礎物理学研究所がこの指定を

受け、最初の全国共同利用研究所となった。全国共同利用研究所は、国立学校

設置法施行令の中でその他の附置研究所とは別に規定され、共同研究費・共同

研究旅費の措置など予算面での優遇があるほか、運営協議会のもとで学外の意

見を取り入れながら運営されるシステムとなった。  

日本学術会議は、 1950 年 10 月の第 7 回総会以後、附置研究所の設置に関す

る勧告や要望、申し入れを行っている。東京大学原子核研究所（ 1955 年設置）、
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東京大学物性研究所（ 1957 年設置）、名古屋大学プラズマ研究所（ 1961 年設置）

など、学術会議の勧告等を契機とした全国共同利用研究所が発足している。  

日本学術会議は、研究者コミュニティのプラットフォームとして機能してい

た。研究所設置や特殊な装置の導入は、学術会議内の非公式の会合の中で検討

された。これが発展して専門分野の研究連絡委員会のもとに公式な組織（小委

員会）が設置され、研究所の素案が作成された。この素案を総会での議決にか

け、勧告等が実現するという流れであった。  

学術会議の勧告等は、当時各省間の連絡組織であった科学技術審議会等の議題

として取り上げられるなど、政策形成に対する大きな影響力を持っており、勧

告等の過半数が実現に至っていた（ ９ ）。   

学術会議で勧告等が議決されたのちは、文部省との折衝や概算要求に向けた

作業が進められた。この過程で、計画が変更されることもあった。たとえば、

東京大学物性研究所の設置にあたっては、当初大阪大学に附置する案が優勢で

あったが、当時東京大学に存在した理工学研究所（ １ ０ ）の関連部門を転用する

ことによって研究所の純増部門数の拡大が期待できることから、設置場所を東

京大学に変更した経緯が記録されている（ １ １ ）。  

このような経緯から、附置研究所は東京大学などの限られた大学（旧帝大、

旧官大グループ）に集中することとなった。  

 

第２項  附置研究所の拡大の鈍化と再編（ 1969 -1990）  

1969 年には、臨時職員の問題を契機として、大学紛争が東京大学地震研究所

に飛び火し、研究所の組織体制に対する問題を提起した。同年、「行政機関の職

員の定員に関する法律」が制定され、国家公務員の定員総数の上限が法定化さ

れた。これら二つの出来事により、研究所の新設ペースは鈍化し、研究所の運

営体制等の質的な変化に焦点を当てて政策がすすめられるようになった。  

一点目は「大部門化」である。それまでの研究課題ごとの研究部門制を改め、

隣接の課題を大くくりに担当する組織ごとに研究を進める形態が導入された。

1978 年の一橋大学経済研究所を皮切りに、大学の概算要求に基づいて順次改組

がすすめられた。  

二点目に、客員制度の導入である。1973 年の全国研究所所長会議においては、
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文部省に対する要望として一般の附置研究所においても共同研究に関わる予算

措置の要望が提出され、客員研究部門の設置につながった（ １ ２ ）。客員部門は、

固有の定員を配置せず、他大学等の研究者を充てる研究部門である。客員研究

者を受け入れることにより、学際領域の研究などに対応し、共同研究体制を強

化することが企図されていた（ １ ３ ）。  

1973 年の学術審議会答申「学術振興に関する当面の基本的な施策について」

においては、新設される研究所を原則として共同利用とすることや、総合的機

能を持つ研究所への大学院博士課程の設置、プロジェクト型の研究所に対する

時限の設定などが答申された。  

このような情勢を受け、1974 年設置の富山大学和漢薬研究所以降、附置研究

所の新設は行われなくなり、以降の新設は大学共同利用機関のみとなった。さ

らに、1975 年の国立学校設置法施行規則改正において、時限付き施設の制度が

設けられた。そして「スクラップ・アンド・ビルド」の方針のもと、新制大学

設立期以来行われていなかった研究所の廃止、再編が着手された。最初の廃止

事例は東京教育大学の光学研究所（ 1978 年廃止）である。1984 年に行政簡素化

の一環として附置研究所の根拠規定が政令となり、国会審議なしでの研究所の

改組が可能となったことを契機に、附置研究所等の見直しが進められた。緊縮

財政により研究所経費が停滞（阿曽沼 1995 :  17）していたこともあり、資源配

分の決定権を持つ文部省の影響力は増大した。省内では「既存の組織・事業・

経費の徹底した見直し」（飯田 2002 :  167）が基本方針となり、附置研究所の廃

止や合併がすすめられた。7 年に 1 回を原則として組織の見直しが実施された。

同時に客員研究部門の新増設や任期制の採用なども進み、1987 年度から法人化

前年度にあたる 2003 年度まで、毎年いずれかの研究所で名称変更や改組が実施

された（日本学術振興会 2003 :  42 -45）。特に 1990 年までの 13 年間で８研究所

が廃止された（大学共同利用機関に格上げされた３研究所を除く）（ １ ４ ）。その

うち、別の附置研究所に吸収合併されたものが１件、時限付きの研究施設や学

部の一部へと転換されたものが７件存在する。  
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図 1 研究所数の推移（法人化以前）  

 

第３項  共同利用体制の確立（ 1991 -2002）  

1991 年から法人化までの約 10 年間は、附置研究所が大学共同利用機関へ転

換された 2 事例を除いて、組織の新設、廃止は行われず、研究所総数は横ばい

で推移した。この間、文部省は一般附置研究所を全国共同利用研究所へと転換

していく。全国共同利用研究所は、 1967 年以来 12～ 13 研究所で推移してきた

が、 1990 年に 14 研究所、 1993 年に 15 研究所と順次増加させていき、 1996 年

には 20 研究所まで増加させた（図中網掛け部）。  

なお、大学共同利用機関の創設時以来、全国共同利用の附置研究所が大学共

同利用機関に昇格する際には、別の一般附置研究所が全国共同利用研究所に指

定され、全国共同利用研究所の数が維持されてきた。このため、結果として一

般附置研究所が減少し、法人化前の 2002 年には 38 研究所となった。  

全国共同利用研究所と一般附置研究所の総数 58 のうち、客員研究部門の設置、

または客員教員の受け入れを行っている研究所数は 55、大部門制をとる研究所

数は 52 まで拡大した。  
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第４項  大学共同利用機関および研究施設との関係  

前項まで、法人化前の附置研究所の展開について整理してきた。1974 年を最

後に新設されなくなった附置研究所にかわって増加したのが、大学共同利用機

関と研究施設である。  

研究設備の大型化などを背景として、特定の大学に附置しない研究所として

大学共同利用機関が整備され、一部の全国共同利用附置研究所が転換した。他

方で、学部から独立して設置できるようになった研究施設が増加し、附置研究

所に準ずる位置付けをもつものが出現した。これらによって、研究組織は重層

的な構造となった。  

 

(1 )大学共同利用機関  

大学共同利用機関は、 1969 年の学術審議会答申に基づき、「大学における研

究と同様の基礎科学の研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者でこの研

究所の目的である研究と同一の研究に従事する者に利用させるものとして設置

するものとし、文部省直轄の国立研究所とする」ことを基本方針として整備さ

れてきた（ １ ５ ）。 1971 年設置の高エネルギー物理学研究所が初の適用事例であ

る。大学共同利用機関は、大学と同一の法令、職階、俸給表のもとで設置され、

大学と同格の位置づけを持つ研究所である。全国共同利用研究所と異なり、特

定の大学に附置されるものではなく、独立した研究所として運営されてきた。  

1984 年の学術審議会答申においては、「共同利用機関が必要かつ有効と考え

られるにもかかわらず未設置である分野については、今後、研究動向等を勘案

しつつ附置研究所、所轄研究所等の転換も含め計画的にその整備を図る必要が

ある」とされ、前項までに挙げた研究所の転換が進められた。  

 

(2 )研究施設  

研究施設（センター）は、1949 年制定の国立学校設置法において学部附属の

組織として位置づけられた。同法では全学組織として附置研究所を置いており、

大規模な研究プロジェクトは附置研究所の形態をとった。これに対して研究施

設は比較的小規模なものが想定されており、設置件数の増加がみられたものの、

1960 年代中ごろまでの総数は 100 を下回っていた。  
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図２  研究センター設置数の推移  

 

しかし、1970 年代以降は一転して、附置研究所に匹敵するような研究施設が

新設されるようになる。この背景には、文部省の方針転換に伴う日本学術会議

との関係の変化や、予算・制度の問題から附置研究所の新設が鈍化したことが

挙げられる。附置研究所は教授会や部門を置く重厚な組織であり、設置改廃に

当たって国会審議を要したが、研究施設は柔軟な人員配置が可能で、省令改正

のみ設置することが可能であったため、小回りの利きやすい研究施設の設置数

は飛躍的に拡大した（阿曽沼 1995）。これを支える制度的要件として、 1965 年

の国立学校設置法改正で全学組織としての研究施設の類型（全国共同利用施設、

学内共同教育研究施設）が整備され、1974 年には時限付き施設の運用が開始さ

れた。このうち全国共同利用施設は、大学の学部等から独立した施設で、大学

の枠を超え同分野の研究者の共同利用に供するものであり、共同利用のための

特別の予算措置が存在した。学内共同教育研究施設は、大学の学部等から独立

した施設として位置づけられる類型である。これに対して、特定学部のもとで

特定目的の研究を行う研究施設本来の形態を学部等附属教育研究施設と称する

こととなった。このほかに、大学独自に予算や定員を確保した学内措置に基づ

くセンターが存在する。特に増加したのが学内共同教育研究施設であり、 1993

年には学内共同教育研究施設が学部等附属教育研究施設の設置数を上回り、研

[施 設 数 ]  
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究施設のなかで主流の形態となった。このようにして「一講座では行ない得な

くなった規模の特定の研究を行なうことを目的とするもの、将来は研究所たる

べき準備段階のもの等、種々の性格のものが見られ」る法人化前の研究施設の

類型が整備されることとなる（文部省  1981）。  

その結果、1993 年にはこれらの施設数が本来の形態であった学部附属の研究

施設数を上回るまでに拡大した。法人化前の 2002 年度の集計では、全国共同利

用施設が 27 施設、学内共同教育研究施設が 322 施設、学部等附属教育研究施設

が 133 施設となり、新たに生じた形態が７割以上を占めるようになった。この

中には、東京大学先端科学研究センターのように附置研究所を上回る定員規模

をもつものも現れた。  

 

(3 )  附置研究所と大学共同利用機関・研究施設、科学技術政策  

このように、附置研究所に関連する制度は複雑に派生し、その区分は学問上

の要請ではなく、行政的な手続きから生じたものであった。特に附置研究所と

研究施設の間には積極的に意味づけがたい境界が存在することとなった。また、

附置研究所やこれに類する研究施設は、局所的なニーズにこたえる小規模な研

究施設と、次節に述べる国家的プロジェクトに携わる特殊法人や大規模な大学

共同利用機関の間に位置する中途半端な組織形態となったことが、前節に述べ

た 1980 年代以降の再編の契機となった。  

特殊法人として再興した理化学研究所や原子力研究所を主要なチャンネルに、

国立研究所や企業による事業団を構成する方式で技術開発を行う方式で進めら

れてきた国家プロジェクトとしての科学技術政策も、1980 年代以降にこれら組

織と深いかかわりを持つようになる。 1956 年の科学技術庁発足時は、原子力、

宇宙、海洋の３分野をメインターゲットしていたが、政策領域が大規模投資を

必要とするライフサイエンスやコンピュータに広がり、1986 年の科学技術政策

大綱の制定をもって現在につながる政策の骨組みが整えられるに至った。科学

技術庁の政策は、「ナショナルプロジェクトへの参加は大学の意思による」とす

る政治決着（新技術振興渡辺記念会 2009 :13）のもとで運用されてきたため、附

置研究所・研究施設は国家的な資源投入から一歩引いたところに位置してきた。

しかし、次項以降に述べる研究環境の変化や拠点形成事業などを通して、科学
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技術政策の観点からの大学への投資が増加するとともに、2001 年の文部科学省

発足もあいまって、科学技術・学術政策の連動が図られるようになった。その

結果、大型投資の受け皿としての附置研究所・研究施設の役割が再びクローズ

アップされることとなった。  

 

第５項  産業政策及び企業研究との関連  

1980 年代まで、産業政策による科学技術開発は通産省により企業主体で行わ

れていた。国外企業の進出から日本企業を守り、育成するという目的で、行政

指導により国内企業の競争激化を防ぐなど、護送船団方式による産業政策がす

すめられた。通商産業省では 1966 年より「大型工業技術研究開発制度」（通称

「大型プロジェクト制度」、「大プロ」）を発足させ、一般会計からの予算投入に

より 6～ 10 年のスパンで産学官連携による研究開発を行うこととした。このプ

ロジェクトは発足年度に採択された「超高性能電子計算機」「電磁流体発電」「脱

硫技術」にはじまり、およそ 30 のプロジェクトが助成を受けている。助成規模

は、６年間のプロジェクト一つ当たりおよそ 100 億円、プロジェクト期間中の

参加企業への研究開発補助金として 750 億円ほどであった。プロジェクトの目

的が産業の保護・育成におかれていたため、大学の関与は弱かった。そのため

「建前上殆どすべてのプロジェクトでは、産学官の連携が強くうたわれたが、

実際には大学からの寄与は、教員個人、または研究室レベルの側面支援的なも

のが殆ど」（ １ ６ ）といった状況であった。その後、緊縮財政に対応するために

研究費の財源が電源特会、石油特会といった特別会計に求められるようになり、

研究課題もこれに対応するよう形を変えることとなった。同一プロジェクトで

あっても、一般会計由来分と特別会計由来分で厳格な区分けが要求されるなど、

研究遂行面での予算の使い勝手や事務負担の問題が生じることがあったが、な

かでも財政投融資関連の予算転用によるプロジェクトでは問題が多かった。
（ １ ７ ）財政投融資資金は、投入された金額に見合う額を国に返還することが求

められ、定められた予算を使い切って成果物を出せばよいという性格のもので

はない。（ １ ８ ）財政投融資由来の産業投資特別会計に全面的に依存する形態を

とった 1985 年開始の「シグマプロジェクト」は、大手参加企業がプロジェクト

終了の 1990 年から５年間かけて負債分を補てんする結果となった。（ １ ９ ）なお、
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大型工業技術研究開発制度は 1993 年に工業技術院（ ２ ０ ）の「産業科学技術研

究開発制度」へ移行し、実質的に終息している。この背景には、予算の無理な

転用による研究費化がもたらす弊害に加え、護送船団方式による産業政策のあ

り方に対する批判が国内外から示されるようになったことが挙げられる。そし

て、以後の通産省の研究助成には公募、専門家によるピアレビューによる審査

といった形式が整えられるようになり、複数社からなる企業連合への大規模な

資源投入から、ニーズの高い技術をもつ個人やグループを核とした比較的小規

模な団体への個別支援へと変容することとなった。この動きにより、大学が事

業主体として参入できる基礎が徐々に整えられることとなった（ ２ １ ）。  

1995 年には「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」（事業革

新法）が成立した。国内産業の国際的な競争力低下を背景として、この法律は

「研究開発、従業員の再教育について大学等との連携協力の円滑化等を図る」

ことなどが規定されており、「通商産業大臣と文部大臣が連携協力」して施策の

実現が図られることになった。これを受け、通商産業省は、産業政策局産業技

術課に「大学等連携推進室」を設け、産業政策という観点から大学改革に対す

る提言を行っていた。この議論を反映したのが「経済戦略会議」答申であり、

産学共同研究の自由度を高めるという目的で国立大学教員の非公務員化を提言

している。  

1995 年は科学技術基本法が成立した年でもあり、科学技術を基盤とした産

業・社会の振興が政府を貫く政策課題として取り上げられたことで、産学連携

を軸として文部省・経済産業省・科学技術省が共同で取り組む基盤が作られた。  

また同じく、 1995 年からの３年間、「新社会資本整備」を掲げた景気対策補

正予算により、情報技術開発分野の総額 2000 億円をはじめとして、技術開発に

多額の研究費がつけられることとなった。情報技術分野の研究費のうち 300 億

円が研究者に公募されたが、多数の応募の研究計画審査をはじめとする事務処

理の問題や、景気刺激という当初の目的から単年度使い切りが原則とされると

いう制約により、有効な研究助成とはならなかったという指摘もある（ ２ ２ ）。

この時期、企業の中央研究所が相次いで閉鎖されつつある中で、景気刺激策に

技術開発が直接位置づけられたという点で象徴的な出来事となった。なお、同

じ補正予算により、特殊法人を通じての出資金による公募提案型の研究支援制
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度が設けられ、大学を支える研究費の提供元が文部省以外にも開かれることと

なった。前に述べた文部省と通商産業省の連携は、これに対応した動きでもあ

ると考えられる。  

1998 年 3 月に答申された「特許等に係る新しい技術移転システムの構築を目

指して」報告書を受け、 1998 年 5 月には「大学等技術移転法」（TLO 法）が成

立した。これを機に、大学は産業・社会の振興という政策課題の主体として、

社会との関係を急速に変化させるようになった（ ２ ３ ）。  

 

第６項  研究助成による拠点形成の試み  

科学技術政策の観点から大学への拠点形成を試みた政策は、1990 年代より本

格的に行われるようになった。1980 年代の米国による「シンメトリカル・アク

セス」（ ２ ４ ）の主張などを踏まえ、 1992 年の科学技術会議「新世紀に向けて取

るべき科学技術の総合的基本政策について」（答申）では、「我が国が優れた研

究成果の発信源となるためには、卓越した研究指導者、最新の研究情報、優れ

た研究施設・設備、充実した研究支援体制を有する中核的な研究機能（以下「セ

ンター・オブ・エクセレンス」という。）を育成していくことが課題」とされ、

研究支援の重点化が提言された。  

これを受け、 1993 年度には科学技術振興調整費を活用して中核的研究拠点

(COE)育成制度が始まった。この制度では、国立試験研究機関が自己努力によ

り競争的な研究環境を整備しつつ、特定の研究領域の水準を世界最高レベルま

で引き上げることを目指し、 1997 年度までに国立研究機関の 10 機関が順次採

択された。  

これと並行して学術審議会でも議論が進められ、1995 年に「卓越した研究拠

点の形成について」がとりまとめられた。その中では、「創造性豊かな世界の最

先端の学術研究を推進していくためには、水準の高い研究環境に世界の第一線

の研究者が集まり、最先端の研究情報を交換しながら独創的な発想の接触交換

を図ることが極めて重要」とされ、 COE 形成の重要性やその方策が提案され

ている。この実現のため、 1995 年より日本学術振興会の研究費目に「 COE 形

成基礎研究費」が設けられた。これは優れた研究者に対して 5 年にわたって研

究費を補助するものであり、 2001 年度まで続けられた。  
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2001 年には、第２期科学技術基本計画とあわせ科学技術振興調整費の配分に

より優れた成果を生み出す研究開発システムを実現する「戦略的研究拠点育成

プログラム」（ SCOE）が開始され、13 拠点が採択された。その中には東京大学

先端科学技術研究センターなどが含まれている。  

同年、文部科学省は「大学の構造改革の方針」（遠山プラン）を打ち出した。

この中では、国立大学の再編統合、民間的発想の経営手法の導入と並んで、国

内のトップ 30 大学を世界水準に引き上げる方針が示されていた。これに対応

した研究費補助として「 21 世紀 COE プログラム」が創設され、３年間の公募

期間中に国公私大の 274 拠点が採択された。2002 年採択の群馬大学生体調節研

究所、 2003 年採択の東京大学医科学研究所等、国立大学附置研究所からは 13

拠点が採択されている。また、研究施設の中からも、2002 年採択の広島大学ナ

ノデバイス・システム研究センター、熊本大学発生医学研究センターなど 14

件が採択されている（ ２ ５ ）。  

 

第２節  附置研究所再定義問題  

第１項  法人化検討段階における存立基盤の揺らぎ  

法人化に際して行われた議論の中で、一部の附置研究所の廃止が検討された。

本節ではその流れを整理することとしたい。  

2001 年の「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」の「新しい

「国立大学法人」像について（最終報告）」では、附置研究所を「大学に包括さ

れるものとして位置付け」、学部・研究科と同様に「大学の教育研究組織の基礎・

基本」として、「法人としての業務の基本的な内容や範囲を示すものであり、明

確に定める必要があることから、各大学ごとに法令 (具体的には省令 )で規定す

る」とされた。また、研究施設については、法令に規定せず、各大学の判断で

随時設置改廃を行うことが妥当という方針が示された。これを受けて、2002 年

9 月から科学技術・学術審議会の学術分科会に国立大学附置研究所等特別委員

会が設置され、附置研究所の省令規定が審議されることとなった。この委員会

では、旧国立学校設置法の体系での附置研究所、研究施設の区分をそのまま移

行するのではなく、研究所、研究施設の実態にあわせて一部を昇格、あるいは

格下げすることとした。  
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そのための基準として、当該委員会においては、①目的の重要性、②活動の

全国的な意味、③ COE 性、④組織性の４つの観点で見直されることとなった
（ ２ ６ ）。そのうち、具体的な数値が示されたのは①と④である。  

①目的の重要性については第三者評価に基づいて「過去 10 年以上全く組織の

見直しが行われていないような附置研究所については問題があろう。」（ ２ ７ ）と

され、過去 10 年以内での組織見直しが評価の基準とされた。  

④の組織性の部分については、教員規模 30 人を目安に検討されることとなっ

た。一律の基準を定義することに対する違和感を表明する委員も存在したが
（ ２ ８ ）、研究施設と附置研究所の規模のオーバーラップの状況（ ２ ９ ）などをも

とに、「 30 という数字自体には意味がないが、いろいろ現状を分析した結果、

新しく附置研にする数字としては 30 ではちょっと小さ過ぎると思いつつも、見

直しに使うのであれば 30 ぐらいの数字を使うのが適切ではないかと判断をし

たものである」（ ３ ０ ）として、事務局が提案し、採用された。最終報告におい

ても、大学の「基本的な組織として位置付けられ、大学の運営にも参画するな

ど諸般の要因を考えれば、当然、学部及び研究科に準ずる程度の教官規模が求

められる」（ ３ １ ）として正当化されている。  

他方、新聞報道においては「研究活動が国際水準に達しない大学の研究所を

廃止する」（ ３ ２ ）などとされ、③の COE 性に焦点を当てて報道された。  

 

第２項  委員会による見直しと省令規定の断念  

これらの議論は 2001 年の年末にかけて行われ、 2002 年の年明け以後は、見

直しを行う施設の選定とヒアリング作業が進められた。会議は「個別利害に直

結する事項にかかる案件」（ ３ ３ ）として、非公開となった。この間、９研究所

と３研究施設（ ３ ４ ）にヒアリングが行われ、そのうち特に東京大学社会情報研

究所と大阪大学社会経済研究所については、「組織としての研究所の活動状況が

十分に見えず、組織の見直しが長期間にわたって行われていない」（ ３ ５ ） とし

て、①目標の重要性の観点から見直しが勧告された。また、京都大学木質科学

研究所については、④組織性の観点から、検討中の再編・統合構想を進めるよ

う勧告された（ ３ ６ ）。  

委員会の最終報告においては、③ COE 性をもとに見直し勧告に至ったものは
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なかったが、COE 性に焦点を当てた報道などの影響もあり、研究者コミュニテ

ィによる反対運動（ ３ ７ ）や、研究所の評価の進め方に対する懐疑的な報道（ ３ ８ ）

などが生み出された。  

このような中、国会に提出される「国立大学法人法」においては大学の基本

組織を省令で定めることが断念された。このため、国立大学附置研究所等特別

委員会での研究所再定義に向けた議論は実現に至ることはなかった。  

この代替措置として学部、研究科、附置研究所は中期目標の別表に位置付け

られることとなり、文部科学省が関与する余地は残ったが（ ３ ９ ）、第二期以降

はその取り扱いが共同利用・共同研究拠点のみに縮小された。これにより附置

研究所・研究施設の法令上の位置づけはなくなり、地続きの制度を共有するよ

うになった。  

 

 

第３節  法人化後の附置研究所・研究施設に関する制度  

第１項  附置研究所を取り巻く環境の変化  

2004 年 4 月の法人化に際して、大規模研究施設として昇格が議論されていた

京都大学東南アジア研究センター、東京大学先端科学技術研究センターが附置

研究所に転換した。同様に昇格候補とされていた熊本大学発生医学研究センタ

ーは 2007 年に附置研究所となった。  

また、同じく答申で見直しが議論されていた、富山医科薬科大学和漢薬研究

所については、 2004 年度に部門の増設が行われ、 2005 年 10 月には富山大学、

高岡短期大学との統合に伴って富山大学和漢医薬学総合研究所へと改組された。

同じ 2005 年には京都大学生存圏研究所が全国共同利用化された。  

減少傾向にあった研究所の新設が再開されたが、既存の研究所の中には、正規

の研究者の数を増やす仕組みがないこと、減少分を任期付き特任教員で補うこ

とにより、長期間の継続が必要な基礎研究などに支障が出ることなどを指摘す

る声も見られた（ ４ ０ ）。  

 

第２項  研究施設の設置拡大  

法人化に際して研究施設に関する法令上の規定が廃止され、全学管理分の人
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件費や外部資金の間接経費等を原資として新たなセンターを立ち上げる事例が

出現した（小島  2005）。各大学の執行部もこれを好機と見ており、2006 年当時

の学長の 88 .2％が研究センターによる個性化の推進を肯定している（大場・小

貫 2007）。  

 

第３項  共同利用・共同研究制度の開始  

従来、附置研究所、研究施設（省令施設）に対する予算配分は、国立学校特

別会計において個別に行われていたが、法人化以後は、大学全体の運営方針に

基づく資源配分の中で資源の分配が行われることとなった。国全体の学術研究

の発展の促進という観点と大学の資源配分方針が一致するとは限らず、この点

で新たな予算配分制度が必要とされるようになった（ ４ １ ）。  

このため、2008 年 7 月より、全国共同利用研究所、全国共同利用施設の制度

は廃止となり、共同利用・共同研究拠点制度が開始された。この制度では、拠

点に認定された研究所が集中的な投資対象となる一方、それ以外の研究所につ

いては国の関与が廃止された。 2010 年度開始の第二期中期目標以降は共同利

用・共同研究拠点のみが中期目標に位置付けられている。  

共同利用・共同研究拠点の指定はおおむね中期目標期間と連動して時限付き

のものであり見直しが行われる。これまでの制度と異なり、公立、私立大学の

研究機関も応募が可能で、さらに分野の特性に応じて複数の研究所が共同で指

定を受けるネットワーク型拠点の構築や、同一研究分野での複数の拠点の指定

などが可能となった。法人化時に見直し対象に挙がっていた経済系の研究所（大

阪大学社会経済研究所、京都大学経済研究所）も指定を受けており、政策の転

換を印象付けている。2016 年 3 月の時点で、国立大学では 27 大学 74 研究拠点

89 研究機関が共同利用・共同研究拠点の指定を受けている（ ４ ２ ）。  

 

第４項  大学の機能別分化  

2014 年に導入されたスーパーグローバル大学等事業では、海外の卓越した大

学との連携により国際化を進める大学に重点支援を行うこととなっており、東

京大学をはじめとする 13 大学が選定されている。  

2016 年度予算から、機能強化の３つの方向性に基づく運営費交付金重点配分
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の仕組みが導入された。これは、以下３つの類型で国立大学を分類し、大学が

選択する１つの支援枠の評価を運営費交付金の予算配分に反映させるものであ

る。  

【重点支援①】  

主として、人材育成や地域課題を解決する取組などを通じて地域に貢献する

取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界な

いし全国的な教育研究を推進する取組等を第３期の機能強化の中核とする国立

大学を重点的に支援する。  

【重点支援②】  

主として、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で地域とい

うより世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を第３期の機能強化の中

核とする国立大学を重点的に支援する。  

【重点支援③】  

主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に世界で

卓越した教育研究、社会実装を推進する取組を第３期の機能強化の中核とする

国立大学を重点的に支援する。  

運営費交付金の約１％に相当する約 100 億円が再配分の対象である。類型ご

とに基幹運営費交付金の削減率が異なっており、重点支援①では削減率 0 .8%、

②では 1 .0％、③では 1 .6％となっている。重点支援①を選択した大学が 55 大学、

②が 15 大学、③が 16 大学となっている（ ４ ３ ）。  

評価にあたっては、戦略の達成状況を判断するための測定可能な評価指標

（ KPI）の設定や学内資源の再配分（組織整備の場合）などの要件がある。③

は旧帝大や旧官大が多く、その中でも「強みをもつ分野」として研究所が設置

されている分野を取り組みの具体例に挙げている大学も存在する。  

さらに、2016 年の国立大学法人法の改正により、指定国立大学法人制度が創

設された。特定国立研究開発法人と対をなすような制度であり、認定により大

学の研究成果を事業化する会社への出資や、研究者の高給設定などが可能にな

るとされるものである。  

2017 年度からの指定国立大学法人の認定にあたっては、「研究力」、「社会と

の連携」、「国際協働」で一定の水準にあることが要件となっており、東京大学、
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京都大学をはじめとする７大学が申請中である。  

これらの事業で認定される大学は一部に偏っており、附置研究所・研究施設

が多数設置される大学と重なっている。他の競争的資金にも言えることである

が、時間の経過とともに採択件数は少なく、傾斜配分は大きくなる傾向がある。  

 

第５項  ファンディングの変化  

21 世紀 COE プログラムの後継として、 2007 年より「グローバル COE プロ

グラム」が開始された。このプログラムでは採択件数を 21 世紀 COE プログラ

ムの約半数とし（合計 140 拠点）、拠点当たりの配分額を増加させている。主に

21 世紀 COE プログラムに採択されていた拠点を中心に、 10 研究所・ 6 研究施

設が拠点に採択された。  

このほかに、第３期科学技術基本計画期間中には、先端融合領域イノベーシ

ョン創出拠点形成プログラム、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）、

橋渡し研究支援推進プログラム、地域卓越研究者戦略的結集プログラムなどが

新設された。このうち、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）は 2007

年に文部科学省によって開始された第一線の研究者が世界から多数集まってく

るような優れた研究環境ときわめて高い研究水準を誇る「世界から目に見える

研究拠点」の形成のための事業であり、年間 10 億円程度の予算措置が 10 年に

わたって継続するものである。  

拠点認定にあたっては「世界最高レベルの研究水準」、「融合領域の創出」、お

よび「国際的な研究環境の実現」、「研究組織の改革」の 4 つの要件が求められ

ており、８大学、１大学共同利用機関法人の９拠点が認定された（ ４ ４ ）。  

先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラムは採択期間が国立では

9 大学 9 拠点が認定されている。このプログラムでは、最初の３年間に３億円

程度の支援が行われたのち中間評価を行い、件数を絞り込んだうえで、継続課

題には７年間は５億円程度の研究助成が行われるプログラムである。実際に

公・私立大学及び大学共同利用機関を加えた 21 課題の採択ののち、継続支援と

なったのは最終的に 12 課題であった。  

GCOE の採択期間終了などに伴い、第４期科学技術基本計画期間では、博士

課程教育リーディングプログラム、橋渡し研究加速ネットワークプログラム、
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革新的イノベーション創出プログラム（ COI STREAM）が創設され、第５期科

学技術基本計画期間でも継続中である。ただし、 21 世紀／グローバル COE プ

ログラムの基本的性格を残した資金が用意されなかったことから、近年は活動

内容や研究課題ごとの研究助成が中心となっている。  

 

第４節  小括  

附置研究所は、その時々の情勢を反映して拡大と制度の変容を経験してきた。 

戦後から 1960 年代後半までは、学術会議の勧告等が研究所の設置に結びつくな

ど、研究者コミュニティの発言力が相対的に強い中で研究所の新設がすすめら

れた。しかし、1970 年代になると研究所の新設が行われなくなり、限られた資

源の配分や学術審議会の発足を通して影響力を強めた文部省のもとで、1980 年

代にかけ附置研究所の廃止がすすめられた。  

1990 年代以降は、全国共同利用研究所や大学共同利用機関が増加し、一般の

附置研究所は減少した。その間に全学的な位置付けを持つ研究施設が増加し、

一部に附置研究所をしのぐ規模のものも出現した。  

2000 年代前半には法人化後の省令規定をめぐって、比較的小規模な研究所の

再編や統合が議論されたが、省令規定は見送られ、附置研究所・研究施設は地

続きの制度となった。共同利用・共同研究拠点制度開始以後は、国の関与が当

該拠点のみに改められ、選択と集中が進んでいる。これを受け、各法人の発意

による研究施設の設置が行われるなど、大学執行部の存在感が増している。制

度上の区分のなくなった附置研究所・研究施設は、ともに競争的資金や共同利

用・共同研究拠点の認定を目指すことで、従来とは異なった形で国の政策に対

応する環境のもとに置かれることとなった。  

このような変化の中で組織編制や「仕事」の定義も変容し、附置研究所につ

いては大学の基本組織とされつつも、完全に大学に従属するのではなく、学外

との共同研究などを積極的に行う組織として性格づける方向で政策がすすめら

れてきた。1980 年代の再編期以降は、附置研究所の大部門化や研究施設への時

限の設定などを通して、組織の編制原理が変化し、「仕事」や「信念」が変容し

てきたと考えられる。  

法人化の際は、附置研究所の省令への記載を巡って国による選別が実施され
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ようとしたが、関係者の反発を招いたことで頓挫した。国による直接の「権威」

の行使は失敗し、結果としてすべての組織が法令規定の対象外となったことで、

各法人に期待される「権威」が当初考えられていたよりも大きくなったといえ

る。  

そのような中導入された共同利用・共同研究拠点制度は、中期目標の別表記

載という根拠規定及び予算に関する選抜の制度であり、旧設置形態を超えた競

争の制度であると考えられる。各組織は根拠規定を得ることで、国と法人とい

う双方の「権威」の間を渡り歩くことが可能となる。例えば、共同利用・共同

研究拠点に採択されれば、法人による学内組織への直接の貢献という要求に対

して、一見矛盾する学外へ提供するサービスの充実・強化という解決策を正当

化することができるかもしれない。また、国からの提供サービスの水準向上の

要求に対して、法人の規程などをもとに受け入れ可能な範囲での対応にとどめ

ることが可能となるかもしれない。このような制度のもとでいかなる組織変容

が進行しているか、次章で考察することとしたい。  

 

 

 

注  
 
（１ ） 文部省「文部省所管研究所および大学附置研究所」『わが国の教育の現状』(昭

和 28 年度)、1954 年。 

（２ ） 文部科学省「科学技術の戦略的重点化」『文部科学白書』（平成 19 年度）、2008

年。 

（３ ） 平野博文「社会の期待に応える教育改革の推進」（国家戦略会議平成 24 年第 5

回会議資料）http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/2012 

0604/shiryo1.pdf、最終アクセス日：2017 年 6 月 11 日。 

（４ ） このほか、省庁の所轄研究所（教員研修所、現国立教育政策研究所等）などが

あった。これらの研究所は、設置根拠、職階、予算等が異なっている。たとえ

ば、省庁所轄研究所の経費は一般会計であり、大学共同利用機関や附置研究所

に関わる経費は特別会計から支出されている。 
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（５ ） 文部省『学制百年史』帝国地方行政学会、1981 年。 

（６ ） 文部省『わが国の教育の現状―教育の機会均等を主として―』1953 年。 

（７ ） 同上。 

（８ ） 大学法案制定のため 1949 年に学術審議会に行われた諮問に対する答申（「大学

所属の研究施設の機構及び運営について」）においては、「各大学所属の研究施

設は事情の許す限り相互に利用せしめる」とされ、附置研究所に「他の大学の

教授若しくは民間の研究者を所員として加えることができる」といった表現が

ある。 

（９ ） しかし、1960 年代後半から多数の研究所設置を勧告するようになったこと、1967

年に文部省のもとに学術審議会が発足し、学術会議から研究費配分等の権限が

失われたことなどから、1969 年発足の第 8 期学術会議以降、勧告等の実現率は

大幅に低下している。（中井浩二「学術会議の果たした役割とその退潮」総研

大研究会『共同利用機関の歴史とアーカイブス 2004』p.4、

http://viva-ars.com/bunko/nakai/nakai-5.pdf、最終アクセス日：2017 年 6

月 11 日） 

（１ ０ ）  物性研究所の開所翌年の 1958 年に航空研究所に改組され、その後大学共同利

用機関宇宙科学研究所の前身組織となった。 

（１ １ ） 三宅静雄「物性研の有史以前」（『物性研 50 年の歴史』2007 年、pp.8-11）に

よれば、転用元の組織は「材木」と呼ばれ、「材木」のある東大の場合「純増

10 部門（したがって計 15 部門くらい）を文部省としてかなりの責任を持って

押すことができる」が、「材木」のない大阪大学の場合、「うまくいっても 10

～12 部門で、それ以上は自信がない」とする当時の大学学術局長の発言要旨が

残されている。そののち、文科省から「純増は 12 部門くらいと考えてよい」

という連絡がもたらされたことが契機となり、概算要求において東京大学への

附置を希望するよう方針転換された。その年度の概算要求においては、減額を

見越して 20 部門での設置が要求され、そのまま 20 部門での研究所設置が実現

した。 

（１ ２ ） 鈴木平「附置研究所の動向」『学術月報』第 26 巻 7 号、1973 年、p.1。 

（１ ３ ） 同上。 
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（１ ４ ） 廃止された研究所は、東京教育大学光学研究所（1978 年廃止）、九州大学産業

労働研究所（1979 年廃止）、熊本大学体質医学研究所（1984 年廃止）、岡山大

学温泉研究所（1985 年廃止）、千葉大学生物活性研究所（1987 年廃止）、東北

大学農学研究所（1988 年廃止）、北海道大学触媒研究所（1989 年廃止）、広島

大学理論物理学研究所（1990 年合併）である。 

（１ ５ ） 当初の名称は「国立大学共同利用機関」であったが、1989 年の国立学校設置

法の一部改正により「大学共同利用機関」に改められた。なお、大学共同利用

機関の最初のケースとなった高エネルギー物理学研究所の運転経費は、当時の

科研費総額を上回る 50 億円規模と見積もられており、特定大学に附置するこ

とが現実的でなかったとされる（德永 2012: 23）。 

（１ ６ ） 棟上昭男「情報技術分野の主要な研究開発プロジェクト」情報処理学会歴史特

別委員会編『日本のコンピュータ史』オーム社、2010 年、p.257。 

（１ ７ ） 棟上昭男、前掲、p.263。 

（１ ８ ） 棟上昭男、同上。 

（１ ９ ） このプロジェクトは「第二次シグマプロジェクト」と呼ばれる。 

（２ ０ ） 工業技術院は通産省の外局のひとつとして、不確定な萌芽的研究成果を実用化

段階に引き上げるための研究費を支給する「次世代産業基盤技術研究開発制度」

などを実施していた。2001 年度より独立行政法人に改組され、産業技術総合研

究所となっている。 

（２ １ ） しかしながら、経済産業省関連の研究助成金は製品化を最終目的としており、

製品化ノウハウのない大学にはなじまない点も多かったとされる。 

（２ ２ ） 棟上昭男、前掲、p.262。 

（２ ３ ） 磯谷桂介、原山優子「産学連携から大学改革へ」独立行政法人経済産業研究所

「日本の産学連携と大学改革の進展」、2004 年、

http://www.rieti.go.jp/jp/events /bbl/04031601.html （最終アクセス日：

2017 年 6 月 6 日） 

（２ ４ ） 1980 年代、外国に滞在する日本人研究者の数と、日本に滞在する外国人研究

者の数を同等の水準にすべきとする主張である。日本が自動車や半導体などの

分野で強い国際競争力を持つ背景として、外国に滞在する日本人研究者が欧米
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諸国の基礎研究の成果を持ち帰っていることが指摘され、さらにそれを基礎と

して応用研究や技術開発を行っているという「基礎研究ただ乗り」論と合わせ

て主張された。しかし、外国人研究者を受け入れる余地は日本の研究機関では

限られており、公的研究機関や大学での受け入れに向け研究環境の充実などが

図られることになった。 

（２ ５ ） 熊本大学の例のように、法人化後に附置研究所化した拠点もある。 

（２ ６ ） 全国共同利用研究所については、①共同利用のシステムが機能しているか、②

組織の見直しがなされているか、③共同研究の実績が上がっているかという３

つの観点が定められた。 

（２ ７ ） 科学技術・学術審議会学術分科会「新たな国立大学法人制度における附置研究

所及び研究施設の在り方について（中間報告）」http: 

//www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/030101.htm、最

終アクセス日：2017 年 6 月 11 日。 

（２ ８ ） 国立大学附置研究所等特別委員会（第６回）議事録

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/006/gijiroku/0

30102.htm、最終アクセス日：2017 年 6 月 11 日）には、「それから、「少なくと

も 30 人程度がその目安となろう」というのが出ているのだが、これについて

はどうか。」という発言や、「人数の大きさということが、研究所の機能とどれ

だけ関係があるかということを考えると、30 人という数値が出ているのは少し

奇異な感じがする。この人数の根拠はあるのか。」という発言が見られる。 

（２ ９ ） 「これは、研究センターの中で最大のものが 45 人というのがあり、その下を

見ていくと、31 人というのが次であり、その次が 27 人、26 人というようにな

っている。それに比べて、全国共同利用でない附置研究所について小さいほう

から見ていくと 14 人、18 人、19 人、22 人、24 人、28 人、29 人となっている。

附置研究所の規模と研究施設の規模とが交錯しているあたりがその辺にある

ことから 30 人という数字となった。」（国立大学附置研究所等特別委員会（第

６回）議事録、

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/006/gijiroku/030

102.htm、最終アクセス日：2017 年 6 月 11 日） 
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（３ ０ ） 同上。 

（３ １ ） 科学技術・学術審議会学術分科会「新たな国立大学法人制度における附置研究

所及び研究施設の在り方について（報告）」、

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/03042402

/004.htm、最終アクセス日：2017 年 6 月 11 日。 

（３ ２ ） 「レベル低い国立大研究所は廃止！ 文科省、３月に選別」（『読売新聞』（東京

夕刊）１面、2003 年 1 月 8 日）。このほか、COE 性の観点からの報道は、「大学

研究所、実力で選別 東大社会情報研は廃止 文科省学術審が報告」（『読売新

聞』（東京朝刊）2 面、2003 年 4 月 25 日）などがある。 

（３ ３ ） 国立大学附置研究所等特別委員会（第７回）議事録、

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/006/gijiroku/030

201.htm、最終アクセス日：2017 年 6 月 11 日。 

（３ ４ ） 見直し対象の研究所は、東京大学社会情報研究所、東京大学史料編さん所、東

京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、東京工業大学原子炉工学研究

所、富山医科薬科大学和漢薬研究所、京都大学エネルギー理工学研究所、京都

大学木質科学研究所、京都大学経済研究所、大阪大学社会経済研究所の９つで

あり、研究施設は京都大学東南アジア研究センター、東京大学先端科学技術研

究センター、熊本大学発生医学研究センターであった。 

（３ ５ ） 前掲「新たな国立大学法人制度における附置研究所及び研究施設の在り方につ

いて（報告）」 

（３ ６ ） なお、これらの研究所は教官定員 14 人～22 人で比較的規模の小さなものであ

った。 

（３ ７ ） たとえば、日本経済学会では、会長らの連名で見直し対象研究所の存続を求め

る声明を公表した。 

（３ ８ ） 「国立大学研究所の統廃合―「数合わせ」学会にも反発」（『日本経済新聞』朝

刊、29 面、2003 年 1 月 25 日）、や「第三者評価 問われる基準・方法」（『読

売新聞』大阪朝刊、34 面、2003 年 7 月 1 日）などがある。 

（３ ９ ） 参議院においては、高等教育局長が政府参考人として以下のように発言してい

る。「法案の立案に当たりまして、（中略）学部や研究科の名称につきまして文
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部科学省令で規定するということも検討したわけでございますが、（中略）大

学の裁量を尊重するというその法人化の趣旨を踏まえまして、学部、研究科等

の名称につきましては、文部科学省が法令で規定するということではなくて、

中期目標記載事項に共通する基本的な事項として大学の意見を踏まえた形の

中期目標に記載するということを予定しているということにしたわけでござ

います。」（第 156 回国会参議院文教科学委員会会議録第 20 号） 

（４ ０ ） 鈴木洋一郎「法人化後の大学附置研究所」『ICRR ニュース』第 59 号、2006 年

pp.1-3。 

（４ １ ） 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会「学術研究の推進体制に関

する審議のまとめ－国公私立大学等を通じた共同利用・共同研究の推進－（報

告）」、2008 年、

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/05/08060201/001.htm、最終アクセ

ス日：2017 年 6 月 11 日。 

（４ ２ ） 序章に示したように国立大学附置研究所のうち 51 施設、研究施設のうち 37 施

設が拠点認定を受け、拠点認定数はかつての全国共同利用研究所・研究施設数

を上回っている。 

（４ ３ ） 類型の②を選択した大学は、筑波技術・東京医科歯科・東京外国語・東京学芸・

東京芸術・東京海洋・お茶の水女子・電気通信・奈良女子・九州工業・鹿屋体

育・政策研究大学院・総合研究大学院・北陸先端科学技術大学院・奈良先端科

学技術大学院（15 大学）③を選択した大学は北海道・東北・筑波・千葉・東京・

東京農工・東京工業・一橋・金沢・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・

九州（16 大学）である。 

（４ ４ ） 先行５拠点は 2016 年度に当初認定の期間が終了し、そのうち東京大学国際高

等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構のみが 5 年延長されることとなった。 

48



 

 

第２章  大学附置研究所・研究施設の再編と大学アクターの台頭  

 

本章では、前章までに述べた政策動向を各種調査結果の再分析等を行って検

証するとともに、新たに組織編制の権限を付与された法人及び大学執行部がど

のような運用を志向しているかを考察する。言い換えれば、新たな制度のもと

で「仕事」の場がどう変化し、その変化をもたらす「権威」の主体は何である

のかを分析するものとなる。  

第１節では設置数を分析することで「仕事」の場の変容に迫る。また、２節

では、組織を支える人員と予算の状況がどう変容しているかを各拠点レベルの

データを用いて考察することで、「信念」の変容につながる環境変動の実態を明

らかにする。第４節では、学長アンケートの結果をもとに、法人による「権威」

行使の環境について考察する。  

 

第１節  附置研究所・研究施設の設置数  

第１項  附置研究所の再編状況  

前章に挙げた政策過程を踏まえ、法人化後の附置研究所の新設を類型別に分

析することとする。法人化以後の附置研究所の増減は、以下の３類型が存在す

る。なお、法人化前の状況について、附置研究所の新設は 1974 年を最後に行わ

れておらず、すべて改組のみである。改組は一般研究所の全国共同利用研究所

化と研究所評価のために 1990 年代初頭から増加しはじめ、法人化前の各種答申

を踏まえて 1990 年代後半に複数の研究所で実現している。新設や昇格は 2004

年に行われたものが約 30 年ぶりのことであった。  

 

A 法 人 化 時 に 行 わ れ た 「 附 置 研 究 所 等 特 別 委 員 会 」 で の ヒ ア リ ン グ 結 果 に 端 を

発 す る も の  

附置研究所の省令規定が見送られたことで改組の強制力が失われたことから、

特別委員会で議論された組織形態の変更が実現したのは以下の５研究所にとど

まった（括弧内は組織形態変更年）。  

・東京大学社会情報研究所：大学院組織への転換により廃止（ 2004 年）  

・京都大学生存圏研究所：木質科学研究所と宙空電波科学研究センターを統
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合（ 2004 年）  

・京都大学東南アジア研究所：東南アジア研究センターから昇格（ 2004 年） 

・東京大学先端科学技術研究センター：同一名称のまま附置研究所に昇格

（ 2004 年）  

・熊本大学発生医学研究所：発生医学研究センターから昇格（ 2007 年）  

 

B 学 内 組 織 の 改 組 に よ り 発 足 し た も の  

学内措置等で新たに発足した附置研究所である。名古屋大学、広島大学の事

例は、法人化前より存在する研究施設を母体とする昇格であり、東京大学大気

海洋研究所の事例は附置研究所と研究施設間で行われた統合である。  

・名古屋大学エコトピア科学研究所：理工科学総合研究センターほか 4 研究

施設を統合して新設（ 2006 年）  

・広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所：ナノデバイス・システム

研究センターを学内措置により昇格（ 2008 年）  

・京都大学 iPS 細胞研究所：2008 年設置の iPS 細胞研究センターを昇格（ 2010

年）  

・東京大学大気海洋研究所：海洋研究所と気候システム研究センターの統合

（ 2010 年）  

・岡山大学資源植物科学研究所：農業生物研究所と資源生物科学研究所の改

組（ 2010 年）  

・九州大学マス・フォア・インダストリ研究所：大学院組織の分割改組によ

り新設（ 2011 年）  

・新潟大学災害・復興科学研究所：学内共同教育研究施設の改組（ 2011 年） 

・東北大学災害科学国際研究所： 2007 年に部局横断組織として設置された防

災研究拠点を発展改組（ 2012 年）  

・静岡大学グリーン科学技術研究所：２つの学内共同教育研究施設を合併し、

研究部門を新設（ 2013 年）  

・熊本大学パルスパワー科学研究所：２つの学内共同教育研究施設を合併改

組して新設（ 2013 年）  

・長崎大学原爆後障害医療研究所：原爆後障害医療研究施設の改組（ 2013 年）  
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・岡山大学惑星物質研究所：地球物質科学研究センターを改組転換、共同利

用・共同研究拠点化（ 2016 年）  

・京都大学ウイルス・再生医科学研究所：２研究所の統合（ 2016 年）  

 

C「 研 究 所 」 と い う 名 称 を 使 用 し 、「 全 国 大 学 一 覧 」 に 附 置 研 究 所 と し て 掲 載 さ

れ て い る が 、「 国 立 大 学 附 置 研 究 所・セ ン タ ー 長 会 議 」に 加 入 し て い な い も の  

大学独自の組織改編により発足した研究組織に「研究所」という名称が用い

られる事例は、山口大学時間学研究所（ 2000 年設置）など一部に限られていた

が、近年ではこのような研究所が増加している。なお、このほかに「世界トッ

プレベル研究拠点プログラム（WPI）」の研究拠点が研究所という名称で活動し

ている事例がある。  

・東京大学国際高等研究所：学内組織の改組により設置（ 2011 年）  

・弘前大学北日本新エネルギー研究所／白神自然環境研究所：学内組織の改

組により設置（ 2010 年）  

・弘前大学被ばく医療総合研究所／食料科学研究所：学内組織の改組により

設置（ 2014 年）  

 

A・B 類型を総括すると、研究所数は 16 増２減となる。設置数の面では附置

研究所は増加している。また、研究施設からの昇格や研究施設と附置研究所の

統合が行われていること、さらに前章に述べたように共同利用・共同研究拠点

に認定されなかった附置研究所の取り扱いが研究施設と同格となったことを踏

まえると、少なくとも制度のレベルでは附置研究所・研究施設間の相互浸透が

進んでいると解釈できる。なお、合併はすべて同一大学内で行われており、大

学をまたいで合併・改組が行われることもあった法人化前（ １ ）とは対照的な結

果となっている。なお 2016 年には京都大学でウイルス・再生医科学研究所が発

足し、旧来からの附置研究所間の統合が実施された。  

 

第２項  附置研究所・研究施設の類型別設置数  

研究施設の設置類型について分析を行うため、文教協会発行の『全国大学一

覧』を用いて法人化前後の設置数を集計した。これらの施設は、旧国立学校設
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置法施行規則にある研究施設のすべて、すなわち大規模な全国共同利用施設か

ら中・小規模の研究施設までが収録されている。表１では 2003 年当時開学して

いなかった筑波技術大学を除いた 85 法人を集計している。なお、 2003 年デー

タからは、東京商船大学、東京水産大学、富山医科歯科大学、福井医科大学、

大阪外国語大学、神戸商船大学、島根医科大学、香川医科大学、高知医科大学、

九州芸術工科大学、佐賀医科大学、大分医科大学、宮崎医科大学が除かれてい

る。2011 年・2015 年の集計では、法令による規定の廃止によって施設の類型は

失われているが、便宜的に学部等附属教育研究施設と共同利用・共同研究拠点

以外の施設を学内共同教育研究施設として数え上げることで値を導出した。

2015 年の集計では、独自の分類を行う大学が増加したため、2011 年の組織区分

を参照しつつ、「リサーチセンター」「研究センター」等の名称のある組織を集

計した。なお、この学部等附属教育研究施設には、附置研究所附属の研究施設

は含まない。附置研究所の設置数は、2003 年度は旧政令施設の数を示しており、

これをベースに 2011 年度以降は「国立大学附置研究所・センター長会議」に加

入している附置研究所数を示している。  
 
 

表１  大学類型別研究施設類型の法人化前後比較  

 
『全国大学一覧』『大学研究所要覧』等をもとに作成  

 

研究施設の設置数は、 2003 年から 2011 年にかけて一度増加したのち、 2015

年には減少に転じている。学内共同教育研究施設の増減がその主な要因である。 

旧帝大では、学部等附属教育研究施設、学内共同教育研究施設の双方が減少

している。組織改組に伴う統合や、研究支援機能に特化したセンターへの転換

 2003 年 2011 年 2015 年 

附置研究所 
研究施設 

附置研究所 
研究施設 

附置研究所 
研究施設 

学部等附属 

教育研究施設 

学内共同教育

研究施設 

全国共同利用

施設 

学部等附属 

教育研究施設 

学内共同教育

研究施設 

共同利用・ 

共同研究拠点 

学部等附属 

教育研究施設 

学内共同教育

研究施設 

共同利用・ 

共同研究拠点 

総合・旧帝大 41 90 106 17 42 256 167 19 46 160 52 21 
総合・旧官大

（文・理） 
2 15 47 2 2 29 59 2 3 32 22 4 

総合・旧官大

（医あり） 
4 23 54 4 5 48 98 3 7 50 22 3 

総合・新制大

（医あり） 
2 32 89 2 2 49 163 3 2 55 40 3 

複合・新制大

（医あり） 
0 31 57 8 0 58 79 2 0 72 19 3 

複合・新制大

（医なし） 
1 23 59 1 1 25 126 0 2 24 43 0 

医科系・単科

大学 
2 6 11 1 2 0 33 1 2 0 9 0 

理工系・単科

大学 
4 10 79 1 4 17 176 1 4 10 67 2 

文科系・単科

大学 
2 4 19 0 2 8 25 0 2 4 11 0 

教育系・単科

大学 
0 21 25 3 0 9 76 0 0 5 16 0 

合計 58 255 546 39 60 499 1002 31 68 412 301 36 
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などが生じていることが反映されている面もあるが、バーチャルな組織を中心

に、2011 年から引き続き設置されているにもかかわらず掲載されなくなった組

織も散見される。数値の増減には各大学が独自の基準で掲載基準を見直したこ

とによる影響が含まれている可能性がある。  

総合大学や複合大学では学部等附属教育研究施設の数は微増しているが、単

科大学では学部等附属教育研究施設、学内共同教育研究施設ともに減少傾向に

ある。類型ごとに設置数の傾向は異なっており、各大学でのセンターの位置づ

けは多様さを増している。  

 

第２節  附置研究所の人員数  

続いて附置研究所の教員数を分析する。『大学研究所要覧』及び文部科学省に

よる調査から法人化に伴う再編を経験していない研究所の職階別専任教員数を

図１に示す（ ２ ）。2002・ 2012 年双方のデータからは、前節に挙げた新設・改組

を経験した研究所が除かれている。1976・ 1989 年の人員数は、改組が複数回に

及ぶ場合があることから集計対象の調整を行わず、その年度に存在したすべて

の附置研究所の人員数の合計を示している。  

 

 

図１  職階別附置研究所教員数の推移  

 

データソースが同一でないため単純な比較はできないが、従来から存在した

研究所に勤務する専任教員は法人化を経て減少傾向にあると考えられる。他方、

図２の棒グラフに示す「科学技術研究調査」の研究本務者数を見ると、新設の
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研究所を含む附置研究所全体での教員数 （ ３ ）、人員数が増加していることを読

み取ることができる。これらの数値から、少なくとも専任教員数については、

縮小傾向にある既存の研究所と、これを上回るペースで拡大する新設・改組研

究所の対照的な状況が存在すると考えられる。なお、期間を通して増加が著し

いのが「医局員等」であり、博士研究員などの増加を反映しているものと考え

られる。  

 

 

図２  研究本務者内訳（左軸：人）と附置研究所経費総額（右軸：億円）の推移  

 

第３節  附置研究所の収支  

図３の実線の折れ線グラフとして、「科学技術研究調査」各年度版をもとに附

置研究所の支出総額を示した。これは「自己資金、外部から受け入れた資金を

問わず内部で使用した研究費」であり、人件費、原材料費、有形資産の購入費、

リース料、その他の経費の合計値である。人員数と同じく 2007 年調査（ 2006

年実績値）から３年分の集計値が非公開となっている。このため、参考値とし

て附置研究所に対する消費的支出と資本的支出の合計を点線のグラフで示した

（「学校基本調査」各年度版より）。附置研究所経費の総額は、多少の変動はあ

るものの、近年増加傾向にあることを読み取ることができる。  

大学の財務諸表において、附置研究所セグメントの情報を開示している大学

は 10 大学存在した（ ４ ）。ただし、共通経費の計上方法が法人間で異なっている
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など、相互比較することが困難であった。このため、附置研究所セクターの収

支がほぼ均衡している４大学について表２・３、図３に示した（ ５ ）。これによ

れば、収益のおよそ 50％が運営費交付金であり、受託研究費、受託事業費、寄

附金収益をあわせて約 29%である。ここで運営費交付金と施設費収益に対する

受託研究・受託事業・寄附金・補助金収益の割合を計算すると 57 .4%となり、

これに「その他収益」を合算した場合の割合は 69 .3%となる。これら４大学の

全セグメントを合算して同様の計算を行うと 44 .9%（「その他収益」を含めると

51 .9%）であるから、附置研究所セグメントの基盤的経費の割合は小さいといえ

る。その裏返しとして、競争的資金の割合が高く、附置研究所は「評価―報償

というメカニズム」（金子元久  2012 :  23）にさらされる存在となっていると考

えられる。また、2015 会計年度では、運営費交付金の比率がさらに下がり、受

託研究等収益をはじめとする競争的資金の比率が上がっている。評価―報償の

メカニズムはさらに強化されている。  

 

 

 

 
図３  共同利用・共同研究拠点のセグメント情報の比較（４大学）  
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表２  財務諸表における附置研究所経費の金額（ 2011 会計年度）  
収 益  費 用  

 金 額  [千 円 ]  比 率   金 額  [千 円 ]  比 率  

運 営 費 交 付 金 収 益  4 , 0 0 1 , 2 5 5  5 0 . 1 %  教 育 経 費   2 9 , 4 7 3  0 . 4 %  

学 生 納 付 金 収 益   8 9 , 4 8 5  1 . 1 %  研 究 経 費   2 , 4 7 2 , 9 4 5  3 2 . 4 %  

附 属 病 院 収 益   0  0 . 0 %  診 療 経 費   0  0 . 0 %  

受 託 研 究 等 収 益   1 , 9 5 5 , 7 2 3  2 4 . 5 %  教 育 研 究 支 援 経 費  1  0 . 0 %  

受 託 事 業 等 収 益   1 7 6 , 9 2 1  2 . 2 %  受 託 研 究 費   1 , 9 3 6 , 7 2 8  2 5 . 4 %  

寄 附 金 収 益   1 7 7 , 1 8 3  2 . 2 %  受 託 事 業 費   2 8 , 3 4 5  0 . 4 %  

施 設 費 収 益  1 6 , 5 2 1  0 . 2 %  人 件 費   3 , 0 6 0 , 9 3 7  4 0 . 2 %  

補 助 金 等 収 益  1  0 . 0 %  一 般 管 理 費   5 7 , 2 2 4  0 . 8 %  

財 務 収 益   1 , 0 9 8 , 9 4 2  1 3 . 8 %  財 務 費 用   3 6 , 5 9 9  0 . 5 %  

そ の 他  収 益  4 7 5 , 9 1 4  6 . 0 %  雑 損   9 1  0 . 0 %  

合 計  7 , 9 9 1 , 9 5 6   合 計  7 , 6 2 2 , 3 4 3   

 

 

 

 

 

表３  財務諸表における附置研究所経費の金額（ 2015 会計年度）  
収 益  費 用  

 金 額  [千 円 ]  比 率   金 額  [千 円 ]  比 率  

運 営 費 交 付 金 収 益  3 , 9 7 3 , 7 7 9  4 6 . 0 %  教 育 経 費   9 1 , 6 5 0  1 . 1 %  

学 生 納 付 金 収 益   5 7 , 0 1 5  0 . 7 %  研 究 経 費   2 , 2 6 7 , 4 5 2  2 6 . 5 %  

附 属 病 院 収 益     0 . 0 %  診 療 経 費   0  0 . 0 %  

受 託 研 究 等 収 益   3 , 1 7 1 , 0 8 5  3 6 . 7 %  教 育 研 究 支 援 経 費  2  0 . 0 %  

受 託 事 業 等 収 益   4 9 , 1 7 3  0 . 6 %  受 託 研 究 費   2 , 9 2 2 , 9 7 0  3 4 . 2 %  

寄 附 金 収 益   2 1 2 , 4 9 2  2 . 5 %  受 託 事 業 費   4 8 , 8 4 1  0 . 6 %  

施 設 費 収 益  0  0 . 0 %  人 件 費   3 , 0 5 3 , 5 2 1  3 5 . 7 %  

補 助 金 等 収 益  0  0 . 0 %  一 般 管 理 費   1 0 0 , 8 7 8  1 . 2 %  

財 務 収 益   3 0  0 . 0 %  財 務 費 用   5 8 , 2 4 8  0 . 7 %  

そ の 他  収 益  1 , 1 7 1 , 0 7 3  1 3 . 6 %  雑 損   3 1 0  0 . 0 %  

合 計  8 , 6 3 4 , 6 5 6   合 計  8 , 5 4 3 , 8 7 3   
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第４節  研究組織設置改廃に関する大学執行部の意識及び運用状況  

以降では、2012 年 1 月に実施したアンケート調査から、新設組織について分

析する。調査項目は、広島大学高等教育研究開発センターが 2006 年に実施した

「大学の組織改革についての調査」を参照して開発した。国立大学法人（全 86

法人）の学長に対して郵送し、 33 の回答を得た（回収率 38％）。調査票はイン

ターネットにて公開してい

る（ ６ ）。図４に示すように、

回答はすべての類型を網羅

する形で得られた。これら

の調査票は資料として本論

文の巻末に添付している。  

 図４  大学類型別発送数（下段）と回収数（上段）  

 

第１項  センター設置に対する意識  

まず、複数回答にて今後の教育研究組織としてふさわしいと考えられる形態に

ついて尋ねたところ（ ７ ）、「特定の目的や研究課題のために編成される、タスク

フォース的な組織形態（学際的な研究を進めるセンター等）」に関する回答が相

対的に多い回答を集めた。研究センターは「教育組織と教員組織を分離して編

成する形態（筑波大学の学系及び学群等）」や「学位を与える課程（プログラム）

に基づいて編成する形態」と並んで重視されていると考えられる。  
 

 

図５  将来の教育研究組織としてふさわしい形態（複数回答）  
 

第２項  センターの設置計画  

学長がセンターを重視する姿勢は、実際にセンターの新設を第二期中期目

標・中期計画に盛り込んだ大学が調査回答大学の 36％に上る点に表れている

[件 ]  
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（ ８ ）。中期目標・中期計画に盛り込まれていないにもかかわらず準備を進めた

り、設置を実現した大学も存在している。  

 

図６  第２期中期目標・中期計画におけるセンター設置計画の状況  

 

 

第３項  任期制の導入  

センターの教員に対して任

期制を導入する大学は、「導入

の予定なし」としている回答

も一部存在しているものの、

全面採用・一部採用をあわせ

ると 71％に及んでいる （ ９ ）。

センターに新規に雇用される

人材の多くに対して任期が付されるようになったと考えられる。  

 

第４項  活動の評価  

学際的な研究を行う

センター等に対する評

価がどのように行われ

ているか、複数回答で

尋ねたところ、学長ま

たは理事・副学長とす

る回答が多数を占める結

図７  任期制の導入状況（複数回答）  

図８  センターの評価者  

 

[件 ]  

[件 ]  

[件 ]  
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果となった（ １ ０ ）。このうち 8 事例は、学長または理事・副学長以外の評価者

を含まない回答であった。他大学の同一分野の研究者による評価はわずか１件

にとどまっている。  

これらのことから、全国的な視野というよりは、執行部の意向のもとで設置

改廃が行われる現状があると考えられる。                              

 

第５項  改組までの期間  

法人化以後に廃止や改組

を行った組織について、改

廃の決定から実施に至るま

での期間を尋ねたところ、1

年未満とする回答が 6 割を

占めた （ １ １ ）。学際的研究

組織の設置に従来 3 年かか

っていたものを短期間に実

現できるようになった（黒木  2009）という学長の体験談もあり、改組までの期

間の加速化を示唆している。  

 

第６項  廃止後の処遇  

廃止後の処遇としては事例が少ないものの、学内に配置転換する事例が多かっ

た（ １ ２ ）。しかし、公募による転出や後任不補充による廃止を行った事例もあり、

センターの設置により試みた取り組みが学内に定着したとはいえない面がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 組織廃止後の処遇（定年者除く）  
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図９  改組・廃止決定から実施までの期間  
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第５節  小括  

前章に挙げた政策過程を踏まえ、法人化後の附置研究所・研究施設の類型、

設置数、人員数、収支等の変化を分析し「仕事」の場である組織の変容を考察

した。法人化後の附置研究所・研究施設の設置改廃は活発であり、旧設置形態

を超えた再編もみられている。すなわち、これらの組織の「仕事」や「信念」

が運用上も統合されつつあるということを読み取ることができるであろう。ま

た、法人化後の統合は同一大学の組織間で起こっており、附置研究所・研究施

設の大学への従属度が高まっていること、新設の研究所の人員・予算は増加し

ているが、旧来の研究所の人員・予算は横ばいまたは減少傾向にあることが明

らかになった。また、独自に実施した学長アンケートの結果より、「特定の目的

や研究課題のために編成される、タスクフォース的な組織形態（学際的な研究

を進めるセンター等）」を将来の組織形態として重視している学長が一定数存在

し、中期目標・中期計画外であってもこれらの組織の設置を実際に進めている

事例があることを明らかにした。  

執行部によるセンターの設置や廃止に関する「権威」の行使について、学内

の事情を反映した政治的なものとなりやすい実態があること、意思決定から実

行まで比較的短期間で進むことなどが示された。次章では比較的大規模な研究

組織である附置研究所や共同利用・共同研究拠点のパフォーマンスに焦点を当

て、法人化後の変容を分析する。  

 

注  
 

（ １ ） 一 例 と し て 、 1 9 9 0 年 に 広 島 大 学 理 論物理 学 研 究 所 が 京 都大学 基 礎 物 理 学 研

究 所 に 統 合 さ れ ている 。  

（ ２ ）  『 大 学 研 究 所 要 覧』の 教 員 数 は 当 該年 度の 予 算 定 員 で あ る。2 01 2 年 度 デ ー

タ に つ い て は 、 文 部 科 学 省 研 究 振 興 局 学 術 機 関 課 の 「 研 究 活 動 等 状 況 調 査 」

の 一 部 の 提 供 を 受けて 2 0 1 2 年 4 月 1 日時点 で 着 任 し て い る専任 教 員 の 実 員 を

集 計 し た も の で ある。デ ー タ は 2 0 1 2 年に設 置 さ れ て い る すべて の 研 究 所 の 教

員 数 を 入 手 し た 。比較 に あ た っ て は 、当該 デ ー タ か ら 2 0 0 2 年時 点 で 存 在 し な

60



 

 

 
か っ た 東 京 大 学 ・ 京 都 大 学 ・ 熊 本 大 学 の ３ 研 究 所 の 教 員 数 を 削 除 し て い る 。

ま た 、 2 0 0 2 年 の データ か ら は 、 の ち に廃止 ・ 改 組 さ れ る 研究所 を 除 い た 。 な

お 、 ど の 年 度 も 客員教 員 は 除 外 し た 。  

（ ３ ） こ の 調 査 で の 「 教 員 」 は 「 教 授 、 准 教 授 、 助 教 及 び 講 師 な ど で 、 貴 学 部 等

に 本 務 を 置 く 者 」 と さ れ 、 複 数 学 部 等 に ま た が っ て 在 籍 す る 教 員 は 活 動 時 間

の 多 い 側 に 集 計 するこ と と な っ て い る。また 、『 大 学 研究 所 要 覧』と は 時 期（ 3

月 3 1 日 時 点 ） が 異 なっ て い る 。 な お 、 20 06 年 か ら 2 0 0 8 年 の 附 置 研 究 所 に 関

す る 集 計 値 は 公 開され て い な い 。  

（ ４ ） 財 務 諸 表 （ 2 0 11 会計 年 度 ， 2 0 1 5 会 計 年度 ） が 入 手 可 能 で 、「開 示 す べ き セ

グ メ ン ト 情 報 」 の 項 目 で 附 置 研 究 所 が 他 と 合 算 さ れ ず に 公 表 さ れ て い る 大 学

は 東 京 外 国 語 大 学 、 新 潟 大 学 、 富 山 大 学 、 金 沢 大 学 、 静 岡 大 学 、 名 古 屋 大 学

（ 太 陽 地 球 環 境 研究所 ）、 大 阪 大 学 、 九州大 学 、 長 崎 大 学 、熊本 大 学 の 1 0 大

学 で あ っ た 。  

（ ５ ） 集 計 を 行 っ た の は 金 沢 大 学 、 九 州 大 学 、 長 崎 大 学 、 熊 本 大 学 の 財 務 諸 表 で

あ る 。 富 山 大 学 につい て は 、 2 0 1 5 年 度を最 後 に 共 同 利 用 ・共同 研 究 拠 点 の 認

定 が 終 了 し た た め 除 外 し た 。 そ の 他 ５ 大 学 の 財 務 諸 表 は 、 運 営 費 交 付 金 収 益

が 法 人 共 通 セ グ メ ン ト に 計 上 さ れ る 割 合 が 比 較 的 大 き く 、 多 く の セ グ メ ン ト

が 赤 字 処 理 さ れ て い た 。 科 学 技 術 政 策 研 究 所 （ 2 0 0 8） の 分 析 手 法 を こ れ ら の

大 学 の セ グ メ ン ト 情 報 に 対 し て 適 用 す る と 、 経 常 費 に 対 す る 競 争 的 資 金 の 割

合 を 過 大 評 価 す ること と な る た め や むを得 ず 除 外 し た 。  

 
（ ６ ） U R L は 次 の と お り で あ る 。  

h t tp : / / www. ed uca t io n . k yu s h u -u . ac . j p /~ mo to ka ne / r e s ea r c h2 0 11 /  

 2011 2012 2013 2014 2015 

金沢大学 48,839,275 48,907,951 50,029,342 50,595,915 52,179,808 

 がん進展制御研究所 699,625 751,313 773,036 870,574 905,393 

九州大学 108,276,372 109,747,716 109,556,900 120,512,138 126,241,907 

 応用力学研究所 

 生体防御医学研究所 

 先導物質化学研究所 

4,947,987 4,811,207 4,238,071 4,884,838 4,990,934 

長崎大学 48,345,127 48,726,468 50,362,104 53,938,454 54,423,105 

 熱帯医学研究所 1,815,635 1,865,937 1,627,838 2,080,466 1,793,910 

熊本大学 48,519,484 48,515,701 50,258,155 53,813,664 54,743,171 

 発生医学研究所 859,099 780,630 754,310 891,997 853,648 

富山大学 36,858,022 37,540,251 38,962,540 39,769,761 40,010,693 

 和漢医薬学総合研究所 509,360 441,360 397,803 383,665 438,095 
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（７ ）   「貴大学の学部・研究科等の現在の組織体制の形態、今後の教育・研究活動に

あたる組織として検討が進められている組織形態について、該当するものすべ

てに○印を付けてください。」としてその他を含んだ９個の選択肢を複数回答

で尋ねた。 

（８ ） 「部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等を新たに設置する計画が第二

期中期計画に盛り込まれていますか。」の回答結果である。 

 

（９ ） 「部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等では、教員の任期制を採用し

ていますか。」について、全面的に採用している～採用の予定はないの４段階

及びその他の中から回答する項目として尋ねた。 

（１ ０ ） 設問は「部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等の活動の評価は、どの

ような構成員が行いますか。」である。 

（１ １ ） 「貴大学では、センターの改組や廃止が決定してから実施に至るまで、どの程

度の期間がありますか。」を図中の４区分とその他で尋ねている。 

（１ ２ ） 「規模縮小や廃止事例をお答えいただいている場合、センターに所属していた

教員はどのような扱いとなりましたか。」と尋ねた。 
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第３章  大学附置研究所・研究施設のパフォーマンス  

 

本章では、法人化による制度変更のインパクトについて、大学附置研究所・

研究施設の活動をパフォーマンスの観点から、筆者の調査や文部科学省より提

供を受けたデータなどをもとに検証する。前半では、疑似市場の中での競争の

結果として、独自データに基づく論文生産数の分析を行い、変化の傾向を分析

する。また、共同利用・共同研究拠点の評価結果の与えた影響や国による政策

誘導の状況から、新たな環境で成功している組織の「仕事」や「信念」、「権威」

行使の状況について分析する。その際独自に収集した共同研究課題を合わせて

分析することによって、組織の活動を別の角度から検証することとしたい。  

 

 

第１節  附置研究所の論文生産数  

附置研究所の論文生産数については、文部科学省の「研究活動等状況調査」

にて把握されているが、実際の数値は公開されていない。このため、附置研究

所関係者が共著者として含まれる論文数（ １ ）について、Elsevier 社の SCOPUS

を用いて検索し、表１にその件数を示した（ ２ ）。あわせて、同時期の日本全体

の論文数、研究所が附置されている 21 大学全体の論文数、前述した新設・改組

を経験した研究所と従来から存在する研究所を分けて抽出した結果を示す （ ３ ）。  

これらの値について、2005 年を 1 として指数化した結果が図１である。日本

全体の論文数、研究所が附置されている大学の論文数は横ばいであるのに対し、

附置研究所の論文数は法人化以前より高い水準を維持している。直近の 3 年間

を見ると、新設・改組を経験した研究所の論文数が伸びており、2009 年をピー

クとして減少傾向にある既設の研究所と対照的な結果になっている。  
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表１  SCOPUS による論文生産数内訳  

出版年  日本論文数  
附 置 さ れ て

い る 大 学  

附置研究所

全    体  

新   設  

研  究  所  

既   設  

研  究  所  

2 003  73 , 8 43  36 , 2 96  3 , 2 21  48  3 , 1 92  

2004  76 , 1 61  40 , 1 68  3 , 3 27  79  3 , 2 77  

2005  76 , 2 25  45 , 0 72  4 , 8 47  359  4 , 6 34  

2006  81 , 5 75  46 , 1 14  6 , 0 93  481  5 , 8 35  

2007  81 , 1 19  44 , 9 25  6 , 1 49  493  5 , 8 48  

2008  82 , 2 93  44 , 7 31  6 , 3 10  497  6 , 0 15  

2009  86 , 1 45  45 , 2 54  6 , 4 18  492  6 , 0 99  

2010  82 , 5 97  45 , 7 94  6 , 0 30  542  5 , 6 69  

2011  84 , 8 31  47 , 6 87  6 , 4 74  723  5 , 9 54  

2012  85 , 3 15  47 , 1 82  6 , 2 57  801  5 , 6 73  

 

 

図１  附置研究所の論文生産数  

 

続いて、論文数の変動を分析するため、研究所ごとの分析を試みた。個別の

研究所単位では年度ごとの変動が大きく、全体の傾向を明らかにすることは難

しい。このため、大学別に論文数を集計し、さらにそれらを 3 つのグループに

分類する方法で分析することとし、図２にその結果を示した。第 1 グループは、
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東京大学、京都大学の 25 研究所を分類し、第 2 グループは北海道大学、東北大

学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学の 25 研究所を、第 3 グル

ープはその他の大学の 15 研究所をグループ化した。棒グラフによりグループご

との論文数とシェアを示し、折れ線グラフにより研究所が附置されている 21

大学の論文生産の割合で計算したハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）

を示した。ハーフィンダール・ハーシュマン指数は市場の競争状態を表す指標

の一つであり、すべての主体の市場占有率の２乗を足し合わせて計算するもの

である。一つの主体のシェアが高いほど１に近づき、多くのアクターが参入し、

その割合に差が少なければ０に近づくこととなる。例えば、同じ３つの主体で

占められている市場であっても、70%、20%、10%の組み合わせの時は 0 .7 2＋ 0 .2 2

＋ 0 .1 2＝ 0 .54、50％、30％、20％の組み合わせの時は 0 .5 2＋ 0 .3 2＋ 0 .2 2＝ 0 .38 と産

出される値が変化する。  

 

HHI = �𝐶𝐶𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

𝐶𝐶𝑖𝑖: 𝑖𝑖番目の事業者の事業分野占有率  

𝑛𝑛:事業者数  

 

 

図２  大学グループ別附置研究所論文数と集中度  
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第 2 グループに着目すると、2005 年以降第 1 グループよりも論文数が多い状

態が続いていたが、2010 年から減少に転じ、2011 年以降は第 1 グループよりも

少なくなっている。同時にハーフィンダール・ハーシュマン指数も大きくなっ

ており、一部の大学への論文生産の集中が進んでいることを示している。これ

らのことから SCOPUS 論文の変動は、第 2 グループに属する大学の論文数の減

少が影響を与えていると考えられる（ ４ ）。   

活発な拠点とそうでない拠点の分化、集中的に成果が上がっている大学とそ

うでない大学の分化はどのような制度のもとで生じているのであろうか。次節

以降では、共同利用・共同研究拠点制度により行われた評価を検証することと

する。  

 

 

第２節  共同利用・共同研究拠点の中間評価  

第１項  中間評価の概要と結果  

文部科学省は、2013 年に「国立大学法人における 74 拠点（平成 22 年度から

認定されている 70 拠点及び平成 23 年度から認定されている 4 拠点）を対象に、

科学技術・学術審議会  学術分科会  研究環境基盤部会  共同利用・共同研究拠点

に関する作業部会（中略）において中間評価」を行った（文部科学省 2013）。

これを通して、「各拠点の成果や、（中略）研究者コミュニティの意向を踏まえ

た取組が適切に行われているかなどを確認」することとされた。評価は、全拠

点を５つの類型に分け、それぞれに専門委員会が置かれる方式で行われた。類

型は以下の５つであった。  

１ .理工学系（大型設備利用型）  

２ .理工学系（共同研究型）  

３ .医学・生物学系（医学系）  

４ .医学・生物学系（生物学系）  

５ .人文・社会科学系  

評価にあたっては、各専門委員会において書面評価及びヒアリング評価、合

議評価を実施した上で、作業部会において全体調整を行って中間評価結果を取

りまとめたとされる。  
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評価の観点は、①拠点としての適格性、②拠点としての活動状況、③拠点に

おける研究活動の成果、④関連研究分野及び関連研究者コミュニティの発展へ

の貢献の４つである。  

「拠点としての適格性」は、当該研究施設におけるこれまでの研究成果、競

争的資金等の採択状況、卓越した研究者やリーダーの存在、共同利用・共同研

究に参加する関連研究者が利用できる研究スペースや宿泊施設等の確保等の状

況等が評価項目となっている。  

「拠点としての活動状況」は、ホームページやメーリングリスト、学会誌で

の情報提供等により、広く情報提供が行われているか、多数の関連研究者の参

加促進・関係分野への働きかけや大型プロジェクトの企画運営など、関連分野

の発展への取組が行われているか、等が評価されている。  

「拠点における研究活動の成果」は、共同利用・共同研究を活用して発表さ

れた論文数、高いインパクトファクターを持つ雑誌等への掲載、共同利用・共

同研究が発展してプロジェクト研究につながったものなどが生み出されている

かが主たる評価項目であった。  

「関連研究分野及び関連研究者コミュニティの発展への貢献」は、活動を総

合的に見て、研究者コミュニティの発展に貢献できているかが評価の対象とな

った。  

 

第２項  中間評価の結果  

前項に挙げた評価について、文部科学省は拠点ごとに結果を公開している。  

Ｓ評価は「拠点としての活動が活発に行われており、共同利用・共同研究を

通じて特筆すべき成果や効果が見られ、関連コミュニティへの貢献が多大であ

ると判断される」、Ａ評価は「拠点としての活動は概ね順調に行われており、今

後、共同利用・共同研究を通じた成果や効果が期待され、関連コミュニティへ

貢献していると判断される」、Ｂ評価は「拠点としての活動は行われているもの

の拠点の規模等と比較して低調であり、今後、作業部会からの助言や関連コミ

ュニティからの意見等を踏まえた適切な取組が必要と判断される」、Ｃ評価は

「拠点としての活動が十分とは言えず、作業部会からの助言や関連コミュニテ

ィからの意見等を踏まえた事業計画の適切な変更が必要と判断される」状態と
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される。  

 

表２  共同利用・共同研究拠点中間評価結果   表３  大学別中間評価結果集計  

    

（文部科学省 ( 2013 )より引用）  

 

結果のクロス集計によれば、全体としてＡ評価が大多数を占めている。特に、

医学系では８割近くの研究所がＡ評価であった。次いで多いのがＳ評価であり、

特に「理工学系（共同研究型）」に位置づけられた研究所に多かった。Ｂ・Ｃ評

価は全体の１割強であった。  

所属大学別にこれらの研究所を集計すると（ ５ ）、多くのＳ評価が東京大学・

京都大学に集中している。これらの大学は拠点数が多いこともあるが、複数の

拠点を持ちながらＳ評価のない大学も存在するため、一部の大学にＳ評価が集

中しているということができるだろう。表２の東京大学のＳ評価の内訳は、理

工学系（大型施設利用型）が２研究所とその他の類型が各１研究所である。京

都大学は理工学系（共同利用型）のＳ評価が３研究所、医学・生理学系（生物

学系）と人文・社会科学系研究所のＳ評価が各２研究所である。  

Ｂ・Ｃ評価は、合計９拠点のうち旧帝大に立地する研究所・研究施設が約半

数の５拠点である。その他の４拠点は、旧帝大以外の大学に立地しており（千

大学名 S A B C 合計
京都大学 7 8 2 17
東京大学 6 3 1 10
大阪大学 1 5 6
東北大学 2 2 1 5

北海道大学 1 4 5
岡山大学 1 1 2
九州大学 2 2
広島大学 2 2
筑波大学 2 2

名古屋大学 1 1 2
千葉大学 2 2
一橋大学 1 1
金沢大学 1 1
熊本大学 1 1
群馬大学 1 1
高知大学 1 1
新潟大学 1 1

帯広畜産大学 1 1
長崎大学 1 1
鳥取大学 1 1

東京医科歯科大学 1 1
東京外国語大学 1 1
東京工業大学 1 1

徳島大学 1 1
琉球大学 1 1
佐賀大学 1 1
富山大学 1 1

合計 18 44 8 1 71
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葉大学、佐賀大学、富山大学）、学内すべて（あるいは唯一）の拠点がＢ・Ｃ評

価となっている。  

 

第３項  旧設置形態別分析  

旧来の附置研究所（旧政令施設）では、約３分の１にあたる 16 研究所がＳ評

価を受けている。Ｂ・Ｃ評価は３研究所で６％にすぎない。  

逆に、旧来の研究施設（旧省令施設）では、Ｓ評価は２施設（８％）しかな

い一方、約４分の１がＢ評価であり、全体的に低い評価を受ける傾向にあると

言える。  

 

表４  旧設置形態別中間評価結果集計  

 S A B C 合計  

旧附置研究所  16 27 2 1 46 

旧研究施設  2 17 6 0 25 

合  計  18 44 8 1 71 

 

 

第４項  規模・予算別分析  

法人化以前からの附置研究所

46 拠点について、文部科学省よ

り入手した附置研究所の教員数

及び運営費交付金決算額（平成

22 年度）（ ６ ）をもとに評価を集

計したものが図９である。横軸

が教員数、縦軸が運営費交付金

決算額を示している。  

これを見ると教員 50 名、予算

10 億円以上の大規模な研究所の

ほとんどがＳ評価となっており、
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図９  規模・予算別評価結果散布図  
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大規模な研究所ほど高い評価を得やすい傾向が読み取れる。ただし、図左下部

に布置される極小規模の研究所にもＳ評価が存在しているため、小回りの利く

組織でも高い評価を獲得する余地があると考えられる。Ｂ・Ｃ評価は図中央部

の１件を除けば、比較的小規模な研究所にみられるといえる。  

 

第５項  中間評価の状況  

これらの結果を踏まえると、比較的大規模な研究所の評価がますます高くな

り、小規模な研究施設や研究所では高い評価を得るためのハードルが高い傾向

を読み取ることができる。また、大学単位の集計では、全体傾向とするにはサ

ンプルが少ないものの、高い評価、低い評価それぞれに集中して立地する大学

が存在している。次節では、２年後に実施された期末評価の状況を示すことに

したい。  

 

第３節  共同利用・共同研究拠点の期末評価と共同研究関係  

第１項  期末評価の結果  

期末評価は 2015 年に「国立大学法人における 77 拠点（中間評価を行った 74

拠点及び平成 25 年度から認定された 3 拠点）を対象に、中間評価結果のフォロ

ーアップを行うとともに、第 3 期中期目標期間における各大学における拠点の

位置付けの明確化や拠点機能の向上に向け、学術研究の基盤強化と新たな学術

研究の展開に資すること」を目的に行われた。評価は中間評価と同様に各専門

委員会に分かれて行われ、各拠点の分野に精通した複数の専門家からの評価意

見も参考にしつつ、書面評価・ヒアリング評価・合議評価を実施した上で、作

業部会において全体調整を行い結果が取りまとめられた。評価結果の４段階は

中間評価と同様である。なお、この期末評価結果は、2016 年度からの拠点の認

定更新の可否の判断にも活用されることとなった。  

このような評価を経て取りまとめられた結果を以下に示す。中間評価と異な

り C 評価を受けた組織はなく、中間評価よりも S/A 評価を受けた組織が増加し

ている。大学ごとの集計（ ７ ）においては、B 評価を受けた組織の構成が変わっ

ており、地方国立大学の拠点が新たに B 評価を受けている。  

旧設置形態で見ると旧研究施設の S 評価が若干増加したものの、やはり大規
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模な組織が高い評価を受けやすく、小規模な組織はそうでないという傾向が続

いている。  

 

表５  共同利用・共同研究拠点期末評価結果  表６  大学別期末評価結果集計  

    

（文部科学省 ( 2015 )より引用）  

 

表７  旧設置形態別期末評価結果集計  

 S A B C 合計  

旧附置研究所  15 27 4 0 46 

旧研究施設  4 20 3 0 27 

その他  0 1 0 0 1 

合  計  19 44 7 0 74 

 

 

上記の傾向を踏まえ、期末評価については、それまでの共同利用・共同研究

課題の採択状況と合わせて考察することを試みたい。この採択課題はインター

大学名 Ｓ Ａ Ｂ C 合計
京都大学 7 9 1 17
東京大学 6 3 1 10
大阪大学 2 4 6
東北大学 2 3 5

北海道大学 2 3 5
九州大学 3 3
岡山大学 2 2
広島大学 2 2
千葉大学 2 2
筑波大学 2 2

名古屋大学 1 1 2
愛媛大学 1 1
一橋大学 1 1
金沢大学 1 1
熊本大学 1 1
群馬大学 1 1
高知大学 1 1
新潟大学 1 1

帯広畜産大学 1 1
長崎大学 1 1
鳥取大学 1 1

東京医科歯科大学 1 1
東京外国語大学 1 1

東京工業大学 1 1
琉球大学 1 1
佐賀大学 1 1
静岡大学 1 1
徳島大学 1 1
富山大学 1 1

合計 19 48 7 0 74
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ネットや各拠点の年報などで公開されており、全分野にわたって分析が可能で

ある。また、拠点の受け入れ能力の関係から、応募されたすべての課題が採択

されるわけではない。採択課題はピアレビューを経た研究課題の集合体であり、

ある程度高い水準にあるものと想定できる。また、採択課題は研究拠点の方針

を反映する面もあると考えられ、外部に見えにくい個々の研究拠点の「仕事」

「信念」「権威」を把握する指標となる可能性がある。  

次項以降では、共同利用・共同研究拠点の指定を受けている施設のうち、2015

年 8 月 7 日の時点で 2014 年の共同研究採択状況データが利用可能であった国立

単独拠点 21 大学 31 拠点 31 施設分のデータを対象とする（ ８ ）。  

また、これら 31 施設のうち 2011 年度までさかのぼっての研究課題一覧の収

集が可能であったのは 19 大学 24 施設であり、共同研究件数は 5 ,568 件であっ

た。これに 2012 年度まで研究課題一覧の収集が可能であった３大学３施設 803

件分のデータを必要に応じて加えて分析を行った。  

 

第２項  部会ごとの分析  

国立大学附置研究所・センター長会議では、所属する研究組織を３つの部会

に分けている。第１部会は理工学系（ 49 施設）、第２部会は医学・生物学系（ 34

施設）、第３部会は人文・社会科学系（ 14 施設）である。 2013 年に行われた共

同利用・共同研究拠点の中間評価、2015 年の期末評価もこの部会を踏襲してお

り、第１部会・第２部会をそれぞれ２グループに分割して、５つのグループで

評価が行われた。採択数は、理工学系が最も多く、１機関あたりの採択数、外

国機関数ともに最も多かった。人文・社会科学系は、データの入手が可能で分

析対象となった拠点が少なかったことから断定はできないものの、採択数、外

国機関との連携数は相対的に少なかった。  
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表８  採択数集計（部会別）  

 
分 析  

対 象  

施 設 数  

採 択 数

合 計  
[ 1 拠 点  

 あ た り ]  

う ち  

学 内  

連 携  

う ち  

外 国  

機 関 数  

第 １ 部 会  
（ 理 工 学 系 ）  

13 1447 
[ 1 1 1 . 3 1 ]  

199
（ 1 3 . 8％ ） 

33 
（ 2 . 3％ ）  

第 ２ 部 会  
（ 医 学 ・ 生 物 学 系 ）  

16 675 
[ 4 2 . 1 8 ]  

76
（ 1 1 . 3％ ） 

10 
（ 1 . 5％ ）  

第 ３ 部 会  
（ 人 文 ・ 社 会 科 学 系 ）  

2 12 
[ 6 . 0 0 ]  

0 
（ 0％ ）  

0 
（ 0％ ）  

 

 

第３項  大学ごとの分析  

複数の研究所を設置する大学では共同研究数が大きく、１拠点あたりの件数

も大きい傾向があるといえる。  

 

表９  研究採択数集計（大学別）  

大 学 名  分 析  

対 象 数  

研 究  

採 択 数 合 計  

１ 拠 点  

あ た り  
 

う ち  

学 内  

連 携  

う  ち  

外  国  

機関数  

京都大学  6 480 80 92 6 

大阪大学  2 212 106 27 10 

長崎大学  2 71 35.5 17 5 

東京大学  2 173 86.5 48 0 

東北大学  2 207 103.5 44 13 

北海道大学 2 485 242.5 11 5 

一橋大学  1 5 5 0 0 

岡山大学  1 55 55 1 0 

金沢大学  1 54 54 6 0 

九州大学  1 7 7 0 1 

熊本大学  1 26 26 0 0 

群馬大学  1 27 27 9 0 

高知大学  1 57 57 0 0 

佐賀大学  1 24 24 6 1 
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新潟大学  1 45 45 0 0 

千葉大学  1 23 23 4 0 

筑波大学  1 32 32 0 0 

鳥取大学  1 55 55 8 0 

東京医科歯科大学 1 49 49 1 0 

富山大学  1 20 20 1 2 

名古屋大学 1 27 27 0 0 

総計  31 2134 68.8 275 43 

 

第４項  予算・人員数による分析  

得られた採択課題数と 2010 会計年度の経常費決算額、2012 年度の人員数（ ９ ）

との結合を行った結果、分析が可能であったのは、 21 施設 1663 件であった。

縦軸をテニュア教員数、横軸を採択課題数として、散布図を作成すると図 10

のようになった。また、横軸を採択数、縦軸を予算（百万円）として作成した

散布図が図 11 である。予算・人員ともに外れ値が存在し、それらの分布は比較

的類似している。  

 

 

図 10 人員・採択数散布図       図 11 予算・採択数散布図  

 

第５項  中間評価との関係  

結合により分析可能であった 21 施設の内訳は、Ｓ評価５（ 23％）、Ａ評価 14

（ 66％）、Ｂ評価１（ 4％）、Ｃ評価１（ 4％）である。中間評価全体での評価結
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果は、Ｓ評価から順に 24％、 62％、 12％、 1％なので、Ａ評価が多く、Ｂ評価

が少ない分布となっている。全数を調査したものでないため限界はあるが、評

価が高い研究所のほうがより多くの研究課題を採択しているわけではない。  

 

表 10 採択数集計（中間評価別）  

評 価

結 果  

分 析  

対 象

数  

研 究  

採 択

数  

１ 拠

点 あ

た り  

う ち  

学 内  

連 携  

う ち  

外 国

機 関

数  

Ｓ  5 437 87.4 56 0 

Ａ  14 991 70.78 77 21 

Ｂ  1 215 215 59 0 

Ｃ  1 20 20 1 2 

総 計  21 1663 79.19 193 23 

 

第６項  共同研究先の分布  

Google API を用いて２点間の直線距離が取得可能であった 31 施設 1487 件の

共同研究について集計を行い、図 12 に平均値を示した。データ収集の制約上、

海外機関等の一部を除外している（ １ ０ ）。  

その結果、北海道・九州に立地する研究所の共同研究先の距離が大きな値を

示す傾向が見られた。これらの拠点が研究者の集積地から地理的に離れている

ことを反映していると考えられる。このことから、これら拠点においては距離

の障壁を超えた研究交流が活発に行われていることが示唆される。  
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図 12 共同研究相手先との距離の平均（機関別）  

 

第７項  年度による変化の傾向  

４年間のデータを分析可能であったのは、19 大学 24 施設 5568 件のデータで

あり、総数は年度を重ねるごとに増加している。また、2011 年度のデータのみ

欠損している３大学３施設を加えたデータにおいても同様の傾向がみられる。  

表 11 採択数の推移  

 2011 2012 2013 2014 総 計  

24 施 設  1242 1356 1440 1530 5568 

27 施 設   1601 1711 1817 5129 

2012 年度を基準として指数化した図を図 13 に示す。 2014 年度の値は、最大
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で 2 .875（千葉大学真菌医学センター）、最小で 0 .583（京都大学経済研究所）で

あった。  

 

図 13 共同研究件数の推移（ 2012 年度＝ 1）  

 

第８項  中間評価を受けての変化  

2013 年度に行われた中間評価において、評価別に集計を行った。その結果、Ｓ

評価やＡ評価を受けた研究所の共同研究の伸びがまちまちであるのに対し、Ｂ ,

Ｃ評価を受けた施設は、図 14 に示すように 2014 年度の採択数を前年度より増

加させていた。これらのことから、特に低い評価を受けた施設について中間評

価が、採択戦略を変化させる契機となっている可能性を示唆することができる。 
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図 14 共同研究採択数の推移（Ｂ ,Ｃ評価）  

 

 

第９項  期末評価への反映状況  

前項に挙げた中間評価で低い評価を受けた拠点においては、いずれの研究所

も、「中間評価のフォローアップ状況」において、中間評価での指摘事項に対応

している点が触れられている。  

特に、中間評価より高いＡ評価を獲得した千葉大学真菌医学研究センターに

ついては、「我が国を代表する研究者、卓越した若手研究者を招へいするととも

に、共同利用・共同研究に必要な実験施設や研究環境の整備を行い、中核的研

究施設としての体制を整えている点が評価できる。」（文部科学省 2015a :10）と

述べられており、研究者招聘を通した共同研究の改善が評価に影響を与えてい

ることを指摘できる。  

また、中間評価のＣ評価から期末評価でＢ評価へ評価を上げた富山大学和漢

医薬学総合研究所については、「拠点としての適格性」の中で「共同研究に必要

な資料は整備されているが、大学院生、若手研究者、外国人研究者の受け入れ

人数が少ない」（文部科学省 2015a :18）点が問題とされ、共同研究の運用面の課

題が指摘された。  

さらに、期末評価においても中間評価に引き続きＢ評価となった佐賀大学海

洋エネルギー研究センター、名古屋大学地球水循環研究センターは、それぞれ

「小規模な組織ながらユニークな設備を充実させ共同利用に供している」（文部
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科学省 2015b :26）、「共同利用研究者に対するサービス・運営については一定の

評価ができる」（文部科学省 2015c :24）とし、共同研究の条件整備面で一定の評

価をしつつも「科研費等を積極的に獲得するとともに、（中略）アジア以外にも

研究活動を展開するなど国際性を高めるための方策を具体化する必要がある」

（文部科学省 2015b :26）、「データベースの利用状況には不十分な点がある」（文

部科学省 2015c :24）等、共同研究の運用面での課題が述べられている（ １ １ ）。  

これら期末評価の記述により、前項に挙げた中間評価が、実際にこれら拠点

の共同研究体制を見直す契機となったことがうかがえ、共同研究の件数の増加

が研究所の方針転換と連動したものであることを裏付けることができるだろう。

すなわち、国の評価により「権威」が行使され、「信念」が変容していることが

傍証される。  

次節では本節で分析した期末評価を受けて行われた改組や認定更新の状況を

分析する。その中で、評価のサイクルを踏まえて「仕事」「信念」「権威」の状

況を再検討する。  

 

第４節  共同利用・共同研究拠点改組の動向  

第１項  共同利用・共同研究拠点の採択状況  

(1 )  2015 年までの拠点の継続状況  

2016 年度からの認定では、旧来の共同利用・共同研究拠点のうち認定が継続

されなかった研究所が３つ存在した。  

 

・海洋生物学研究共同推進拠点（筑波大学下田臨海実験センター、東京大学

海洋基礎生物学研究推進センター）  

・アジア研究・情報開発拠点（東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報

センター）  

・和漢薬の科学基盤形成拠点（富山大学和漢医薬学総合研究所）  

 

これらの組織は 2015 年度の期末評価で B 評価となっていた拠点であった。  

その他 B 評価であった拠点の動向については次のとおりである。理工学系（大

型設備利用型）に分類される研究所を除き、継続にあたって統合や名称変更が
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行われている。  

 

・複合原子力科学拠点（京都大学原子炉実験所）  

2016 年以降も継続認定  

・海洋エネルギー創成と応用の先導的共同研究拠点（佐賀大学海洋エネルギ

ー研究センター）  

2016 年以降も継続認定  

・地球水循環研究拠点（名古屋大学地球水循環研究センター）  

2015 年 10 月に太陽地球環境研究所と統合し、宇宙地球環境研究所として

拠点認定  

・イメージングデバイス研究拠点（静岡大学電子工学研究所）  

2016 年からは東京医科歯科大学生体材料工学研究所など４研究所による

ネットワーク型拠点「生体医歯工学共同研究拠点」として認定  

・酵素学研究拠点（徳島大学疾患酵素学研究センター）  

2016 年 4 月から複数の研究施設の統合により先端酵素学研究所として改組

のうえ拠点認定  

 

(2 )  2016 年度から新たに拠点となったもの  

単独拠点では、「越境汚染に伴う環境変動に関する国際共同研究拠点」として

金沢大学環日本海域環境研究センターが、化学汚染・沿岸環境研究拠点として

愛媛大学沿岸環境科学研究センターが新たに拠点となっている。また、名古屋

大学エコトピア科学研究所などを母体に 2015 年 10 月に発足した未来材料・シ

ステム研究所が「革新的省エネルギーのための材料とシステム研究拠点」とし

て新たに認定された。このほかに、東京大学物性研究所が研究分野と拠点名を

変更して新規に拠点認定を受けている。  

ネットワーク型拠点では、東京医科歯科大学生体材料研究所、広島大学ナノ

デバイス・バイオ融合科学研究所、東京工業大学未来産業技術研究所、静岡大

学電子工学研究所からなる「生体医歯工学共同研究拠点」が新たに認定された。

また、北海道大学北極域研究センターが大学共同利用機関を連携施設として「北

極域研究共同推進拠点」の認定を受けた。なお、従来広島大学原爆放射線医科
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学研究所の単独拠点であった「放射線災害・医科学研究拠点」はネットワーク

型となり、長崎大学原爆後障害医療研究所、福島県立医科大学ふくしま国際医

療科学研究センターが加わった。  

法人化以後に国立大学附置研究所・センター長会議に加入した研究所などが

新たに拠点認定を受けているのが特徴的である。また、「共同利用・共同研究体

制」のもとで大学共同利用機関を連携施設とするネットワーク拠点が実際に認

定されたことも新たな動向といえる。  

 

(3 )その他の再編  

京都大学では、 2016 年 10 月にウイルス・再生医科学研究所が発足した。共

同利用・共同研究拠点の認定を受けた旧来からの附置研究所である２組織間の

統合であり、組織再編の新たな展開といえるだろう。  

 

第２項  人員数・予算  

共同利用・共同研究拠点の人員数を職位別に集計したものを表１に示した。

「拠点以外の附置研究所・研究施設」は国立大学附置研究所・センター長会議

に加入している組織のうち拠点認定を受けていないものが集計されている。  

表 12 の集計を基準に『大学研究所要覧』及び過去の文部科学省調査データよ

り同一の旧政令施設を抜き出し、職階別の積み上げグラフとしたものが図 15

である（ ３ ）。共同利用・共同研究拠点とそれ以外の区分は 2016 年度以降の拠点

認定結果による。過去の集計年度はその時点での共同利用・共同研究拠点の認

定状況に関わらず分類のうえ集計を行ったものである。改組を行った組織の過

去の年度の集計は改組前の旧政令施設を集計に含め、主たる集計対象の数をそ

ろえた。図３によれば 2016 年の人員は 2012 年に比べ人員は増加している。た

だし、組織改組で統合された組織の人数が新たにカウントされるようになるこ

とや、2016 年調査では非常勤の人数が含まれていることにも留意する必要があ

る。  

 

81



 

 

 
図 15 設置類型別人員数（旧政令施設）  

 

 

データが遡って入手できる旧政令施設について、類型別に運営費交付金決算

額の集計を行い図 16 に示した。共同利用・共同研究拠点の認定の有無にかかわ

らず、法人化以前よりも運営費交付金の全体額が減少していることが読み取れ

る。特に著しいのは物件費の減少である。データソースが異なるため単純比較

はできないが、全体として経費は増加ないし横ばいであることから、旧政令施

設以外の研究所等への予算配分や運営費交付金以外の資金源の増加が考えられ

る。  
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表 12 共同利用・共同研究拠点の職位別人員数（基準日： 2016 年 5 月 1 日）  
   教 員 数   
  合 計  教 授  准 教 授  講 師  助 教  助 手  

旧 政 令 施 設  50 3,276 945 770 354 1,186 21 3,188 

旧 省 令 施 設  38 1,031 392 284 52 296 7 845 

そ の 他  5 73 27 26 2 18 0 59 

小 計  93 4,380 1,364 1,080 408 1,500 28 4,092 

旧 政 令 施 設  8 591 194 132 49 203 13 585 

旧 省 令 施 設  6 125 58 39 8 17 3 56 

そ の 他  3 150 57 31 11 48 3 109 

小 計  17 866 309 202 68 268 19 750 

合 計  110 5,246 1,673 1,282 476 1,768 47 4,842 
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図 16 類型別運営費交付金決算額（旧政令施設）  

 

 

大学の財務諸表において、共同利用・共同研究拠点または附置研究所セグメ

ントの情報を開示している大学は 10 大学存在した。ただし、共通経費の計上方

法が法人間で異なっているなど、相互比較することが困難であった。このため、

附置研究所セクターの収支がほぼ均衡している５大学７研究所を合算し、

2011・ 2015 会計年度の比較を行ったのが図 17 である。その結果、期間を通し

て受託研究費が伸びており、基盤的経費および決算額が減少していることが読

み取れ、これまでの結果とも符合する。  
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図 17 共同利用・共同研究拠点のセグメント情報の比較（５大学）  

[ 千 円 ]  
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図 18 研究所業務費用の大学全体に対する割合  

 

 

図 19 研究所業務費用の割合の推移（ 2011 年＝ 1）  

 

図 18 では、附置研究所の業務費用が大学全体の業務費用に占める割合を、図

19 では 2011 年度を１とした場合の５年間の変遷を示した。図 18・19 では拠点

認定が 2015 年度で終了した富山大学のデータも点線で加えてある。共同利用・

共同研究拠点の期末評価がＳ評価であった金沢大学が増加傾向にあるのを除け

ば、全体として横ばいまたは逓減傾向にあることが読み取れる。なお、富山大

学の期末評価はＢ評価、その他の組織はＡ評価であった。研究成果、学内外で

の資金の獲得、拠点の活動評価が連動して好循環を生み出す組織がある一方で、

循環が負の方向に作用する組織が生まれていることになる。このことから、国

による政策のセットが組織の活動を変化させる要因となっていると考えられ、

システムに根ざす「権威」が働いているといえる。  
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第５節  小括  

附置研究所・研究施設のパフォーマンスの分析からは、新たに設置される研

究所・研究施設の論文生産数の伸びと、その他の研究所の逓減傾向が読み取れ

た。共同利用・共同研究拠点の制度の評価においても大規模な研究所や「理工

系（大型設備利用型）」に分類される研究所などが高い評価を受けやすいことが

示唆された。予算を活用して学外サービスを充実させ、そこから成果を得るこ

とをミッションとして正当化できる組織と、それが困難な組織の間で分化が生

じつつある。拠点認定が更新されない場合、それまで国と法人の二つの「権威」

の間で独自の「仕事」や「信念」を守ってきた附置研究所・研究施設の活動の

根拠が失われ、淘汰の圧力が加わることになる。次章では、共同利用・共同研

究拠点でない比較的小規模な研究施設の事例をもとに、学内での政治的過程や

投資の帰結を分析することとしたい。  

 

付表  分析対象研究所と分析の種類  
研 究 所 名  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ  
北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
北 海 道 大 学 電 子 科 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
筑 波 大 学 遺 伝 子 実 験 セ ン タ ー  ○   ○  ○  ○  
群 馬 大 学 生 体 調 節 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
千 葉 大 学 真 菌 医 学研 究 セ ンタ ー  ○   ○  ○  ○  
東 京 大 学 医 科 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
東 京 大 学 宇 宙 線 研 究 所  ○  ○  ○   ○  
東京医科歯科大学難治疾患研究所  ○  ○  ○  ○  ○  
一 橋 大 学 経 済 研 究 所  ○  ○    ○  
新 潟 大 学 脳 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
富 山 大 学 和 漢 医 薬学 総 合 研究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
金 沢 大 学 が ん 進 展 制 御 研 究 所  ○  ○    ○  
名 古 屋 大 学 地 球 水 循 環 研 究 セ ン タ ー  ○   ○  ○  ○  
京 都 大 学 化 学 研 究 所  ○  ○  ○   ○  
京 都 大 学 再 生 医 科 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
京都大学エネルギー理工学研究所  ○  ○  ○  ○  ○  
京 都 大 学 経 済 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
京 都 大 学 原 子 炉 実 験 所  ○  ○    ○  
京 都 大 学 野 生 動 物研 究 セ ンタ ー  ○   ○   ○  
大 阪 大 学 蛋 白 質 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
大 阪 大 学 レ ー ザ ー エ ネ ル ギ ー 学 研 究 セ ン タ ー  ○   ○  ○  ○  
鳥 取 大 学 乾 燥 地 研 究 セ ン タ ー  ○   ○  ○  ○  
岡 山 大 学 資 源 植 物 科 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
高 知 大 学 海 洋 コ ア 総 合 研 究 セ ン タ ー  ○   ○  ○  ○  
九 州 大 学 マ ス ・ フ ォ ア ・ イ ン ダ ス ト リ 研 究 所  ○   ○  ○   
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佐 賀 大 学 海 洋 エ ネ ル ギ ー 研 究 セ ン タ ー  ○   ○  ○  ○  
長 崎 大 学 熱 帯 医 学 研 究 所  ○  ○    ○  
長 崎 大 学 原 爆 後 障害 医 療 研究 所  ○   ○  ○  ○  
熊 本 大 学 発 生 医 学 研 究 所  ○  ○  ○  ○  ○  
総 計  3 1  2 1  2 7  2 4  3 0  
分 析 Ａ ： 2 0 1 4 年 度 の 共 同 研 究 デ ー タ  (表 ８ ・ ９ ,図 1 2 )  
分 析 Ｂ ： 予算・人員分析、中間評価別採択数（表 10,図 10･11）  
分 析 Ｃ ： 2 0 1 2 年 度 ま で の 共 同 研 究 デ ー タ （表 11,図 12・ 13）  
分 析 Ｄ ： 2 0 11 年 度 ま で の 共 同 研 究 デ ー タ （ 表 11）  
分 析 Ｅ ： 中 間 評 価 デ ー タ （ 図 1 4）  
 

 

 

注  
 
（１ ） ここでの分析は 2014 年の状況に合わせ、「国立大学附置研究所・センター長会

議」に加盟する研究所(2014 年時)に九州大学マス・フォア・インダストリ研究所を

合わせた 65 研究所と附置研究所とした。ここでの「論文」とは、SCOPUS にて Article

として収録されている文献を指す。論文数は、著者所属欄を用いて研究所が附置さ

れている大学固有 ID と組織名称の AND 検索を行った際のヒット数である。 

（２ ） 共著者が多い論文では、著者の全員が附置研究所と無関係であっても附置研究

所の組織名称に使われている単語が偶然に揃うことがあり、検索結果に混入する場

合がある。Web of Science でも類似の調査を行ったが、組織固有 ID による検索が

可能な SCOPUS のほうが誤抽出を低減できると考えられたため、SCOPUS の結果を示

すこととした。九州大学にて 2014年 1月 29日に行った分析の結果を掲載している。 

（３ ） 共著論文を複数回カウントすることを防ぐため、複数の組織を同時に集計する

際は、検索式同士を OR で連結して検索した。これにより、複数の附置研究所が関

わる共著論文は 1 とカウントされている。ただし、集計単位をまたいで書かれた論

文は複数回カウントされるため、全体の集計で得られた値と内訳を合算した値は一

致しない。 

（４ ） ただし、論文数の変動は全体の数%程度であり必ずしも大きな値とは言えない。

また、SCOPUS による分析は、人文・社会科学系の研究成果をはじめ、附置研究所の

研究活動をすべて網羅するものではない点に留意が必要である。 

（５ ）  この集計からは、ネットワーク型拠点３拠点を除いている。 

（６ ） データは前章注 2 に挙げたものと同一である。 

（７ ） 前節と同様、本集計からは、ネットワーク型拠点３拠点を除いている。 
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（８ ） データの収集には各拠点のホームページを利用した。何らかの形で共同利用・

共同研究状況の一覧を公開していたのは 26 大学 47 施設であったが、古いデータの

みの公開となっているもの、スキャンデータなどにより即時利用可能でないものが

5 大学 16 施設分あり、これらのデータは除外した。データの収集には各拠点のホー

ムページを利用した。何らかの形で共同利用・共同研究状況の一覧を公開していた

のは 26 大学 47 施設であったが、古いデータのみの公開となっているもの、スキャ

ンデータなどにより即時利用可能でないものが 5 大学 16 施設分あり、これらのデ

ータは除外した。各拠点で分類ごとに採択が行われている場合は、一般募集、自由

課題等に類する区分のものを抽出した。このほかに、研究集会実施枠、東日本大震

災被災者支援枠等の区分があり、これらは研究所間の関係性を代表しているとは言

い難いこと、また継続して募集されているものでないことから除外した。その結果、

分析対象となった共同研究課題は 2134 件であった。 

（９ ） データは前章注 2 に挙げたものと同一である。 

（１ ０ ） データ収集は、2015 年 10 月 21 日にインターネットサイト「【R1web】地図上

の距離計測 v4」（http://r1web.realwork.jp/index_e x.html，最終アクセス日：2017

年 6 月 11 日）を経由して Google Maps API を利用して行った。当該サイトの検索

窓に本研究で用いたデータベースに出現する組織名をすべて入力し、２点間の直線

距離(m)を収集した。住所の自動取得に失敗した組織については手入力で補ったが、

複数の事業所があって所在地の特定が困難な組織、海外の住所がヒットした組織に

ついては除外して集計した。 

（１ １ ） なお、本章では分析対象としなかったが、中間評価から期末評価にかけ、評価

が下がる方向で変動した拠点にはＡ評価からＢ評価となった徳島大学疾患酵素学

研究センターがあり、主としてミッションに合致した研究成果が求められている

（文部科学省 2015c:30）。 
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第４章  大学附置研究所・研究施設再編にみるガバナンス  

 

本章では、附置研究所・研究施設の再編とその際に生起したガバナンス過程

の事例を分析する。前章に挙げた共同利用・共同研究拠点とは異なり、法人化

で設置しやすくなった学内措置に基づく研究センターを対象とする。  

この分析は、制度変更で新たに生じた組織がどのような処遇をうけているか

を「仕事」「信念」「権威」の側面から明らかにするとともに、２章で取り扱っ

たように法人化で新たに生起した大学法人という経営体の意思決定の範囲を明

らかにすることにもつながる。  

事例については第２章で述べた筆者による全国調査を踏まえながら抽出し、

A 大学は 2012 年 5 月、 B 大学は 2012 年 3 月に訪問し、半構造化インタビュー

の手法により情報収集を行った。インタビュー対象は、各大学で企画・研究支

援等に従事し、実際にセンター設置改廃業務に関わっている大学職員（ A・ B

大学事例）及び教員、執行部役員（A 大学事例）である。  

 

 

第１節  学長裁量による組織再編事例（１）  

以降の節では、大学の判断で新設組織を廃止した事例を第２章で行った全国

調査により抽出し、関係者への聞き取り調査に協力を得られた大学の事例をも

とに、組織変容の実態について考察することとしたい。  

 

第１項  大学・研究施設の概要  

事例として取り上げた A 大学は、学生数約１万８千人の国立大学であり、ア

ジアとの研究交流を大学戦略の重点項目の一つにしていた。この大学において

は、法人化により拡大する予算上の裁量を活用して人件費を捻出し、それらを

新設の研究センターに割り当てる案が浮上し、法人化の翌年に５つのセンター

が設置された。事例センターは、大学戦略の重点分野に掲げられながらも、学

内に専門の研究者が在籍しないアジア研究の領域で新規に研究拠点を形成する

というトップマネジメントの意向を反映して設置されたものである。  

事例センターの教員は、５名の専任教員、８名の複担教員と兼担のセンター
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長で構成された。センターに関するマネジメントの中核は、国際交流担当理事

であった。  

 

第２項  研究施設の設置改廃過程  

センターの設置計画を立案したのは、国際交流担当理事、外国研究を行う教

員、留学生関連部門の教員など、センターの活動分野とは大きく異なる専門分

野の教員であった。事例センターの当初の設置構想は、「アジアの若者文化など

に焦点を当て」た研究を推進するセンターであったが（西日本新聞  X 年）、構

想の具体化の段階で「「A 大学に行けばアジアが見える」と言わしめるような

社会的にも大きな影響力の発揮できるセンター」（A 大学内部資料 a X+1 年）

が要請され、特にトップマネジメントが重視したのが政策提言機能であった。

これを受けてセンターの名称および活動計画に政策提言に関する内容が挿入さ

れたが、トップマネジメントには活動内容の構想が不十分ととらえられ、議案

が１度で承認されることが多い全学委員会で３回の審議が行われる異例の事態

となった。この過程を経て政策提言が活動の中核に据えられていった。  

教員のインタビューによれば、センター企画関係者たちの間では、設置計画

書の書き換えはあくまで書面レベルでの変更であり、実際の活動は人事などを

通して柔軟に変更できるものと考えられていた。このため設置承認直後から複

数回にわたって計画変更が実施され、トップマネジメントには全学委員会決定

を軽視する行為と受けとめられた（A 大学内部資料 b X+1 年）。その結果、組

織変更議案の一部は不承認となり、センターの活動に悪影響を及ぼした。この

計画変更で広がった不信感から、事例センターの専任教員が学内で孤立するこ

ととなった。また、センター教員の着任も遅れ、計画されていた教員ポストが

すべて機能するようになったのは設置から１年以上経過したのちであった。専

任教員は「具体的にどんなテーマで、他の学部の教員を巻き込んで学際的国際

的共同研究を行うか、という現実問題に直面すると、全員はたと考え込んでし

まった」と振り返っている。  

結果として、設置当初のセンターの活動は、学内アジア研究のとりまとめや

公開講座の運営などを主体とするものとなった。そのうえ、その内容の多くが

センター設置以前の教員各々の活動から生じたものだった。センター設置の効
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果を研究面に生かせず、設置後２年間での外部資金獲得は１件にとどまった。  

センターに対する厳しい評価を受け、X+3 年度以降、センターの活動は専任

教員を主体とする二つの活動に再構築された。一つ目の活動は、日中韓の研究

者を集めての国際学術会議である。国境を越えた課題に対する研究交流の実績

は、センターの活動を支えるネットワークとなった。二つ目の活動は、学内の

競争的資金を得てはじめられた国際労働力移動の研究である。これは学内外の

ネットワークを活用して、東南アジア諸国からの看護師、介護福祉士の受け入

れを学際的に研究するものであった。学長裁量経費をもとにした研究助成の総

括評価において、この研究は学内トップクラスの評価を獲得し、その後も学外

の研究資金を得て継続された。  

これら二つの活動を軸として、翌年の X+4 年度にかけて研究成果や活動実績

が増加した。最終年度の X+5 年度には外部資金の新規獲得額が６件約 3000 万

円へと飛躍的に伸びた。  

X+3 年５月、センターは「現在までの成果」、「実施計画と進捗状況」、「部局

の再編素案等」、「競争的資金等獲得状況」という４つの特別な観点から評価さ

れた。学長や執行部の交代を控え、この評価は、最高評価であっても投入され

た教員の半数を返還しなければならないように設定された。事例センターと同

一方式で設置された５センターの合計 28 名分の雇用が、各部局の予算不足、人

事の凍結といった事象に結びついたこともあり、「奇数の教員の半数をどのよう

に定義するか」といった基本的な事項を当日に検討するなど（A 大学内部資料  

X+3 年）、定員の縮小または廃止を前提とした厳しい評価が慌ただしく準備さ

れた（ １ ）。  

前述のように、センターの成果が具体的な数値にあらわれるようになったの

は、設置最終年度に近い時期のことであり、この時点での評価では目立った成

果を示すことができなかった。このため、事例センターに対する評価は、対象

組織の中で最下位となり、センターの廃止が決定された。最終年度、大型資金

獲得内定などで成果が上がっていることを受けて副学長がセンターの復活を打

診したが認められなかった。このため、事例センターの廃止という決定は覆ら

ず、任期切れとなった５名の専任教員は、学部教員として採用された１名を除

いて再雇用されなかった。  
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その後、当該大学では同一方式でのセンター設置は行われなくなり、新設組

織は大型外部資金等を原資とするものとなった。また、事例センターの廃止後

にはポイント制度の運用も見直され、各部局から人事ポイントの１％を毎年拠

出し、各部局の改革構想に応じて分配することが公式に定められた（ ２ ）。  

さらに、これと相前後して中期目標期間の５年目に教育研究組織の点検・評

価を行い、その評価結果に基づいた組織改編を 10 年以内に完了させる制度が導

入された。実際にこの制度に基づいて減員を行った組織も出現している。  

このような取り組みにより、学内組織のスクラップに基づいて執行部が流動

的に配置できる人員が一定数確保され、それらを外部資金獲得や大学改革のた

めに追加配分するシステムが構築されている。  

 

 

第２節  学長裁量による組織再編事例（２）  

第１項  大学・研究施設の概要  

B 大学は、約 7000 名の学生が在学する地方国立大学（附属病院有）である。

2004 年の法人化を控え、学長の発案によりセンターの立ち上げが決定され、セ

ンターの設置が法人化に際して行われた記念式典でのスピーチで発表された

（小島 2005）。同年、プリオン病に関する文部科学省の委託研究が採択される

見通しであり、この分野に関連したセンターを立ち上げることとなった。  

 

第２項  研究施設の設置改廃過程  

施設の設置と並行して、教員人事へのポイント制の導入、事務局長ポストの

廃止などのマネジメント面の改革が行われた。これにより、学長を中心とした

マネジメント体制が強化され、重点投資が可能な組織が形成された。この体制

のもと、特色となる分野に新設した 2 つのセンターに対し、教員 2 名分の雇用

とプロジェクト遂行に関する研究費の一部が支援された。  

B 大学のポイント制では、部局に先にポイントが配分され、ポイントの端数

及び後任者未定期間の人件費等の配置を学長裁量とするものであり、流動的に

配置できる教員数はセンターに配置された 2 名分に限られていた（ ３ ）。  

センター設置後は、学術研究担当理事のもとで連絡会を 2 か月に 1 回程度開
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催し、活動状況のモニタリングが行われた。また、研究成果報告書が年に１回

発行され、研究業績の公表と確認が実施された。  

その後、2010 年にはセンターが獲得していた資金の残存期間が 1 年を切った。

このことから資金終了後の存続の可否や組織体制について連絡会での検討が開

始され、約 5 か月間をかけて、資金終了後の存続や人員・機材等の配置転換の

可能性などについて審議が行われた。その結果、センターの活動終了について

の合意形成が図られ、資金の終了とともにセンターは廃止された。  

センターに所属していた専任教員は配置転換により学内にとどまった。設備

については学内他組織に引き継がれ、学内共同利用に供された。その後、 B 大

学では外部資金によるセンターが複数設置され運用されているが、事例センタ

ーと同じく資金の終了とともに廃止されている（ ４ ）。  

 

 

第３節  小括  

事例で取り上げた A 大学、B 大学は、トップダウンが比較的強い土壌があり、

研究施設への投資が学長の意向で決定された面が大きい。ただし、A 大学では、

実績の全くない分野に新しい拠点を作ろうとしたのに対し、 B 大学では実績を

上げつつある分野に追加投資を行う形での拠点形成であった。A 大学でのセン

ターの立ち上げは、セクションの「信念」の構築に時間を要し、それが実績を

上げるという組織のミッションの遂行にマイナスの影響を及ぼした。  

また、法人化直後の教員雇用人数の増加は会計制度の変更による一時的なも

ので、その後の経常費削減により人件費のひっ迫がもたらされた。これにより

組織に求められる「仕事」はよりシビアにモニタリングされることになり、廃

止を含んだ「権威」の行使が検討されるに至った。学内教員の多数決の過程は

政治的となり、各方面で反発を生んだが、最終的には学長による意思決定とい

う形でこれを決着させたといえる。また、２章の全国調査で得られた結果と同

様であるが、法人化により新たに資源配分主体となった執行部は、異なる分野

間での優先度の比較や、必ずしも専門でない分野についての研究評価や投資判

断を迫られるようになった。A 大学のように内部で投資を行う場合、誰がどの

ようにその可否を判断するのかという課題が立ちあらわれることとなる。  
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B 大学では外部資金の配分・終了が学長による「権威」の裏付けとして機能

している。これにより学内での他分野との相対比較を行うことなく投資を進め

ることができ、関係者の合意形成は比較的円滑だったと考えられる。また、す

でに学内で外部資金を獲得できるレベルの活動が展開されていたことにより、

組織の「仕事」や「信念」は明確であった。しかし、 B 大学の方式だけでは既

に実績を上げている分野にのみ投資が集中することとなる。また、A 大学にお

いても外部資金に基づかない組織新設は行われなくなっており、その点では学

長や執行部による「権威」の行使は困難となっている。  

さらに本章で取り扱った事例に関して考察する限りでは、現行制度上、各大

学で可能な傾斜配分の規模および資源投入期間では、当該分野での事例大学の

位置付けを大きく変化させることはできなかった。長期にわたる投資を決定す

ることは将来にわたって意思決定を拘束することにつながる。資源が減少する

中で学長の裁量を確保するには、学長による投資判断は数年程度のスパンにと

どまらざるを得ない。ただし、前章までで取り上げた国の評価の全体動向とし

ても、比較的大規模な研究所の評価は総じて高い傾向がある反面、小規模な研

究施設では高い評価を得にくい傾向が読み取れる。萌芽的な研究のプラットフ

ォームとして学内措置による研究施設を位置けるためには、さらなる投資規模

の拡大と制度運用の改善が必要となるだろう。経常費の減少の中で、逆説的で

あるが予算権を持つ国の影響力は増大している。また、学長による「権威」の

行使は、外部資金などを根拠とする場合、国の決定に依存するものになりつつ

あるといえる。法人化で目指された各法人の発意に基づく取り組みの活性化や

自律性の確保による教育研究活動の振興とは異なる方向の改革が進んでいる。  

次章では、論文で明らかになったことを整理し、総括することとしたい。  

 

注  
 
（１ ） センターは設置時から時限付きであったが、時限到来後の扱いについては実際

よりも明るい見通しで構想されていた。予想よりも急激にひっ迫した人件費に合わ

せて廃止を前提とする評価が準備されたという見方もある。 

（２ ） これにより事例センターのような執行部提案に基づく組織の新設は困難となっ
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たが、各部局からの改革提案の審査や実施状況の評価などを通して執行部の意向が

反映される余地が残されている。 

（３ ） 調査の中ではこの仕組みのため、執行部の提案による組織の設置は行いにくい

構造があるという声も聞かれた（B 大学職員聞き取り、2012 年 3 月 24 日）。なお、

これを活用して事例センターに関連して実際に執行されたのは、専任教員の教授昇

任分のコストと任期付きの助教１名の雇用コストである。 

（４ ） 2010 年、2012 年、2013 年に各１施設が設置されているが、2015 年度末に 1 施

設、2016 年度末に 2 施設が廃止されている。また、B 大学では科学技術振興調整費

採択に伴い設置されたセンターも「プロジェクト研究センター」として同じ組織区

分で扱われている。こちらも資金の終了とともに 2015 年度末および 2016 年度末に

廃止された。 
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終  章   

 

第１節  本論文の成果  

本論文は、法人化に伴う制度変更が研究組織に与えた影響とその課題を実証

的に明らかにすることを目的として、制度・統計データ・事例の３側面から組

織変容の動態を分析した。  

研究の高度化・専門分野の制度化に伴い、様々な組織の設置が要請されるよ

うになってきた。国立大学法人化に伴い組織編制に関する法規定が緩やかなも

のとなったことで、柔軟な組織変更の余地が生まれ、附置研究所・研究施設の

存在感が増している。科学技術予算をはじめとするファンディングや企業研究

所の活動などが変化し、大学に求められる役割は増大してきた。他方で、国立

大学法人に対する運営費交付金は年々削減され、学内の各組織にスクラップ・

アンド・ビルドを迫るものとなっている。これらのバランスの上に大学の研究

機能が成立しており、その動きは複雑である。これらの動きを序章で整理する

とともに、第１章において附置研究所・研究施設に関する制度の変遷及び政策

過程を分析することで、「仕事」の場である研究組織（セクション）の成立と展

開、変容に至る経緯について明らかにした。その結果、 ( 1 )法人化前に試みられ

た附置研究所の再定義に対して関係者から反対意見が挙げられ、その後に政策

が転換されたこと、 ( 2 )旧来の附置研究所・研究施設及びその他の研究組織が制

度上同列のものとなり、原則として各大学にゆだねられたこと、 ( 3 )共同利用・

共同研究拠点制度により、国による設置根拠の保証と追加の予算措置が行われ

ることとなったが、それは評価の受容と一体となったものであることが明らか

となった。法人化以後の組織の新設・統合の動きは活発となったが、再編はす

べて同一学内で生じており、各大学への従属性が強まったことを示唆している。 

法人化で目指された自律性の付与は、共同利用・共同研究拠点制度の中で生

起した疑似市場のもとでの選抜という形で制度化された。科学技術政策等の変

化も相まってセクション全体としての人員や予算は拡大している。また、各法

人も弾力化された予算や組織編制を活用して独自の組織を設置することにより

個性化や拠点形成をめざした。このような中、各研究拠点は共同利用・共同研

究拠点制度や外部資金採択等を組織の後ろ盾として用いて、国と法人という双
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方の「権威」の間を渡り歩くというアプローチで組織の生き残りを図ろうとし

ていると考えられる。  

第２章では、前章に挙げた政策過程を踏まえ、法人化後の附置研究所・研究

施設の類型、設置数、人員数、収支等の変化を分析した。その結果、法人化後

の統合は同一大学の組織間で起こっており、附置研究所・研究施設の大学への

従属度が高まっていること、新設の研究所の人員・予算は増加しているが、旧

来の研究所の人員・予算は横ばいまたは減少傾向にあることを明らかにした。

また、独自に実施した学長アンケートの結果より、「特定の目的や研究課題のた

めに編成される、タスクフォース的な組織形態（学際的な研究を進めるセンタ

ー等）」を将来の組織形態として重視している学長が一定数存在し、それらは全

国的な視野というよりは執行部の意向に基づいて設置改廃されている傾向を明

らかにした。これらの分析は、附置研究所・研究施設の「仕事」に加え、これ

ら組織を取り巻く「信念」、「権威」についても示唆を与えるものであるといえ

る。  

第３章では、前章に挙げた附置研究所・研究施設の活動をパフォーマンスの

観点から検証した。これらの分析は前章に引き続き「仕事」、「信念」、「権威」

の分析に相当する。分析を通して、ミッションや成果を示しやすい組織とそう

でない状況に置かれている組織、学内に投資余力や評価対応ノウハウのある大

学とそうでない大学の間で格差が開きつつあり、研究生産は一部の大学へと再

び集中しつつあることが明らかとなった。また、共同利用・共同研究拠点の評

価を受けた附置研究所・研究施設の研究戦略の変化（採択件数の増加）につい

ても明らかになった。  

第４章では、比較的小規模な研究施設の再編に焦点を当て、制度変更で新た

に生じた組織がどのような処遇をうけているかを検証し、法人化で新たに生起

した大学法人の意思決定の範囲を考察した。その結果、法人により投入可能な

資源やそれを生み出す仕組みが異なること、設置・廃止の判断を行う主体やそ

の方法には課題があり、論文で取り上げた事例では、投資が当該分野で効果を

上げる量と期間に至らなかった点が明らかとなった。加えて、設置及び廃止の

意思決定過程において執行部の意向のみでなく、外部資金の状況など成果を根

拠とするよう変化しつつあることを明らかにした。  
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これらの分析を通して、従来の研究で断片的に取り扱われてきた法人化後の

附置研究所をめぐる政策過程を示すことができた。さらに、その影響を共同研

究採択課題や財務諸表等の新たなデータを用いて分析したことで、先行研究よ

りも精緻な分析を行うことができたと考える。  

附置研究所・研究施設を取り巻く制度は複雑な経過をたどっている。附置研

究所などの人員数、経費、論文生産数は全体としては増加したが、競争的資金

が比較的高い割合となっており、評価と報償のシステムにさらされる存在とな

っている。しかし、その内訳をみると、教員数と論文生産数に関しては、一部

の新設研究所によって担われているものであり、組織間の格差がみられる。  

さらに、法人制度の運用や運営費交付金の削減が進むにつれ、法人の自律性

の限界が徐々に明らかとなり、国の影響力が増してきている。国であれ法人で

あれ、投資の縮小は分野間での競争につながり、それをどのように決定するか

は課題である。  

また、年数の経過した研究施設や附置研究所の再編により、旧設置形態を超

えた制度運用が実質化しつつあるが、新たな分野がボトムアップにより学内措

置のセンターとして立ち上がり、その後確立していくプロセスが円滑に進んで

いるとはいいがたい。  

分析を通し、附置研究所・研究施設の拡大の中で「仕事」から成果を生み出

すという要求は増大しており、評価を通してさらに強化されるというメカニズ

ムの存在が示唆される。この中で、組織の「信念」も影響を受け、組織の維持

のために、国および法人という「権威」の間を渡り歩きながら生き残りを図っ

ている。また、資源減少の中で国のもつ「権威」が強まっていることが明らか

となった。  

 

第２節  本論文の課題  

大学ランキングが登場し、競争が激化する中で、研究大学の地位の向上と研

究志向は一段と強化されつつある（有本 2016 :328）。その中で、研究活動と教育

活動の分離が進行している可能性がある。本来、研究と教育は車の両輪のよう

に統合されて進められるべきものであるが、大学設置基準の大綱化から 2008

年の学士課程答申に至るまで「研究を担保した教育改革などは、改革の蚊帳の
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外に置き去りにされ」（有本 2016 :335）てきたという指摘もある。本研究も研究

機能のみに焦点を当てることによって、教育を考察の対象から外しており、両

者の統合やその意味まで分析することができなかった。このような分析を通し

て附置研究所・研究施設が大学の一部である意味についての考察を深める必要

があるだろう。  

本研究の分析は、いずれも附置研究所・研究施設全体を総体的に分析して得

られた知見にとどまっており、分野ごと、あるいは機関ごとの特性を踏まえた

データ収集と分析の余地が多分に残されている。ただし、この背景にはデータ

入手の困難性と各種調査結果の不整合の問題があり、附置研究所・研究施設が

官僚的な管理の一貫性・統一性を求める政策と学問に基づく柔軟な組織体制の

はざまにあることを図らずも示すものとなっている。数値による横断比較は、

統一的なデータを収集するという点で、官僚的な管理に近い分析手法といえ、

Clark の言う変動の中の矛盾する領域を必ずしも正確に分析するものではない。

これを乗り越える研究アプローチとして、下部構造に目を向けた手法、すなわ

ち分析対象組織所属者や評価当事者へのインタビュー、再編事例のさらなる蓄

積なども求められるだろう。  

本論文で示した研究所間の資源配分と研究生産のばらつき、研究拠点の再編

は、今後の複数大学の研究拠点の統合や、複数大学共同での設備投資などの流

れにつながる可能性がある。ダウンサイジングが叫ばれる昨今ではあるが、研

究生産を妨げるほどの予算削減や職務負担の増大は望ましいことではない。ま

た、仮に組織の維持が困難となった場合でも、廃止後の資源を単なる学内のス

クラップ・アンド・ビルドの原資とみるのではなく、蓄積されている資源や実

績を生かすための方策を考えることが必要であろう。現行の諸制度を所与のも

のとせず、様々な可能性を模索することを通し、法人化がもたらしたインパク

ト、さらに大学が科学研究に果たす役割を問い直すことがますます重要になる

と考えられる。また、新たな秩序のもとで生じた変化が学問の革新に寄与して

いるか否かが今後検証されるべき課題となるだろう。  
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アンケート調査票・集計結果 

 



1 

 

大学の教育研究組織についての調査 

 
このアンケートは、多様化する内部組織形態について特にセンターの設置状況に焦点を

当てて調査するものです。調査票はあくまで大まかな傾向を把握するためのものです。不

明な部分については、概数でご記入いただいたり、空欄のまま返送いただいても結構です。 
調査の分析および公表に際しては、データを統計的に処理し、ご回答いただいた方の個

人情報等が公表されないよう、細心の注意を払う所存ですのでご安心ください。回答は平

成 24年 2月 10日をめどに返送いただけましたら幸いです。 

なお、ご希望によりこの調査の結果をお返しいたします。調査結果をご希望の方は、末

尾の連絡先欄にご記入ください。合わせまして、本調査の一部は九州大学「平成２３年度

全学教育改善・実施経費」に基づく研究プロジェクト「コアセミナー（教育学部基礎セミ

ナー）の取組評価と改善方策の検討」の助成により行われており、本調査結果の一部を当

該プロジェクトの分析に供する旨、申し添えます。 
ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 
 

九州大学 平成２３年度全学教育改善・実施経費助成研究 
大学組織調査担当  金子研太（かねこけんた） 

 

〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎 6丁目 19-1 

九州大学大学院人間環境学府 教育法制論研究室 
電   話：092-642-3121（FAX 兼用） 

http://www.education.kyushu-u.ac.jp/~motokane/research2011/ 

 
問１ 貴大学の学部・研究科等の現在の組織体制の形態、今後の教育・研究活動にあたる

組織として検討が進められている組織形態について、該当するものすべてに○印を

付けてください。その他の形態については、⑧・⑨の記入欄をお使いください。 

 現在 今後 
①教育組織（学科・課程等）と研究組織（講座等）を分離し

て編成する形態（例：筑波大学の学系及び学群等） 
  

②教育組織を研究組織に基づいて編成する形態（学部・学

科・講座制） 
  

③教育組織を「学位を与える課程（プログラム）」に基づい

て編成する形態 
  

④特定の目的や研究課題のために編成される、タスクフォー

ス的な組織形態（学際的な研究を進めるセンター等） 
  

⑤学部または学科全体を通した大講座制   
⑥小講座制   
⑦部門制   
⑧その他（現在）（                            ） 
⑨その他（今後）（                            ） 
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2 

 

問２ 貴大学では、部局を超えた教育活動にどのように取り組んでいますか。①から⑥の

それぞれについて該当する番号に○印をつけてください。 

※このアンケートでの「部局」という用語は、主に学部や研究科を指します。 
 全学的

に行っ

ている 

一部の

部局で

行って

いる 

検討中

である 
予定は

ない 

①他学部・研究科の単位取得の認定 １ ２ ３ ４ 
②部局を超えた初年次教育の企画・実施 １ ２ ３ ４ 
③部局を超えた高年次科目の開講 １ ２ ３ ４ 
④他部局で教える学内併任教員の活用 １ ２ ３ ４ 
⑤副専攻の導入 １ ２ ３ ４ 
⑥部局を超えた協力を促進する全学的組織の設置 １ ２ ３ ４ 

 
 
問３ 貴大学では、部局等を超えた研究活動にどのように取り組んでいますか。①から④

のそれぞれについて該当する番号に○印をつけてください。 

 全学的

に行っ

ている 

部分的

に行っ

ている 

検討中

である 
予定は

ない 

①執行部の主導による企画の促進 １ ２ ３ ４ 
②連携・協力に基づくプロジェクトへの予算の配分 １ ２ ３ ４ 
③学内での評価活動における優遇措置 １ ２ ３ ４ 
④部局を超えた協力を促進する全学的組織の設置 １ ２ ３ ４ 

 
 
問４ 部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等を新たに設置する計画が第二期中期

計画に盛り込まれていますか。 
 

※このアンケートでの「センター等」という用語は、主に学内共同教育研究施

設、附置研究所などを指しますが、これに限定されることなく、学部・研究

科以外に組織される教育研究組織を指します。 
※「部局等を超えて学際的研究を進める研究センター等」とは、部局を超えた

研究活動を本務の一つとしているセンターを指します（例：九州大学未来化

学創造センター、山口大学時間学研究所）。以下の設問においても同様です。 
 

１．盛り込まれており、設置が実現した 
２．盛り込まれており、設置に向けて調整中である 
３．盛り込まれているが、設置に向けた具体的な動きはない 
４．盛り込まれていないが、設置に向けて調整中である 
５．盛り込まれていないうえ、設置に向けた具体的な動きもない 
６．その他（                              ） 
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3 

 

問５ 問２・３で挙げたもの以外に、貴大学で取り組まれている部局を超えた教育・研究

活動がありますか。その組織名またはプロジェクト名について、可能であれば簡単

な説明を添えてご記入ください。 

例）XXプロジェクト 
学長裁量経費をもとに、３部局合同での XXにまつわる学際研究に助成を行う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※取り組みが多数ある場合は、５個以内を目安に主なものを挙げてください。 

 
 

問６ 部局を超えた教育・研究活動における連携・協力を図るため、予算配分、評価の在

り方等で特別措置は設けられていますか。当てはまるものをすべてお答えください。 

 
１．継続性を重視した予算配分 
２．部局を超えた活動への予算の優先配当 
３．通常よりも長い事業見直し期限の設定 
４．他の組織よりも多い構成員による評価 
５．その他（                              ） 

 
 
問７ 部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等を設置するため、部局に配分せず、

大学全体（本部）で管理する教職員定員（あるいは人件費）がありますか。 

 
１．ほぼ十分にある 
２．十分でないがある 
３．現在ないが、今後設ける 
４．現在ないうえ、今後設ける予定がない 
５．その他（                              ） 
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4 

 

問８ 法人化以後に設置された部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等の名称と、

今後設置する予定があればご記入ください。 

①法人化以後に設置された研究センター等（設置年度を添えてご記入ください） 

センター等の名称 設置年度 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※問９～13の設問は、上記①欄のセンターの中で主なもの一つについてお答えいただきま

す。複数の事例がある場合は、以下の記入例のように、問９～13で想定して回答するセ

ンターに※印を付記していただけましたら幸いです。以下の例では、「A研究センター」

と「Bリサーチセンター」が設置されており、問９～13 は「Bリサーチセンター」を想定

して回答することを示しています。 

センター等の名称 設置年度 

A 研究センター 

B リサーチセンター ※ 

2005 

2007 

 

②今後設置予定のセンター等（構想段階のものも含めて構いません） 

 
 
 

 
問９ 問８で回答した部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等では、教員の任期制を

採用していますか。 
 

１．全面的に採用している 
２．助教など一部の職階に導入している 
３．今後採用する予定である 
４．任期制導入の予定はない 
５．その他（                              ） 

 
問 10 問８で回答した部局等を超えて学際的な研究を進めるセンター等の構成員数をお答

えください。       ※実人数は 2011年 10 月時点での人数をお答えください。 

 
 
 
 
 

 計画人数 実人数 （うちアカデミックキャリア外） 
専任教員 人 人 人 
兼担教員 人 人 人 
専任職員 人 人 人 

パート・事務補佐員 人 人 人 
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5 

 

問 11 問８で回答した部局等を超えて学際的な研究を進めるセンター等に、アカデミック

キャリア外からの人材が採用されていますか。 
 

※アカデミックキャリア外からの人材とは、前職が民間企業や団体職員、公務

員など、研究職以外であった人を指します。企業の研究所等で研究業務に携

わっていた人は含みません。 
 

１．該当する人材は採用されていない （問 13へお進みください） 
２．教員として採用されている 
３．職員として採用されている 
４．その他（                              ） 

 
 
問 12 問 11 に２から４を選択された場合、お答えいただいたアカデミックキャリア外から

の人材はどのような役割を期待されていますか。該当するものをすべて選択してく

ださい。 
 

※該当する人材が複数名採用されている場合は、その中で主要な役割を果たし

ている人についてお答えください。 
 

１．企業との連携・調整業務 
２．就職支援に関する業務 
３．地域貢献のための知識・技能等の提供 
４．国際連携のための知識・技能等の提供 
５．研究活動の遂行 
６．教育活動・学生支援に関する業務 

   ７．その他（                              ） 
 

 

問 13 問８で回答した部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等の活動の評価は、ど

のような構成員が行いますか。当てはまるものをすべて選択してください。 

 
１．学長 
２．理事・副学長 
３．研究推進委員など、学内異分野の教員 
４．センター運営委員 
５．学内の同一／近接分野の教員 
６．他大学に勤務する同一／近接分野の教員 
７．その他（                              ） 
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6 

 

問 14 部局等を超えて学際的な研究を進めるセンター等において、これまでに統合・改組・

廃止された事例はありますか。 

 
１．統合・改組・廃止事例はない （問 19へお進みください） 
２．統合事例がある 
３．改組事例がある 
４．廃止事例がある 
５．その他（                              ） 

 
問 15 問 14 に２から５と回答された場合、差し支えなければ、該当のセンター名をご回答

ください。その際、記入例のように改組／廃止の別と実施年度、理由（複数回答）

を下段の選択肢の記号でお書き添えいただけましたら幸いです。 
 

※次ページの設問では、下欄の事例の一つについて回答いただきます。複数の事例がある

場合は、問８と同じ要領で主要なものに※印を付記してください。その際、可能な限り

廃止・縮小事例の中からお選びいただけましたら幸いです。 
※記入欄が不足する場合、廃止・縮小事例に絞るか別の用紙を添えてください。 

センター等の名称 改組／廃止の別 廃止・改組年度 理由 
例） C研究センター ※ Ｄ 2010 １，２，４ 

D リサーチセンター Ａ 2011 ７ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

※記入例では、「C研究センター」が 2010年度に設置年限の満了と学内評価の結果、学長の判断によ

り廃止となり、「Dリサーチセンター」が 2011年度に全学組織改編の一環として規模縮小されたこ

とを示しています。 
 

改組／廃止の別の選択肢： 

Ａ．規模縮小  Ｂ．学内他組織との統合  Ｃ．教員の入れ替え  Ｄ．廃止 
Ｅ．増員     Ｆ．その他（                      ） 

 

理由の選択肢： 

１．設置年限の満了   ２．学内評価の結果     ３．財政上の問題 
４．学長の判断     ５．学問的生産性の問題   ６．人材の転出 
７．全学組織改編の一環 ８．類似研究プロジェクトの採択 ９．他部局の意向 
10．その他（                               ） 
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問 16 差し支えなければ、問 15 で回答された廃止・改組・統合事例において、センター

の設置時もしくは組織見直し時に参考にされた他大学の事例を、現在判明する範囲

でご記入ください。  ※記入欄が不足する場合は、問 15と同様に対応してください。 

センター等の名称 他大学の参照事例 
例）C 研究センター ○○大学 E総合研究所（設置時） 

○○大学 F研究センター（見直し時） 

D リサーチセンター ○○大学 G研究センター（見直し時） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

※事例調査や非公式の問い合わせ等を行った事例を中心にお答えください。参照内容は、活

動内容に限らず、運営、設置手続き等に関するものも含みます。参照事例が複数ある場合

は、最も参考にされたものをお書きください。具体的な組織名が不明の場合は、「○○大

学の学際研究関係センター（設置時）」といった書き方をされるか、空欄で構いません。 
 

 

問 17 問 15 に規模縮小や廃止事例をお答えいただいている場合、センターに所属していた

教員はどのような扱いとなりましたか。問 15 で※を付けたセンターの事例を中心に、

以下の選択肢から複数回答でお答えください。 

 
１．学内に配置転換先のポストが用意された 
２．学外の公募に応募するなどして再就職した 
３．派遣元や前職に戻った 
４．無職状態となった 
５．その他（                              ） 

 

 

問 18 貴大学では、センターの改組や廃止が決定してから実施に至るまで、どの程度の期

間がありますか。問 15 にて※印を付けたセンターの事例を中心にお答えください。 

 
１．２年以上 
２．１年～２年未満 
３．６か月～１年未満 
４．３か月～６か月未満 
５．その他（                              ） 
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問 19 貴大学および回答者ご自身のことについて、可能な範囲でお答えください。 

大学名  

学生数 （学部）     人・（大学院）      人 

教員数 （常勤）     人・（非常勤）      人 

科学研究費補助金獲得額 円 （     年度） 

その他外部資金獲得額 円 （     年度） 
※学生数および教員数は、2011 年 5 月 1 日現在（学校基本調査）を基本として、概数で

お答えいただいても構いません。 

※科学研究費補助金獲得額は 2011 年度の新規獲得総額を可能な範囲でお答えください。

その他外部資金獲得額は、科学研究費補助金以外の外部資金獲得額をお答えください。

これらの獲得総額は、別の年度や概数でお答えいただいても構いません。獲得総額が

すぐに集計できるものでない場合は、空欄のままでも結構です。 

 
回答者について 

所属  

職位  

在職年数 年 勤続年数 年 
 

問い合わせのために、可能であれば以下の項目をご記入ください。 

回答者名  

電話番号  

メール  

 今後も調査に（  協力してもかまわない  協力できない  ） 

 調査結果の返送を（    希望する     希望しない   ） 
 
質問項目に対する補足や、本アンケートに対するご意見がありましたらご記入ください。 

 

ご回答ありがとうございました。 
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集計結果 

 

問１ 貴大学の学部・研究科等の現在の組織体制の形態、今後の教育・研究活動にあたる組

織として検討が進められている組織形態について、該当するものすべてに○印を付

けてください。 

 現在 今後 
①教育組織（学科・課程等）と研究組織（講座等）を分離し
て編成する形態（例：筑波大学の学系及び学群等） 

15 0 

②教育組織を研究組織に基づいて編成する形態（学部・学
科・講座制） 

18 6 

③教育組織を「学位を与える課程（プログラム）」に基づい
て編成する形態 

5 3 

④特定の目的や研究課題のために編成される、タスクフォ
ース的な組織形態（学際的な研究を進めるセンター等） 

17 7 

⑤学部または学科全体を通した大講座制 11 6 
⑥小講座制 4 4 
⑦部門制 8 0 

 

問２ 貴大学では、部局を超えた教育活動にどのように取り組んでいますか。 

※このアンケートでの「部局」という用語は、主に学部や研究科を指します。 
 全学的

に行っ
ている 

一部の
部局で
行って
いる 

検討中
である 

予定は
ない 

①他学部・研究科の単位取得の認定 24 2 0 0 
②部局を超えた初年次教育の企画・実施 21 1 0 5 
③部局を超えた高年次科目の開講 16 2 2 6 
④他部局で教える学内併任教員の活用 15 8 1 3 
⑤副専攻の導入 5 9 4 9 
⑥部局を超えた協力を促進する全学的組織の設置 20 0 1 5 

 
問３ 貴大学では、部局等を超えた研究活動にどのように取り組んでいますか。 

 全学的
に行っ
ている 

部分的
に行っ
ている 

検討中
である 

予定は
ない 

①執行部の主導による企画の促進 17 3 2 3 
②連携・協力に基づくプロジェクトへの予算の配分 25 2 0 0 
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③学内での評価活動における優遇措置 10 5 2 8 
④部局を超えた協力を促進する全学的組織の設置 17 3 3 3 

 
問４ 部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等を新たに設置する計画が第二期中期

計画に盛り込まれていますか。 
 

回答 回答数 
１．盛り込まれており、設置が実現した 9 
２．盛り込まれており、設置に向けて調整中である 3 
３．盛り込まれているが、設置に向けた具体的な動きはない 0 
４．盛り込まれていないが、設置に向けて調整中である 2 
５．盛り込まれていないうえ、設置に向けた具体的な動きもない 9 
６．その他 
・盛り込まれていないが、学内センター機能向上のため、組織改
編を検討中 

1 

 

問５ 問２・３で挙げたもの以外に、貴大学で取り組まれている部局を超えた教育・研究活

動がありますか。その組織名またはプロジェクト名について、可能であれば簡単な説

明を添えてご記入ください。 

回答２３件 
 

問６ 部局を超えた教育・研究活動における連携・協力を図るため、予算配分、評価の在り

方等で特別措置は設けられていますか。当てはまるものをすべてお答えください。 

回答 回答数 
１．継続性を重視した予算配分 11 
２．部局を超えた活動への予算の優先配当 10 
３．通常よりも長い事業見直し期限の設定 0 
４．他の組織よりも多い構成員による評価 0 
５．その他 0 

 
問７ 部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等を設置するため、部局に配分せず、大

学全体（本部）で管理する教職員定員（あるいは人件費）がありますか。 

回答 回答数 
１．ほぼ十分にある 1 
２．十分でないがある 21 
３．現在ないが、今後設ける 0 
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４．現在ないうえ、今後設ける予定がない 2 
５．その他 0 

 
問８ 法人化以後に設置された部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等の名称と、

今後設置する予定があればご記入ください。 

①法人化以後に設置された研究センター等（設置年度を添えてご記入ください） 

回答 22 件 
②今後設置予定のセンター等（構想段階のものも含めて構いません） 

回答 10 件 
 
問９ 問８で回答した部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等では、教員の任期制

を採用していますか。 

 

回答 回答数 
１．全面的に採用している 7 
２．助教など一部の職階に導入している 6 
３．今後採用する予定である 1 
４．任期制導入の予定はない 5 
５．その他 0 

 

 
問 10 問８で回答した部局等を超えて学際的な研究を進めるセンター等の構成員数をお答

えください。       ※実人数は 2011 年 10 月時点での人数をお答えください。 

回答数 12 
 
問 11 問８で回答した部局等を超えて学際的な研究を進めるセンター等に、アカデミック

キャリア外からの人材が採用されていますか。 
 

回答 回答数 
１．該当する人材は採用されていない 10 
２．教員として採用されている 4 
３．職員として採用されている 2 
４．その他 0 

 
問 12 問 11 に２から４を選択された場合、お答えいただいたアカデミックキャリア外から

の人材はどのような役割を期待されていますか。該当するものをすべて選択してく

ださい。 
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回答 回答数 
１．企業との連携・調整業務 4 
２．就職支援に関する業務 1 
３．地域貢献のための知識・技能等の提供 5 
４．国際連携のための知識・技能等の提供 2 
５．研究活動の遂行 8 
６．教育活動・学生支援に関する業務 4 
７．その他 0 

 
問 13 問８で回答した部局等を超えて学際的研究を進めるセンター等の活動の評価は、ど

のような構成員が行いますか。当てはまるものをすべて選択してください。 

 
回答 回答数 
１．学長 14 
２．理事・副学長 17 
３．研究推進委員など、学内異分野の教員 5 
４．センター運営委員 6 
５．学内の同一／近接分野の教員 1 
６．他大学に勤務する同一／近接分野の教員 7 
７．その他 0 

 
問 14 部局等を超えて学際的な研究を進めるセンター等において、これまでに統合・改組・

廃止された事例はありますか。 

 
回答 回答数 
１．統合・改組・廃止事例はない 12 
２．統合事例がある 8 
３．改組事例がある 7 
４．廃止事例がある 3 
５．その他 0 

 
問 15 問 14 に２から５と回答された場合、差し支えなければ、該当のセンター名をご回答

ください。その際、記入例のように改組／廃止の別と実施年度、理由（複数回答）を

下段の選択肢の記号でお書き添えいただけましたら幸いです。 
 

回答数 15 
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問 16 差し支えなければ、問 15 で回答された廃止・改組・統合事例において、センター

の設置時もしくは組織見直し時に参考にされた他大学の事例を、現在判明する範囲

でご記入ください。 
回答なし 

 

問 17 問 15 に規模縮小や廃止事例をお答えいただいている場合、センターに所属していた

教員はどのような扱いとなりましたか。問 15 で※を付けたセンターの事例を中心に、

以下の選択肢から複数回答でお答えください。 

 
回答 回答数 
１．学内に配置転換先のポストが用意された 5 
２．学外の公募に応募するなどして再就職した 1 
３．派遣元や前職に戻った 0 
４．無職状態となった 0 
５．その他 
・もともと併任教員のみで構成されていた 
・担当教員が転出したために廃止された 
・定年退職後、後任未補充 

3 

 
問 18 貴大学では、センターの改組や廃止が決定してから実施に至るまで、どの程度の期

間がありますか。問 15 にて※印を付けたセンターの事例を中心にお答えください。 

回答 回答数 
１．２年以上 1 
２．１年～２年未満 4 
３．６か月～１年未満 7 
４．３か月～６か月未満 2 
５．その他 0 
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あとがき 

紆余曲折を経て、課題を残しながらも法人化及び附置研究所・研究施設に関する課題を検

討する論文を執筆しました。 

本論文は３年半の博士後期課程在学とその後の３年間の職務の中で執筆したものですが、

その間、様々な方にお世話になりました。 

主指導教員であった元兼正浩先生には、2007 年の研究室配属以来、何度も挫折しそうに

なる私を優しくご指導いただきました。凸凹の多い私の能力をうまく見抜き、活躍の場を作

ってくださったことに感謝申し上げます。先生の励ましがなければこの論文は執筆できま

せんでした。ともに走って汗を流し、昼夜を問わず研究を進める研究室の雰囲気と、それを

守り続けている後輩たちの姿からも刺激を受けました。 

副指導教員の吉本圭一先生には、高等教育学会研究交流集会での発表に声をかけていた

だき、また論文の方向性についても、時に厳しく時に温かくご指導いただきました。同じく

副指導教員の木村拓也先生には、授業などでさまざまな文献と研究的思考を教えていただ

きました。 

修士論文執筆時よりお世話になった田中岳先生にも感謝申し上げます。九州地域大学教

育改善 FD・SDネットワーク（Q-Links）の活動に関わらせていただき、様々な大学の事情

を教えていただいただきました。また、Q-Links の様々な活動をきっかけに、大津正知氏、

安部（小貫）有紀子先生、立石慎治先生にも大変お世話になりました。 

高等教育学会研究交流集会でコメントをいただいた小林信一先生にも、鋭いご指摘を 

いただきました。力不足でお答えできていない部分も多いですが、今後の私の研究課題とし

て努力したいと思っています。 

大学院時代の院生同士の交流も本研究の源泉となりました。特に、九州大学中央図書館で

のアルバイトのつながりで寺床幸雄氏（人文・地理）、畑中大路氏（人環・教育）、吉武由彩

氏（人環・社会学）と 2013年より立ち上げた箱崎探求会では、大変有益なコメントをいた

だきました。３人のやさしさに甘えて間に合っていない原稿を出してばかりでしたが、温か

く様々な角度からコメントをいただいたことで、行き詰まっていた研究が進んだことが何

度もありました。それぞれ就職後の事情もあり、全員そろっての研究会の開催は難しくなっ

てきていますが、いつかまた集まって共同研究ができればと考えています。 
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清水良彦氏、畑中大路氏とは学部時代から支えあってきた同級生であり、彼らに遅れるこ

と３年半、ようやく私も学位に手をかけるところまで来ました。ハクロンカケールの効き目

はどうだったかわかりませんが、今後も努力したいと思います。 

ともに助教業務にあたった田中友佳子氏、兼安章子氏、董秋艶氏からは学ぶところが多く

あり、公私にわたって大変お世話になりました。研究への熱意も、論文の質も追いつけてい

ませんが、今後も先輩方の研究姿勢を目標に励みたいと思います。 

また、私がこの４月より在籍している九州共立大学の白石忍先生、日髙和美先生には論文

執筆にあたって様々な形でご配慮いただきました。感謝申し上げます。 

家族にもお礼を言わなければなりません。大学院時代、先行き不透明な道を進むわが子の

学費を払い続けるのは大きな負担だったと思います。自分が同じ立場になったら同じこと

が出来るか自信はありませんが、両親の恩を未来の我が子に届けたいと思います。昨年結婚

した妻にも物心両面で支えられました。現職教師らしく、絶妙のタイミングで論文の進捗を

尋ねる声掛けがあり、頑張ろうという気になりました。論文優先の日々で妻と向き合う時間

を十分に取れているか分かりませんが、これからも険しい研究の道を歩む力になってくれ

ると信じています。 

最後に、執筆にあたって様々な情報をいただいた調査先の皆様、そして本論文を手にして

くださった皆様に厚く御礼申し上げます。 

2017年 9月 

金子研太 
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